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議案第14号 

 

丹波市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

１ 提案の趣旨 

丹波市過疎地域持続的発展計画における事業内容の追加等に伴い、同計画

を変更することについて、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

（令和３年法律第19号)第８条第10項において準用する同条第１項の規定に

より、提案するものである。 

 

２ 変更の概要 

(１) 丹波市過疎地域持続的発展計画の事業内容に、旧丹波少年自然の家整

備事業を追加する。 

(２) その他所要の変更 

 

３ 丹波市過疎地域持続的発展計画 別冊１ 

 

４ 新旧対照表 別冊２ 

 

【過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 抜粋】 

（過疎地域持続的発展市町村計画） 

第８条 過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会

の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画（以下単に「市町村計画」と

いう。）を定めることができる。 

２～９ 略 

10 第１項及び前３項の規定は、市町村計画の変更について準用する。 
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議案第15号 

 

兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更に係る協議について 

 

１ 提案の趣旨 

兵庫県市町村職員退職手当組合規約（昭和30年兵庫県告示第197号の12）を

変更するにあたり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定

により関係地方公共団体と協議するため、同法第290条の規定により、提案す

るものである。 

 

２ 改正の概要 

(１) 組合を組織する構成団体等から丹波少年自然の家事務組合を削除する。 

(２) 識見を有する者のうちから選任される監査委員の任期を３年から４年

に改める。 

 

３ 施行日 

令和６年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

【地方自治法 抜粋】 

（組織、事務及び規約の変更） 

第286条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体（以下この節にお

いて「構成団体」という。）の数を増減し若しくは共同処理する事務を変

更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共

団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあっては総務大

臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を受けなければならな

い。ただし、第287条第１項第１号、第４号又は第７号に掲げる事項のみ

に係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 

２ 略 

（議会の議決を要する協議） 

第290条 第284条第２項、第286条（第286条の２第２項の規定によりその例

によることとされる場合（同項の規定による規約の変更が第287条第１項

第２号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。）を含む。）及び

前２条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければな

らない。 
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兵庫県市町村職員退職手当組合規約（兵庫県告示第197号の12）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○兵庫県市町村職員退職手当組合規約 ○兵庫県市町村職員退職手当組合規約 

昭和30年３月31日 昭和30年３月31日 

兵庫県告示第197号の12 兵庫県告示第197号の12 

最終改正 令和３年３月31日 最終改正 令和３年３月31日 

（監査委員） （監査委員） 

第11条 組合に、監査委員２人を置く。 第11条 組合に、監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、議員のうちから１人及び識見を有す

る者のうちから１人を組合長が組合会の同意を得

て選任する。 

２ 監査委員は、議員のうちから１人及び識見を有す

る者のうちから１人を組合長が組合会の同意を得

て選任する。 

３ 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者

にあっては議員の任期によるものとし識見を有す

る者のうちから選任された者にあっては３年とす

る。 

３ 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者

にあっては議員の任期によるものとし識見を有す

る者のうちから選任された者にあっては４年とす

る。 

別表第１号表 別表第１号表 

洲本市、豊岡市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、

川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父

市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、

加東市、たつの市 

兵庫県市町村職員退職手当組合、北播衛生事務組合、

揖龍保健衛生施設事務組合、市川町外三ケ市町共有財

産事務組合、北播磨こども発達支援センター事務組合

わかあゆ園、加古郡衛生事務組合、淡路広域消防事務

組合、南但広域行政事務組合、播磨内陸医務事業組合、

中播衛生施設事務組合、淡路広域行政事務組合、兵庫

県町議会議員公務災害補償組合、丹波少年自然の家事

務組合、西脇多可行政事務組合、姫路福崎斎苑施設事

務組合、美方郡広域事務組合、小野加東加西環境施設

事務組合、くれさか環境事務組合、北但行政事務組合、

中播農業共済事務組合、小野加東広域事務組合、淡路

広域水道企業団、播磨高原広域事務組合、中播北部行

政事務組合、洲本市・南あわじ市衛生事務組合、北は

りま消防組合、西はりま消防組合 
 

洲本市、豊岡市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、

川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父

市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、

加東市、たつの市 

兵庫県市町村職員退職手当組合、北播衛生事務組合、

揖龍保健衛生施設事務組合、市川町外三ケ市町共有財

産事務組合、北播磨こども発達支援センター事務組合

わかあゆ園、加古郡衛生事務組合、淡路広域消防事務

組合、南但広域行政事務組合、播磨内陸医務事業組合、

中播衛生施設事務組合、淡路広域行政事務組合、兵庫

県町議会議員公務災害補償組合                   

      、西脇多可行政事務組合、姫路福崎斎苑施設事

務組合、美方郡広域事務組合、小野加東加西環境施設

事務組合、くれさか環境事務組合、北但行政事務組合、

中播農業共済事務組合、小野加東広域事務組合、淡路

広域水道企業団、播磨高原広域事務組合、中播北部行

政事務組合、洲本市・南あわじ市衛生事務組合、北は

りま消防組合、西はりま消防組合 
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議案第16号 

 

丹波市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第12号）が公布さ

れたことに伴い、条例の規定を整理する必要があるため、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）の条ずれに伴う改正 

 

３ 施行日 

令和６年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年丹波市条例第36号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市長等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例 

○丹波市長等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例 

令和２年６月26日 令和２年６月26日 

条例第36号 条例第36号 

改正 令和５年12月25日条例第26号 改正 令和５年12月25日条例第26号 

（損害賠償責任の一部免責） （損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市は、市長等の市に対する損害を賠償する責

任を、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な

過失がないときは、市長等が賠償の責任を負う額か

ら、市長等に係る基準給与年額（地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）第173条第１項第１号    

に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年

額をいう。）に、次の各号に掲げる市長等の区分に

応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除し

て得た額について免れさせる。 

第２条 市は、市長等の市に対する損害を賠償する責

任を、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な

過失がないときは、市長等が賠償の責任を負う額か

ら、市長等に係る基準給与年額（地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）第173条の４第１項第１号

に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年

額をいう。）に、次の各号に掲げる市長等の区分に

応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除し

て得た額について免れさせる。 

(１) 市長 ６ (１) 市長 ６ 

(２) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、

選挙管理委員会の委員又は監査委員 ４ 

(２) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、

選挙管理委員会の委員又は監査委員 ４ 

(３) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定

資産評価審査委員会の委員又は消防長 ２ 

(３) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定

資産評価審査委員会の委員又は消防長 ２ 

(４) 市の職員（前２号に掲げる職員を除く。） 

１ 

(４) 市の職員（前２号に掲げる職員を除く。） 

１ 
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議案第17号 

 

丹波市立青垣児童公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

丹波市立青垣児童公園の整備に伴い、行商や出店等のために出店広場を使

用する者に対する使用料等の規定を設けるため、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

出店広場の使用に係る許可、使用料等の規定を設ける。 

 

３ 施行日 

令和６年７月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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133.29

ｽﾍﾟｰｽ

青
垣
住
民
セ
ン
タ
ｌ
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丹波市立青垣児童公園条例（平成16年丹波市条例第115号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市立青垣児童公園条例 ○丹波市立青垣児童公園条例 

平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第115号 条例第115号 

（利用の制限） （利用の制限） 

第４条 公園を利用しようとする者               

が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を

制限することができる。 

第４条 公園を利用する者（以下「利用者」という。）

が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を

制限することができる。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあ

るとき。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあ

るとき。 

(２) 設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれ

があるとき。 

(２) 設備、備品等を破損し、又は滅失するおそれ

があるとき。 

(３) 特に市長が管理上支障があると認めたとき。 (３) 特に市長が管理上支障があると認めたとき。 

 （使用の許可） 

第５条 公園において、出店広場を使用しようとする

者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならな

い。許可を受けた事項を変更しようとするときも、

同様とする。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、公園の

管理上必要な条件を付すことができる。 

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第６条 前条の規定による使用の許可を受けた者（以

下「使用者」という。）は、その権利を他人に譲渡

し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用して

はならない。 

 （使用料の額及び納付方法） 

第７条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限り

でない。 

 （使用料の免除） 

第８条 市長は、特に必要があると認めるときは、前

条の使用料の全部又は一部を免除することができ

る。 

 （使用料の還付） 

第９条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、

市長が特に必要があると認めるときは、その全部又

は一部を還付することができる。 

 （使用許可の取消し等） 

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当

するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用

の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制

限することができる。 

(１) この条例の規定に違反したとき。 

(２) 使用許可の条件に違反したとき。 

(３) その他市長が必要と認めたとき。 

２ 前項の規定により許可した事項を変更し、若しく

は使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若し
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くは制限を命じた場合において、使用者に損害が生

じても、市長は、その損害の責めを負わないものと

する。ただし、市長がやむを得ない事情があると認

めるときは、この限りでない。 

 （特別の設備の制限） 

第11条 公園に特別の設備をしようとする者は、あら

かじめ市長の許可を受けなければならない。 

（原状回復の義務） （原状回復の義務） 

第５条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、

速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した

物件を撤去しなければならない。 

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、

速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した

物件を撤去しなければならない。 

２ 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長

において原状に回復し、これに要した費用は、利用

者の負担とする。 

２ 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長

において原状に回復し、これに要した費用は、利用

者の負担とする。 

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第６条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷

し、又は滅失したときは、それによって生じた損害

を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の

理由があると認めるときは、この限りでない。 

第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷

し、又は滅失したときは、それによって生じた損害

を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の

理由があると認めるときは、この限りでない。 

（委任） （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項

は、市長が定める。 

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項

は、規則で定める。 

 別表（第７条関係） 

 施設の名称 区分及び単位 使用料 

出店広場 キッチンカースペー

ス 

１区画１日当たり 

1,000円 

テントスペース 

１区画１日当たり 

500円 

 

 備考 電気を使用する場合は、その実費に相当する

額を別に徴収する。 
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議案第18号 

 

丹波市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

丹波市税条例（平成16年丹波市条例第53号）等において規定する市民税等の

減免に係る申請期限について、減免を受けようとする者の利便に配慮する観

点から、申請期限を見直すほか、所要の改正を行うため、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

(１) 現行、納期限７日前まで又は事由の発生の日から７日以内とする市民

税等の減免に係る申請期限を、納期限までに延長する。 

(２) 固定資産税の減免の対象とする要件に、「特別の事由があるもの」を追

加する。 

(３) 国民健康保険税の減免の対象となる期間の範囲を見直す。 

(４) その他字句の修正 

 

３ 改正する条例 

(１) 丹波市税条例 

(２) 丹波市介護保険条例（平成16年丹波市条例第130号） 

(３) 丹波市国民健康保険税条例（平成17年丹波市条例第48号） 

 

４ 施行日 

令和６年４月１日 

 

５ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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第１条関係 

丹波市税条例（平成16年丹波市条例第53号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市税条例 ○丹波市税条例 

平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第53号 条例第53号 

最終改正 令和５年６月27日条例第17号 最終改正 令和５年６月27日条例第17号 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の

うち市長において必要があると認めるものに対し、

市民税を減免する。 

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の

うち市長において必要があると認めるものに対し、

市民税を減免する。 

(１) 生活保護法の規定による保護を受ける者 (１) 生活保護法の規定による保護を受ける者 

(２) 当該年において所得が皆無となったため生

活が著しく困難となった者又はこれに準ずると

認められる者 

(２) 当該年において所得が皆無となったため生

活が著しく困難となった者又はこれに準ずると

認められる者 

(３) 学生及び生徒 (３) 学生及び生徒 

(４) 公益社団法人及び公益財団法人 (４) 公益社団法人及び公益財団法人 

(５) 前号に掲げる法人以外の法人及び法人でな

い社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあ

るもののうち、社会事業又は公益事業を行うもの 

(５) 前号に掲げる法人以外の法人及び法人でな

い社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあ

るもののうち、社会事業又は公益事業を行うもの 

(６) 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事由

があるもの 

(６) 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事由

があるもの 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようと

する者は、納期限前７日までに次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようと

する者は、納期限      までに次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(１) 納税義務者の氏名及び住所又は居所（法人に

あっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び

法人番号） 

(１) 納税義務者の氏名及び住所又は居所（法人に

あっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び

法人番号） 

(２) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割

額の算定期間、納期限及び税額 

(２) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割

額の算定期間、納期限及び税額 

(３) 減免を受けようとする事由 (３) 減免を受けようとする事由 

３ 第１項の規定によって市民税の減免を受けた者

は、その事由が消滅した場合においては、直ちにそ

の旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって市民税の減免を受けた者

は、その事由が消滅した場合においては、直ちにそ

の旨を市長に申告しなければならない。 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第71条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定

資産のうち、市長において必要があると認めるもの

については、その所有者に対して課する固定資産税

を減免する。 

第71条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定

資産のうち、市長において必要があると認めるもの

については、その所有者に対して課する固定資産税

を減免する。 

(１) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける

者の所有する固定資産 

(１) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける

者の所有する固定資産 

(２) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の

不順により、著しく価値を減じた固定資産 

(２) 天災その他の災害                       

    により、著しく価値を減じた固定資産 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、特別の事由があ

るもの 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けよ

うとする者は、納期限前７日までに、次に掲げる事

項を記載した申請書にその減免を受けようとする

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けよ

うとする者は、納期限      までに、次に掲げる事

項を記載した申請書にその減免を受けようとする
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事由を証明する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

事由を証明する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(２) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地

積及び価格 

(２) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地

積及び価格 

(３) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、

構造、床面積及び価格 

(３) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、

構造、床面積及び価格 

(４) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量

及び価格 

(４) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量

及び価格 

(５) 減免を受けようとする事由及び前項第２号

の固定資産にあっては、その被害の状況 

(５) 減免を受けようとする事由及び前項第２号

の固定資産にあっては、その被害の状況 

３ 第１項の規定によって固定資産税の減免を受け

た者は、その事由が消滅した場合においては、直ち

にその旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって固定資産税の減免を受け

た者は、その事由が消滅した場合においては、直ち

にその旨を市長に申告しなければならない。 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第80条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、

当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割に

よって、軽自動車等                            

                                             

                    に対し、当該軽自動車等の所

有者に種別割によって課する。 

第80条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、

当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割に

よって、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動

車及び２輪の小型自動車（以下この節において「軽

自動車等」という。）に対し、当該軽自動車等の所

有者に種別割によって課する。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者に

は、法第443条第２項に規定する者を含まないもの

とする。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者に

は、法第443条第２項に規定する者を含まないもの

とする。 

３ 軽自動車等の所有者が法第445条第１項の規定に

より種別割を課することができない者である場合

には、第１項の規定にかかわらず、その使用者に課

する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車

等については、これを課さない。 

３ 軽自動車等の所有者が法第445条第１項の規定に

より種別割を課することができない者である場合

には、第１項の規定にかかわらず、その使用者に課

する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車

等については、これを課さない。 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第89条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、種別割を減免するこ

とができる。 

第89条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、種別割を減免するこ

とができる。 

(１) 公益のため直接専用する軽自動車等 (１) 公益のため直接専用する軽自動車等 

(２) 天災その他の災害により損壊した軽自動車

等 

(２) 天災その他の災害により損壊した軽自動車

等 

(３) 生活保護法の規定による生活扶助を受けて

いる者が所有する軽自動車等 

(３) 生活保護法の規定による生活扶助を受けて

いる者が所有する軽自動車等 

(４) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情によ

り市長が減免の必要があると認める者が所有す

る軽自動車等 

(４) 前３号に掲げるもののほか、特別の事由があ

るもの                                     

             

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようと

する者は、納期限前７日までに、当該軽自動車等に

ついて減免を受けようとする税額及び次の各号に

掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする

事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようと

する者は、納期限      までに、当該軽自動車等に

ついて減免を受けようとする税額及び次の各号に

掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする

事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出し

なければならない。 

(１) 軽自動車等の種別 (１) 軽自動車等の種別 
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(２) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若

しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番

号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号をいう。以下この号及び次条にお

いて同じ。）又は法人番号（同法第２条第15項に

規定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地

及び氏名又は名称） 

(２) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若

しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番

号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号をいう。以下この号及び次条にお

いて同じ。）又は法人番号（同法第２条第15項に

規定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地

及び氏名又は名称） 

(３) 主たる定置場 (３) 主たる定置場 

(４) 原動機の型式 (４) 原動機の型式 

(５) 原動機の総排気量又は定格出力 (５) 原動機の総排気量又は定格出力 

(６) 用途 (６) 用途 

(７) 形状 (７) 形状 

(８) 車両番号又は標識番号 (８) 車両番号又は標識番号 

３ 第１項の規定によって種別割の減免を受けた者

は、その事由が消滅した場合においては、直ちにそ

の旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって種別割の減免を受けた者

は、その事由が消滅した場合においては、直ちにそ

の旨を市長に申告しなければならない。 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第90条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。 

第90条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。 

(１) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身

体障害者」という。）又は精神に障害を有し歩行

が困難な者（以下「精神障害者」という。）が所

有する軽自動車等（身体障害者又は精神障害者と

生計を一にする者が所有する軽自動車等を含

む。）で、当該身体障害者、当該身体障害者若し

くは精神障害者（以下「身体障害者等」という。）

のために当該身体障害者等と生計を一にする者

又は当該身体障害者等（身体障害者等のみで構成

される世帯の者に限る。）のために当該身体障害

者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に

限る。）を常時介護する者が運転するもの（１台

に限る。） 

(１) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身

体障害者」という。）又は精神に障害を有し歩行

が困難な者（以下「精神障害者」という。）が所

有する軽自動車等（身体障害者又は精神障害者と

生計を一にする者が所有する軽自動車等を含

む。）で、当該身体障害者、当該身体障害者若し

くは精神障害者（以下「身体障害者等」という。）

のために当該身体障害者等と生計を一にする者

又は当該身体障害者等（身体障害者等のみで構成

される世帯の者に限る。）のために当該身体障害

者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に

限る。）を常時介護する者が運転するもの（１台

に限る。） 

(２) その構造が専ら身体障害者等の利用に供す

るためのものである軽自動車等 

(２) その構造が専ら身体障害者等の利用に供す

るためのものである軽自動車等 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受け

ようとする者は、納期限前７日までに、市長に対し

て、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第1

5条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷

病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の

規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で

身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身

体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定める

ところにより交付された療育手帳（以下この項にお

いて「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第45条の規定により交付された精神障害者保健福

祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受け

ようとする者は、納期限      までに、市長に対し

て、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第1

5条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷

病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の

規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で

身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身

体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定める

ところにより交付された療育手帳（以下この項にお

いて「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）

第45条の規定により交付された精神障害者保健福

祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉
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手帳」という。）及び道路交通法（昭和35年法律第

105号）第92条の規定により交付された身体障害者

又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身

体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の

者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下

この項において「運転免許証」という。）を提示す

るとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請

書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付

して、提出しなければならない。 

手帳」という。）及び道路交通法（昭和35年法律第

105号）第92条の規定により交付された身体障害者

又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身

体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の

者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下

この項において「運転免許証」という。）を提示す

るとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請

書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付

して、提出しなければならない。 

(１) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号

（個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住

所）並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計

を一にする者である場合には、当該身体障害者等

との関係 

(１) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号

（個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住

所）並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計

を一にする者である場合には、当該身体障害者等

との関係 

(２) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢 (２) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢 

(３) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並

びに身体障害者等との関係 

(３) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並

びに身体障害者等との関係 

(４) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保

健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害

の程度 

(４) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保

健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害

の程度 

(５) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限

並びに運転免許の種類及び条件が附されている

場合にはその条件 

(５) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限

並びに運転免許の種類及び条件が附されている

場合にはその条件 

(６) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、

用途及び使用目的 

(６) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、

用途及び使用目的 

３ 第１項第２号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限前７日までに、市長に対

して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽自動

車等の提示に代わると認める書類の提出がある場

合には、当該書類の提出）をするとともに、前条第

２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し

なければならない。 

３ 第１項第２号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限      までに、市長に対

して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽自動

車等の提示に代わると認める書類の提出がある場

合には、当該書類の提出）をするとともに、前条第

２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し

なければならない。 

４ 第１項の規定により減免の措置を受けた場合に

おいては、当該軽自動車等の所有者及び当該減免の

措置を受けた理由に変更がない間は、次年度以降の

種別割の減免について第２項又は前項の申請書の

提出があったものとみなす。 

４ 第１項の規定により減免の措置を受けた場合に

おいては、当該軽自動車等の所有者及び当該減免の

措置を受けた理由に変更がない間は、次年度以降の

種別割の減免について第２項又は前項の申請書の

提出があったものとみなす。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって種別

割の減免を受けている者について準用する。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって種別

割の減免を受けている者について準用する。 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第139条の３ 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る土地又はその取得のうち、市長において必要があ

ると認めるものについては、その所有者又は取得者

に対して課する特別土地保有税を減免することが

できる。 

第139条の３ 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る土地又はその取得のうち、市長において必要があ

ると認めるものについては、その所有者又は取得者

に対して課する特別土地保有税を減免することが

できる。 

(１) 公益のために直接専用する土地 (１) 公益のために直接専用する土地 

(２) 市の全部又は一部にわたる災害により、著し

く価値を減じた土地 

(２) 天災その他の災害            により、著し

く価値を減じた土地 

(３) 前２号に掲げる土地以外の土地で特別の事

由があるもの 

(３) 前２号に掲げる土地以外の土地で特別の事

由があるもの 
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２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受

けようとする者は、納期限前７日までに、次に掲げ

る事項を記載した申請書にその減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受

けようとする者は、納期限      までに、次に掲げ

る事項を記載した申請書にその減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番

号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第15項に規

定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（法人番号を有しない者にあっては、住所

及び氏名又は名称） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番

号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第15項に規

定する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（法人番号を有しない者にあっては、住所

及び氏名又は名称） 

(２) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日

及び取得価額並びに税額 

(２) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日

及び取得価額並びに税額 

(３) 減免を受けようとする事由及び前項第２号

の土地にあっては、その被害の状況 

(３) 減免を受けようとする事由及び前項第２号

の土地にあっては、その被害の状況 

３ 第１項の規定によって特別土地保有税の減免を

受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちに

その旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって特別土地保有税の減免を

受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちに

その旨を市長に申告しなければならない。 
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第２条関係 

丹波市介護保険条例（平成16年丹波市条例第130号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市介護保険条例 ○丹波市介護保険条例 

平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第130号 条例第130号 

最終改正 令和３年３月９日条例第７号 最終改正 令和３年３月９日条例第７号 

（保険料の減免） （保険料の減免） 

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の

うち必要があると認められるものに対し、保険料を

減額し、又は免除することができる。 

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の

うち必要があると認められるものに対し、保険料を

減額し、又は免除することができる。 

(１) 第１号被保険者又はその属する世帯の生計

を主として維持する者が震災、風水害、火災その

他これらに類する災害により、住宅、家財又はそ

の他の財産について著しい損害を受けたこと。 

(１) 第１号被保険者又はその属する世帯の生計

を主として維持する者が震災、風水害、火災その

他これらに類する災害により、住宅、家財又はそ

の他の財産について著しい損害を受けたこと。 

(２) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主と

して維持する者が死亡したこと、又はその者が心

身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院した

ことにより、その者の収入が著しく減少したこ

と。 

(２) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主と

して維持する者が死亡したこと、又はその者が心

身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院した

ことにより、その者の収入が著しく減少したこ

と。 

(３) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主と

して維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、

事業における著しい損失、失業等により著しく減

少したこと。 

(３) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主と

して維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、

事業における著しい損失、失業等により著しく減

少したこと。 

(４) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主と

して維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等

による農作物の不作その他これに類する理由に

より著しく減少したこと。 

(４) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主と

して維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等

による農作物の不作その他これに類する理由に

より著しく減少したこと。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事

由があると認めるとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事

由があると認めるとき。 

２ 前項の規定によって保険料の減免を受けようと

する者は、納期限前７日までに次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする理由を証明

する書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。                                          

                                             

     

２ 前項の規定によって保険料の減免を受けようと

する者は、納期限      までに次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする理由を証明

する書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。ただし、やむを得ない事由があると市長が認め

る場合は、納期限後においても申請することができ

る。 

(１) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び

住所 

(１) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び

住所 

(２) 納期限及び保険料の額 (２) 納期限及び保険料の額 

(３) 減免を受けようとする理由 (３) 減免を受けようとする理由 

３ 第１項の規定によって保険料の減免を受けた者

は、その理由が消滅した場合においては、直ちにそ

の旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって保険料の減免を受けた者

は、その理由が消滅した場合においては、直ちにそ

の旨を市長に申告しなければならない。 
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第３条関係 

丹波市国民健康保険税条例（平成17年丹波市条例第48号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市国民健康保険税条例 ○丹波市国民健康保険税条例 

平成17年６月３日 平成17年６月３日 

条例第48号 条例第48号 

最終改正 令和５年12月25日条例第32号 最終改正 令和５年12月25日条例第32号 

（国民健康保険税の減免） （国民健康保険税の減免） 

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の

うち、必要があると認める者に対し、国民健康保険

税を減免することができる。 

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の

うち、必要があると認める者に対し、国民健康保険

税を減免することができる。 

(１) 震災、風水害、火災若しくはこれらに類する

災害を受け、納付すべき国民健康保険税の全部又

は一部の納付が困難と認められる者 

(１) 震災、風水害、火災若しくはこれらに類する

災害を受け、納付すべき国民健康保険税の全部又

は一部の納付が困難と認められる者 

(２) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける

者 

(２) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける

者 

(３) 当該年において所得が皆無となったため生

活が著しく困難となった者又はこれに準ずると

認められる者 

(３) 当該年において所得が皆無となったため生

活が著しく困難となった者又はこれに準ずると

認められる者 

(４) 旧被扶養者（平成20年４月１日において75

歳に達している者、同日以後に75歳に達する者又

は65歳以上で兵庫県後期高齢者医療広域連合の

障害認定を受けた者が被用者保険の被保険者か

ら後期高齢者医療の被保険者となることにより、

当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保

険者となった者をいう。） 

(４) 旧被扶養者（平成20年４月１日において75

歳に達している者、同日以後に75歳に達する者又

は65歳以上で兵庫県後期高齢者医療広域連合の

障害認定を受けた者が被用者保険の被保険者か

ら後期高齢者医療の被保険者となることにより、

当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保

険者となった者をいう。） 

(５) 前４号に掲げるもののほか、特別の事由があ

る者 

(５) 前４号に掲げるもののほか、特別の事由があ

る者 

２ 前項の規定による国民健康保険税の減免につい

ては、当該事由が発生した日の属する月から月割に

より国民健康保険税を減免する。ただし、減免の事

由が消滅した場合においては、その事由が消滅した

日の属する月以後に係る国民健康保険税について

は、この限りでない。 

 

３ 第１項の規定によって国民健康保険税の減免を

受けようとする者は、事由の発生の日から７日以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して、市長に

提出しなければならない。                      

                                             

                         

２ 前項  の規定によって国民健康保険税の減免を

受けようとする者は、納期限まで                

に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して、市長に

提出しなければならない。ただし、やむを得ない事

由があると市長が認める場合は、納期限後において

も申請することができる。 

(１) 氏名及び住所 (１) 氏名及び住所 

(２) 年度及び税額 (２) 年度及び税額 

(３) 減免を受けようとする事由 (３) 減免を受けようとする事由 

４ 第１項の規定によって国民健康保険税の減免を

受けた者は、その事由が消滅した場合においては、

直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって国民健康保険税の減免を

受けた者は、その事由が消滅した場合においては、

直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 
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議案第19号 

 

丹波市営自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

１ 提案の趣旨 

令和５年４月に丹波市立山南中学校が開校したことを契機として、自転車

等の利用者の利便性を向上させるとともに、良好な生活環境の確保を図るこ

とから、和田地区の富田橋バス停付近に駐輪場を新設するため、提案するもの

である。 

 

２ 改正の概要 

別表に丹波市営富田橋バス停駐輪場を加える。 

 

３ 施行日 

公布の日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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名称：丹波市営富田橋バス停駐輪場
位置：丹波市山南町小野尻543番地６

市営駐輪場位置図

出典：国土地理院ウェブサイト 加工：丹波市

富田橋バス停駐輪場
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丹波市営自転車等駐輪場条例（平成16年丹波市条例第206号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市営自転車等駐輪場条例 ○丹波市営自転車等駐輪場条例 

平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第206号 条例第206号 

最終改正 令和５年３月13日条例第３号 最終改正 令和５年３月13日条例第３号 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

丹波市営柏原駅前駐輪場 丹波市柏原町柏原1146番地

６ 

丹波市営石生駅西側駐輪

場 

丹波市氷上町石生2705番地 

丹波市営黒井駅北駐輪場 丹波市春日町黒井1515番地

１ 

丹波市営黒井駅前駐輪場 丹波市春日町黒井1519番地

16 

丹波市営谷川駅前駐輪場 丹波市山南町池谷112番地1

1 

丹波市営下滝駅前駐輪場 丹波市山南町下滝118番地

４ 

丹波市営和田小学校前バ

ス停駐輪場 

丹波市山南町小野尻312番

地５ 

丹波市営和田下町バス停

駐輪場 

丹波市山南町和田1194番地

４ 

           

   

 

丹波市営市島駅前駐輪場 丹波市市島町市島117番地4

8 

丹波市営丹波竹田駅前駐

輪場 

丹波市市島町中竹田1510番

地16 
 

名称 位置 

丹波市営柏原駅前駐輪場 丹波市柏原町柏原1146番地

６ 

丹波市営石生駅西側駐輪

場 

丹波市氷上町石生2705番地 

丹波市営黒井駅北駐輪場 丹波市春日町黒井1515番地

１ 

丹波市営黒井駅前駐輪場 丹波市春日町黒井1519番地

16 

丹波市営谷川駅前駐輪場 丹波市山南町池谷112番地1

1 

丹波市営下滝駅前駐輪場 丹波市山南町下滝118番地

４ 

丹波市営和田小学校前バ

ス停駐輪場 

丹波市山南町小野尻312番

地５ 

丹波市営和田下町バス停

駐輪場 

丹波市山南町和田1194番地

４ 

丹波市営富田橋バス停駐

輪場 

丹波市山南町小野尻543番

地６ 

丹波市営市島駅前駐輪場 丹波市市島町市島117番地4

8 

丹波市営丹波竹田駅前駐

輪場 

丹波市市島町中竹田1510番

地16 
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議案第20号 

 

丹波市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

本市が設置し指定管理者が管理運営する市営駐車場の使用に係る料金につ

いては、指定管理者が徴収を代行し、市の収入としている。 
このたび、新たに利用料金制に関する規定を設け、指定管理者が駐車場の立

地条件や使用状況等に応じた料金を設定し、自らの収入として収受させるこ

とにより、指定管理者が有する知識や経験の更なる活用と自主的な経営努力

を促す動機を付与し、もって市民生活の利便の向上を図るため、提案するもの

である。 
 

２ 改正の概要 

指定管理者が、使用料の範囲内において、利用料金を設定することができる

規定を設ける。 

 

３ 施行日 

令和７年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市営駐車場条例（平成21年丹波市条例第28号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市営駐車場条例 ○丹波市営駐車場条例 

平成21年６月26日 平成21年６月26日 

条例第28号 条例第28号 

最終改正 平成27年３月16日条例第５号 最終改正 平成27年３月16日条例第５号 

 （利用料金） 

第14条 市長は、指定管理者に駐車場の使用に係る料

金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者

の収入として収受させることができる。この場合に

おいて、使用者は当該指定管理者に対し利用料金を

支払わなければならない。 

２ 利用料金の額は、別表第２に定める額の範囲内に

おいて、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て

定めるものとする。その額を変更しようとするとき

も、同様とする。 

３ 第４条、第10条第１項、第11条第２項、第12条及

び前条の規定は、利用料金について準用する。この

場合において、これらの規定中「使用料」とあるの

は「利用料金」と読み替えるものとする。 

（禁止行為） （禁止行為） 

第14条 駐車場においては、次に掲げる行為をしては

ならない。 

第15条 駐車場においては、次に掲げる行為をしては

ならない。 

(１) 他の自動車の駐車を妨げること。 (１) 他の自動車の駐車を妨げること。 

(２) 駐車場の構造又は設備を汚染し、又は損傷す

ること。 

(２) 駐車場の構造又は設備を汚染し、又は損傷す

ること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理に

支障を及ぼすおそれがある行為をすること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理に

支障を及ぼすおそれがある行為をすること。 

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第15条 何人も、駐車場の構造又は設備その他の物件

を損傷し、又は滅失させたときは、市長に報告し、

その損害を賠償しなければならない。 

第16条 何人も、駐車場の構造又は設備その他の物件

を損傷し、又は滅失させたときは、市長に報告し、

その損害を賠償しなければならない。 

２ 駐車場内の自動車に関し、盗難、自動車相互間の

事故又は天災その他の災害により使用者又は一時

預かりの駐車場を使用する者が受けた損害につい

ては、市は、その賠償の責めを負わない。 

２ 駐車場内の自動車に関し、盗難、自動車相互間の

事故又は天災その他の災害により使用者又は一時

預かりの駐車場を使用する者が受けた損害につい

ては、市は、その賠償の責めを負わない。 

（解約の申出） （解約の申出） 

第16条 使用者は、月極駐車場の使用を解約しようと

するときは、その旨を指定管理者に届け出なければ

ならない。 

第17条 使用者は、月極駐車場の使用を解約しようと

するときは、その旨を指定管理者に届け出なければ

ならない。 

（管理運営費等の負担） （管理運営費等の負担） 

第17条 駐車場の管理運営に必要な経費は、市の負担

とする。 

第18条 駐車場の管理運営に必要な経費は、市の負担

とする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、第14条第１項の規定に

より利用料金を指定管理者の収入として収受させ

る場合は、駐車場の管理運営に必要な経費は、指定

管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保

全上その他正当な理由により指定管理者に負担さ

せることが適当でないと認めるものは、市の負担と

する。 
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（指定管理者の不在等の場合における管理） （指定管理者の不在等の場合における管理） 

第18条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条

の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り

消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停

止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者

の指定手続き等に関する条例（平成17年丹波市条例

第３号）第３条又は第４条の規定により指定管理者

を指定するに当たりその候補者が存在しないこと

により指定管理者による管理が行えない場合は、指

定管理者による管理が行えなくなるときから新た

な指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務

の停止を命じた期間が終了するときまでの期間に

おいては、第３条の規定にかかわらず、市長が駐車

場の管理を行うものとする。この場合において、市

長は、別表第２に定める使用料を徴収することがで

きる。 

第19条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条

の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り

消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停

止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者

の指定手続き等に関する条例（平成17年丹波市条例

第３号）第３条又は第４条の規定により指定管理者

を指定するに当たりその候補者が存在しないこと

により指定管理者による管理が行えない場合は、指

定管理者による管理が行えなくなるときから新た

な指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務

の停止を命じた期間が終了するときまでの期間に

おいては、第３条の規定にかかわらず、市長が駐車

場の管理を行うものとする。この場合において、市

長は、別表第２に定める使用料を徴収することがで

きる。 

（その他） （その他） 

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、

市長が別に定める。 

第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、

市長が別に定める。 

（罰則） （罰則） 

第20条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴

収を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に相

当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超

えないときは、５万円とする。）以下の過料に処す

る。 

第21条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴

収を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に相

当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超

えないときは、５万円とする。）以下の過料に処す

る。 

別表第２（第11条、第18条        関係） 別表第２（第11条、第14条、第19条関係） 

名称 使用料 

丹波市営柏原駅東駐車場 月額4,000円 

丹波市営柏原駅前駐車場 １回300円 

丹波市営石生駅西駐車場 月額3,000円 １回300円 

丹波市営黒井駅前駐車場 １回300円 

丹波市営黒井駅前月極駐

車場 

月額3,000円 

丹波市営谷川駅前駐車場 １回300円 

丹波市営下滝駅前駐車場 月額3,000円 １回300円 

丹波市営市島駅前駐車場 月額3,000円 １回300円 

丹波市営丹波竹田駅前駐

車場 

月額3,000円 １回300円 

 

名称 使用料 

丹波市営柏原駅東駐車場 月額4,000円 

丹波市営柏原駅前駐車場 １回300円 

丹波市営石生駅西駐車場 月額3,000円 １回300円 

丹波市営黒井駅前駐車場 １回300円 

丹波市営黒井駅前月極駐

車場 

月額3,000円 

丹波市営谷川駅前駐車場 １回300円 

丹波市営下滝駅前駐車場 月額3,000円 １回300円 

丹波市営市島駅前駐車場 月額3,000円 １回300円 

丹波市営丹波竹田駅前駐

車場 

月額3,000円 １回300円 

 

 

- 29 -



 

議案第21号 

 

市有財産の無償譲渡について（梶原自治会） 

 

１ 提案の趣旨 

財産を無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項第６号の規定により、提案するものである。 

 

２ 無償譲渡する財産 

土地 

所在 地目 面積 

丹波市市島町北奥字東神池奥2227番14 山林 114,725㎡ 

丹波市市島町北奥字東神池奥2227番15 山林  46,865㎡ 

合計（２筆） 161,590㎡ 

 

３ 無償譲渡の相手方 

名 称 梶原自治会 

代表者 荒木 武夫 

所在地 兵庫県丹波市市島町梶原330番地３ 

 

【地方自治法 抜粋】 

（議決事件） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら

ない。 

(１)～(５) 略 

(６) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若

しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、

若しくは貸し付けること。 

(７)～(15) 略 

２ 略 

- 30 -



市有財産(土地)位置図

市島町北奥2227番15

出典：国土地理院ウェブサイト 加工：丹波市

市島町北奥2227番14
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議案第22号 

 

丹波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

令和６年度国民健康保険税の賦課割合及び税率等について丹波市国民健康

保険運営協議会の答申を受けたことに伴い、所要の改正を行うため、提案する

ものである。 

 

２ 改正の概要 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る所得割額の算定に用いる税率の改定 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額

の改定 

上段：(改定前)  

令和６年度国民健康保険税の税率等           下段： 改定後   

区分 基礎課税額 
後期高齢者支
援金等課税額 

介護納付金 
課税額 

所得割 
（7.20％） 
7.26％ 

（2.30％） 
2.48％ 

（2.45％） 
2.52％ 

均等割額 
（27,100円） 
28,200円 

（8,500円） 
9,500円 

（11,800円） 
12,300円 

平
等
割
額 

特定世帯及び 
特定継続世帯以外 

20,600円 
（6,500円） 
6,900円 

（6,100円） 
6,300円 

特定世帯 10,300円 
（3,250円） 
3,450円 

 

特定継続世帯 15,450円 
（4,875円） 
5,175円 

 

７
割
軽
減 

均等割額 
（18,970円） 
19,740円 

（5,950円） 
6,650円 

（8,260円） 
8,610円 

平
等
割
額 

特定世帯及び 
特定継続世帯以外 

14,420円 
（4,550円） 
4,830円 

（4,270円） 
4,410円 

特定世帯 7,210円 
（2,275円） 
2,415円 

 

特定継続世帯 10,815円 
（3,413円） 
3,623円 

 

５
割
軽
減 

均等割額 
（13,550円） 
14,100円 

（4,250円） 
4,750円 

（5,900円） 
6,150円 

平
等
割
額 

特定世帯及び 
特定継続世帯以外 

10,300円 
（3,250円） 
3,450円 

（3,050円） 
3,150円 

特定世帯 5,150円 
（1,625円） 
1,725円 

 

特定継続世帯 7,725円 
（2,438円） 
2,588円 

 

２
割
軽
減 

均等割額 
（5,420円） 
5,640円 

（1,700円） 
1,900円 

（2,360円） 
2,460円 

平
等
割
額 

特定世帯及び 
特定継続世帯以外 

4,120円 
（1,300円） 
1,380円 

（1,220円） 
1,260円 

特定世帯 2,060円 
（650円） 
690円 

 

特定継続世帯 3,090円 
（975円） 
1,035円 
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未
就
学
児
軽
減 

均等割額 
（13,550円） 
14,100円 

（4,250円） 
4,750円 

 

７割軽減 
均等割額 

（4,065円） 
4,230円 

（1,275円） 
1,425円 

 

５割軽減 
均等割額 

（6,775円） 
7,050円 

（2,125円） 
2,375円 

 

２割軽減 
均等割額 

（10,840円） 
11,280円 

（3,400円） 
3,800円 

 

 

３ 施行日 

令和６年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市国民健康保険税条例（平成17年丹波市条例第48号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市国民健康保険税条例 ○丹波市国民健康保険税条例 

平成17年６月３日 平成17年６月３日 

条例第48号 条例第48号 

最終改正 令和５年12月25日条例第32号 最終改正 令和５年12月25日条例第32号 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所

得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所

得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する

年の前年の所得に係る地方税法（昭和25年法律第2

26号。以下「法」という。）第314条の２第１項に

規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項の規定による控除をした後の総所得

金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。）に100分の7.20を乗じ

て算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する

年の前年の所得に係る地方税法（昭和25年法律第2

26号。以下「法」という。）第314条の２第１項に

規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項の規定による控除をした後の総所得

金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。）に100分の7.26を乗じ

て算定する。 

２ 前項の場合における法第314条の２第１項に規定

する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合

においては、法第313条第９項中雑損失の金額に係

る部分の規定を適用しないものとする。 

２ 前項の場合における法第314条の２第１項に規定

する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合

においては、法第313条第９項中雑損失の金額に係

る部分の規定を適用しないものとする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被

保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被

保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険

者１人について27,100円とする。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険

者１人について28,200円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属す

る年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額

等に100分の2.30を乗じて算定する。 

第６条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属す

る年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額

等に100分の2.48を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の被保険者均等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被

保険者１人について8,500円とする。 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被

保険者１人について9,500円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援

金等課税額の世帯別平等割額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の

各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の

各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,5

00円 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,9

00円 

(２) 特定世帯 3,250円 (２) 特定世帯 3,450円 

(３) 特定継続世帯 4,875円 (３) 特定継続世帯 5,175円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税

被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分

の2.45を乗じて算定する。 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税

被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分

の2.52を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割

額） 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割

額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介 第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介

- 34 -



 

護納付金課税被保険者１人について11,800円とす

る。 

護納付金課税被保険者１人について12,300円とす

る。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世

帯について6,100円とする。 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世

帯について6,300円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険

税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の

額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額

が施行令第56条の88の２第１項に規定する額を超

える場合には、同項に規定する額）、第２条第３項

本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

施行令第56条の88の２第２項に規定する額を超え

る場合には、同項に規定する額）並びに第２条第４

項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が施行令

第56条の88の２第３項に規定する額を超える場合

には、同項に規定する額）の合算額とする。 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険

税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の

額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額

が施行令第56条の88の２第１項に規定する額を超

える場合には、同項に規定する額）、第２条第３項

本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

施行令第56条の88の２第２項に規定する額を超え

る場合には、同項に規定する額）並びに第２条第４

項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が施行令

第56条の88の２第３項に規定する額を超える場合

には、同項に規定する額）の合算額とする。 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を

有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定

する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第

33号）第28条第１項に規定する給与所得について

同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下こ

の号において同じ。）の数及び公的年金等に係る

所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項

に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について

同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、

年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、

給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以

下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る

納税義務者 

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を

有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定

する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第

33号）第28条第１項に規定する給与所得について

同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下こ

の号において同じ。）の数及び公的年金等に係る

所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項

に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について

同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、

年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、

給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以

下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る

納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項

に規定する世帯主を除く。）１人について18,

970円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項

に規定する世帯主を除く。）１人について19,

740円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 
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(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 14,420円 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 14,420円 

(イ) 特定世帯 7,210円 (イ) 特定世帯 7,210円 

(ウ) 特定継続世帯 10,815円 (ウ) 特定継続世帯 10,815円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について5,950円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について6,650円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯区分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 4,550円 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 4,830円 

(イ) 特定世帯 2,275円 (イ) 特定世帯 2,415円 

(ウ) 特定継続世帯 3,413円 (ウ) 特定継続世帯 3,623円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について8,

260円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について8,

610円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等

割額 １世帯について4,270円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等

割額 １世帯について4,410円 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき29万円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に

該当する者を除く。） 

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき29万円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に

該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について13,550円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について14,100円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 10,300円 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 10,300円 

(イ) 特定世帯 5,150円 (イ) 特定世帯 5,150円 

(ウ) 特定継続世帯 7,725円 (ウ) 特定継続世帯 7,725円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について4,250円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について4,750円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯区分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 3,250円 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 3,450円 
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(イ) 特定世帯 1,625円 (イ) 特定世帯 1,725円 

(ウ) 特定継続世帯 2,438円 (ウ) 特定継続世帯 2,588円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について5,

900円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について6,

150円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等

割額 １世帯について3,050円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等

割額 １世帯について3,150円 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき53万5,000円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

２号に該当する者を除く。） 

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき53万5,000円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について5,420円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について5,640円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 4,120円 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 4,120円 

(イ) 特定世帯 2,060円 (イ) 特定世帯 2,060円 

(ウ) 特定継続世帯 3,090円 (ウ) 特定継続世帯 3,090円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について1,700円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について1,900円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯区分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 1,300円 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

 1,380円 

(イ) 特定世帯 650円 (イ) 特定世帯 690円 

(ウ) 特定継続世帯 975円   (ウ) 特定継続世帯 1,035円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について2,

360円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について2,

460円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等

割額 １世帯について1,220円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等

割額 １世帯について1,260円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に

６歳に達する日以後の最初の３月31日以前である

被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課する被保険者

均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に

６歳に達する日以後の最初の３月31日以前である

被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課する被保険者

均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児
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につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保

険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額と

する。 

につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保

険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額と

する。 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める

額 

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める

額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世

帯 4,065円 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世

帯 4,230円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世

帯 6,775円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世

帯 7,050円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世

帯 10,840円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世

帯 11,280円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,

550円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 14,

100円 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世

帯 1,275円 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世

帯 1,425円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世

帯 2,125円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世

帯 2,375円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世

帯 3,400円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世

帯 3,800円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,2

50円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,7

50円 
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議案第23号 

 

丹波市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

１ 提案の趣旨 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31年政令第335

号）の一部が改正されたことに伴い、非常勤消防団員等に対する損害補償に係

る補償基礎額について、所要の改正を行うため、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

(１) 階級及び勤続年数に応じて定める非常勤消防団員の公務上の災害等に

対する損害補償に係る補償基礎額を改定する。 

(２) 消防作業従事者が作業等に従事したことによる損害補償に係る補償基

礎額の最低額を8,900円から9,100円に引き上げる。 

 

３ 施行日 

令和６年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市消防団員等公務災害補償条例（平成16年丹波市条例第227号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市消防団員等公務災害補償条例 ○丹波市消防団員等公務災害補償条例 

平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第227号 条例第227号 

最終改正 令和４年３月11日条例第５号 最終改正 令和４年３月11日条例第５号 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 前条に規定する損害補償（以下「損害補償」

という。）は、療養補償及び介護補償を除き、補償

基礎額を基礎として行うものとする。 

第５条 前条に規定する損害補償（以下「損害補償」

という。）は、療養補償及び介護補償を除き、補償

基礎額を基礎として行うものとする。 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによるも

のとする。 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによるも

のとする。 

(１) 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷

若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態

となった場合には、死亡若しくは負傷の原因であ

る事故が発生した日又は診断により死亡の原因

である疾病の発生が確定した日若しくは診断に

より疾病の発生が確定した日（以下「事故発生日」

という。）において当該非常勤消防団員が属して

いた階級及び当該階級に任命された日からの勤

続年数に応じて別表に定める額とする。 

(１) 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷

若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態

となった場合には、死亡若しくは負傷の原因であ

る事故が発生した日又は診断により死亡の原因

である疾病の発生が確定した日若しくは診断に

より疾病の発生が確定した日（以下「事故発生日」

という。）において当該非常勤消防団員が属して

いた階級及び当該階級に任命された日からの勤

続年数に応じて別表に定める額とする。 

(２) 消防法第25条第１項若しくは第２項（これら

の規定を同法第36条第８項において準用する場

合を含む。）若しくは第29条第５項（同法第30

条の２及び第36条第８項において準用する場合

を含む。）の規定により消防作業に従事した者（以

下「消防作業従事者」という。）、同法第35条の

10第１項の規定により救急業務に協力した者（以

下「救急業務協力者」という。）又は水防法第2

4条の規定により水防に従事した者（以下「水防

従事者」という。）が消防作業若しくは水防（以

下「消防作業等」という。）に従事し、若しくは

救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事

し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷

若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態

となった場合には、8,900円とする。ただし、そ

の額がその者の通常得ている収入の日額に比し

て公正を欠くと認められるときは、１万4,200円

を超えない範囲内においてこれを増額した額と

することができる。 

(２) 消防法第25条第１項若しくは第２項（これら

の規定を同法第36条第８項において準用する場

合を含む。）若しくは第29条第５項（同法第30

条の２及び第36条第８項において準用する場合

を含む。）の規定により消防作業に従事した者（以

下「消防作業従事者」という。）、同法第35条の

10第１項の規定により救急業務に協力した者（以

下「救急業務協力者」という。）又は水防法第2

4条の規定により水防に従事した者（以下「水防

従事者」という。）が消防作業若しくは水防（以

下「消防作業等」という。）に従事し、若しくは

救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事

し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷

若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態

となった場合には、9,100円とする。ただし、そ

の額がその者の通常得ている収入の日額に比し

て公正を欠くと認められるときは、１万4,200円

を超えない範囲内においてこれを増額した額と

することができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で非常勤消防

団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、

救急業務協力者若しくは水防従事者（以下「非常勤

消防団員等」という。）の事故発生日において、他

に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の

扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族の

ある非常勤消防団員等については、前項の規定によ

る金額に、第１号又は第３号から第６号までのいず

れかに該当する扶養親族については１人につき217

円を、第２号に該当する扶養親族については１人に

３ 次の各号のいずれかに該当する者で非常勤消防

団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、

救急業務協力者若しくは水防従事者（以下「非常勤

消防団員等」という。）の事故発生日において、他

に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の

扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族の

ある非常勤消防団員等については、前項の規定によ

る金額に、第１号又は第３号から第６号までのいず

れかに該当する扶養親族については１人につき217

円を、第２号に該当する扶養親族については１人に
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つき333円を、それぞれ加算して得た額をもって補

償基礎額とするものとする。 

つき333円を、それぞれ加算して得た額をもって補

償基礎額とするものとする。 

(１) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。） 

(１) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。） 

(２) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで

の間にある子 

(２) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで

の間にある子 

(３) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで

の間にある孫 

(３) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで

の間にある孫 

(４) 60歳以上の父母及び祖父母 (４) 60歳以上の父母及び祖父母 

(５) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで

の間にある弟妹 

(５) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで

の間にある弟妹 

(６) 重度心身障害者 (６) 重度心身障害者 

４ 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最

初の４月１日から22歳に達する日以後の最初の３

月31日までの間（以下この項において「特定期間」

という。）にある子がいる非常勤消防団員等につい

ては、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間

にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を

同項の規定による額に加算した額をもって補償基

礎額とするものとする。 

４ 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最

初の４月１日から22歳に達する日以後の最初の３

月31日までの間（以下この項において「特定期間」

という。）にある子がいる非常勤消防団員等につい

ては、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間

にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を

同項の規定による額に加算した額をもって補償基

礎額とするものとする。 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

補償基礎額表 補償基礎額表 

階級 勤務年数 

10年未満 10年以上20

年未満 

20年以上 

団長及び副団

長 

12,440円 13,320円 14,200円

分団長及び副

分団長 

10,670円 11,550円 12,440円

部長、班長及び

団員 

8,900円 9,790円 10,670円

 

階級 勤務年数 

10年未満 10年以上20

年未満 

20年以上 

団長及び副団

長 

12,500円 13,350円 14,200円

分団長及び副

分団長 

10,800円 11,650円 12,500円

部長、班長及び

団員 

9,100円 9,950円 10,800円

 

備考 備考 

１ 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生した

ことにより特に上位の階級に任命された非常

勤消防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生

した日の前日においてその者が属していた階

級による。 

１ 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生した

ことにより特に上位の階級に任命された非常

勤消防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生

した日の前日においてその者が属していた階

級による。 

２ １の階級における勤務年数を算定する場合

においては、当該階級に任命された日以後の期

間と当該階級に任命された日前における当該

階級と同一の階級又は当該階級より上位の階

級に属していた期間とを合算する。 

２ １の階級における勤務年数を算定する場合

においては、当該階級に任命された日以後の期

間と当該階級に任命された日前における当該

階級と同一の階級又は当該階級より上位の階

級に属していた期間とを合算する。 
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議案第24号 

 

丹波市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

令和６年度から令和８年度までの第９期介護保険事業計画における介護保

険料の改定に伴い、所要の改正を行うため、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

第１号被保険者の所得段階別の保険料率を改定する。 

 

介護保険料の負担割合及び保険料額 ※（ ）内は第８期 

段
階 対象者 負担 

割合 

年間保険料(円) 

現行 
第８期 

改定後 
第９期 

１ 

(１) 生活保護被保護者 
(２) 市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 
(３) 市民税非課税世帯で、課税年金収入金額

と合計所得金額の合計が80万円以下の者 

0.35 24,940 同左 

２ 
市民税非課税世帯で、課税年金収入金額と合計
所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の
者 

0.58 
(0.63) 

44,900 41,340 

３ 市民税非課税世帯で、第１段階又は第２段階に
該当しない者 

0.69 
(0.75) 

53,460 49,180 

４ 
世帯に市民税課税者がいる市民税非課税者で、
課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万
円以下のもの 

0.90 64,150 同左 

５ 世帯に市民税課税者がいる市民税非課税者で、
第４段階に該当しないもの 

1.00 71,280 同左 

６ 市民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の
もの 

1.20 85,530 同左 

７ 市民税課税者で、合計所得金額が120万円以上
210万円未満のもの 

1.30 92,660 同左 

８ 市民税課税者で、合計所得金額が210万円以上
320万円未満のもの 

1.50 106,920 同左 

９ 市民税課税者で、合計所得金額が320万円以上
420万円未満（320万円以上430万円未満）のもの 

1.70 121,170 同左 

10 市民税課税者で、合計所得金額が420万円以上
520万円未満（430万円以上650万円未満）のもの 

1.90 135,430 同左 

11 市民税課税者で、合計所得金額が520万円以上
620万円未満（650万円以上）のもの 

2.10 
(1.98) 

141,130 149,680 

12 市民税課税者で、合計所得金額が620万円以上
720万円未満のもの 

2.30 － 163,940 

13 市民税課税者で、合計所得金額が720万円以上
820万円未満のもの 

2.40 － 171,070 

14 市民税課税者で、合計所得金額が820万円以上
1,000万円未満のもの 

2.60 － 185,320 

15 市民税課税者で、合計所得金額が1,000万円以上
のもの 

2.90 － 206,710 
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３ 施行日 

令和６年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市介護保険条例（平成16年丹波市条例第130号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市介護保険条例 ○丹波市介護保険条例 

平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第130号 条例第130号 

最終改正 令和３年３月９日条例第７号 最終改正 令和３年３月９日条例第７号 

（保険料率） （保険料率） 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各年度に

おける保険料率は、次の各号に掲げる第１号被保険

者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度に

おける保険料率は、次の各号に掲げる第１号被保険

者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 

(１) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。

以下「令」という。）第39条第１項第１号に掲げ

る者 24,940円 

(１) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。

以下「令」という。）第39条第１項第１号に掲げ

る者 24,940円 

(２) 令第39条第１項第２号に掲げる者 44,900

円 

(２) 令第39条第１項第２号に掲げる者 41,340

円 

(３) 令第39条第１項第３号に掲げる者 53,460

円 

(３) 令第39条第１項第３号に掲げる者 49,180

円 

(４) 令第39条第１項第４号に掲げる者 64,150

円 

(４) 令第39条第１項第４号に掲げる者 64,150

円 

(５) 令第39条第１項第５号に掲げる者 71,280

円 

(５) 令第39条第１項第５号に掲げる者 71,280

円 

(６) 次のいずれかに該当する者 85,530円 (６) 次のいずれかに該当する者 85,530円 

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第

１項第13号に規定する合計所得金額（以下「合

計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは

第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第

34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第

１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額から令第

22条の２第２項に規定する特別控除額を控除

して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回

る場合には、零とする。以下同じ。）が120万

円未満である者であって、前各号のいずれにも

該当しないもの 

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第

１項第13号に規定する合計所得金額（以下「合

計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは

第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第

34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第

１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額から令第

22条の２第２項に規定する特別控除額を控除

して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回

る場合には、零とする。以下同じ。）が120万

円未満である者であって、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条

第２項に規定する要保護者（以下「要保護者」

という。）であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イ、第８号イ、第９号イ若し

くは第10号イ                             

          に該当する者を除く。） 

イ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条

第２項に規定する要保護者（以下「要保護者」

という。）であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イ、第８号イ、第９号イ、第

10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しく

は第14号イに該当する者を除く。） 

(７) 次のいずれかに該当する者 92,660円 (７) 次のいずれかに該当する者 92,660円 

ア 合計所得金額が120万円以上210万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が120万円以上210万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され
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たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イ、第９号イ若しくは第10

号イ                                    

に該当する者を除く。） 

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イ、第９号イ、第10号イ、第

11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イ

に該当する者を除く。） 

(８) 次のいずれかに該当する者 106,920円 (８) 次のいずれかに該当する者 106,920円 

ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イ若しくは第10号イ        

                               に該当する

者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イ、第10号イ、第11号イ、第

12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当する

者を除く。） 

(９) 次のいずれかに該当する者 121,170円 (９) 次のいずれかに該当する者 121,170円 

ア 合計所得金額が320万円以上430万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イ                        

                      に該当する者を除

く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イ、第11号イ、第12号イ、第

13号イ若しくは第14号イに該当する者を除

く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 135,430円 (10) 次のいずれかに該当する者 135,430円 

ア 合計所得金額が430万円以上650万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）                                  

                                ） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イ、第12号イ、第13号イ若し

くは第14号イに該当する者を除く。） 

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 141,130

円 

(11) 次のいずれかに該当する者 149,680円    

   

 ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イ、第13号イ若しくは第14

号イに該当する者を除く。） 

 (12) 次のいずれかに該当する者 163,940円 

ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を
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除く。）又は次号イ若しくは第14号イに該当す

る者を除く。） 

 (13) 次のいずれかに該当する者 171,070円 

ア 合計所得金額が720万円以上820万円未満で

あって、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 (14) 次のいずれかに該当する者 185,320円 

ア 合計所得金額が820万円以上1,000万円未満

であって、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料

額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの

（令第39条第１項第１号イ（(１)に係る部分を

除く。）に該当する者を除く。） 

 (15) 前各号のいずれにも該当しない者 206,710

円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年

度までの各年度における保険料率は、同号の規定に

かかわらず、14,250円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年

度までの各年度における保険料率は、同号の規定に

かかわらず、12,830円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保

険者についての保険料の減額賦課に係る令和３年

度から令和５年度までの各年度における保険料率

について準用する。この場合において、前項中「1

4,250円」とあるのは、「27,080円」と読み替える

ものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保

険者についての保険料の減額賦課に係る令和６年

度から令和８年度までの各年度における保険料率

について準用する。この場合において、前項中「1

2,830円」とあるのは、「27,080円」と読み替える

ものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被

保険者についての保険料の減額賦課に係る令和３

年度から令和５年度までの各年度における保険料

率について準用する。この場合において、第２項中

「14,250円」とあるのは、「49,890円」と読み替え

るものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被

保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６

年度から令和８年度までの各年度における保険料

率について準用する。この場合において、第２項中

「12,830円」とあるのは、「48,820円」と読み替え

るものとする。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、

喪失等があった場合） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、

喪失等があった場合） 

第６条 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資

格を取得した場合における当該第１号被保険者に

係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得

した日の属する月から月割りをもって行う。 

第６条 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資

格を取得した場合における当該第１号被保険者に

係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得

した日の属する月から月割りをもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を

喪失した場合における当該被保険者に係る保険料

の額の算定は、第１号被保険者の資格を喪失した日

の属する月の前月まで月割りをもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を

喪失した場合における当該被保険者に係る保険料

の額の算定は、第１号被保険者の資格を喪失した日

の属する月の前月まで月割りをもって行う。 

３ 保険料の賦課期日後に令第39条第１項第１号イ

（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有する

に至った者及び(１)に係る者を除く。）、ロ及びニ、

第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号

ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロ            

３ 保険料の賦課期日後に令第39条第１項第１号イ

（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有する

に至った者及び(１)に係る者を除く。）、ロ及びニ、

第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号

ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第10号ロ、第
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                           に該当するに至った

第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当する

に至った日の属する月の前月まで月割りにより算

定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当

するに至った日の属する月から令第39条第１項第

１号から第９号までのいずれかに規定する者とし

て月割りにより算定した保険料の額の合算額とす

る。 

11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った

第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当する

に至った日の属する月の前月まで月割りにより算

定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当

するに至った日の属する月から令第39条第１項第

１号から第13号までのいずれかに規定する者とし

て月割りにより算定した保険料の額の合算額とす

る。 

４ 前３項の規定により算定された当該年度におけ

る保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り捨てるものとする。 

４ 前３項の規定により算定された当該年度におけ

る保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り捨てるものとする。 
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議案第25号 

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（令和６年厚生労働省令第16号）が公布されたことに伴い、市が

定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を見直すほか、所要の改正を行うため、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

(１) 管理者の兼務範囲の明確化 

(２) 身体的拘束等の適正化を図る措置の義務付け 

(３) 事業所の運営規程等の掲示方法の見直し 

(４) 協力医療機関との連携体制を構築するための要件を義務付け 

(５) 指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合

の基準の整備 

(６) その他字句の修正 

 

３ 改正する条例 

(１) 丹波市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成25年丹波市条例第13号） 

(２) 丹波市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例（平成25年丹波市条例第14号） 

(３) 丹波市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成27年丹波市条例第９号） 

(４) 丹波市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定

める条例（平成30年丹波市条例第９号） 

 

４ 施行日 

令和６年４月１日 

 

５ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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第１条関係 

丹波市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

（平成25年丹波市条例第13号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例 

○丹波市指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例 

平成25年３月８日 平成25年３月８日 

条例第13号 条例第13号 

最終改正 令和３年３月９日条例第８号 最終改正 令和３年３月９日条例第８号 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員

数） 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員

数） 

第６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事

業を行う者（以下「指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。）

の職種及び員数は、次のとおりとする。 

第６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事

業を行う者（以下「指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。）

の職種及び員数は、次のとおりとする。 

(１) オペレーター（随時対応サービスとして、利

用者又はその家族等からの通報に対応する定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以

下この章において同じ。） 指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を提供する時間帯（以下この

条において「提供時間帯」という。）を通じて１

以上確保されるために必要な数以上 

(１) オペレーター（随時対応サービスとして、利

用者又はその家族等からの通報に対応する定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以

下この章において同じ。） 指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を提供する時間帯（以下この

条において「提供時間帯」という。）を通じて１

以上確保されるために必要な数以上 

(２) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交

通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定

期巡回サービスを提供するために必要な数以上 

(２) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交

通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定

期巡回サービスを提供するために必要な数以上 

(３) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提

供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当

たる訪問介護員等が１以上確保されるために必

要な数以上 

(３) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提

供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当

たる訪問介護員等が１以上確保されるために必

要な数以上 

(４) 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲

げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数 

(４) 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲

げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この章に

おいて「看護職員」という。） 常勤換算方法

で2.5以上 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この章に

おいて「看護職員」という。） 常勤換算方法

で2.5以上 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

実情に応じた適当数 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

実情に応じた適当数 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生

労働大臣が定める者（以下この章において「看護師、

介護福祉士等」という。）をもって充てなければな

らない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合で

あって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士

等又は第１項第４号アの看護職員との連携を確保

しているときは、サービス提供責任者（指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービ

ス等基準」という。）第５条第２項のサービス提供

責任者をいう。以下同じ。）の業務に１年以上（特

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生

労働大臣が定める者（以下この章において「看護師、

介護福祉士等」という。）をもって充てなければな

らない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合で

あって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士

等又は前項  第４号アの看護職員との連携を確保

しているときは、サービス提供責任者（指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービ

ス等基準」という。）第５条第２項のサービス提供

責任者をいう。以下同じ。）の業務に１年以上（特
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に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働

大臣が定めるものにあっては、３年以上）従事した

経験を有する者をもって充てることができる。 

に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働

大臣が定めるものにあっては、３年以上）従事した

経験を有する者をもって充てることができる。 

３ オペレーターのうち１人以上は、常勤の看護師、

介護福祉士等でなければならない。 

３ オペレーターのうち１人以上は、常勤の看護師、

介護福祉士等でなければならない。 

４ オペレーターは専らその職務に従事する者でな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障がな

い場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護

サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所（指定

居宅サービス等基準第５条第１項に規定する指定

訪問介護事業所をいう。以下同じ。）、指定訪問看

護事業所（指定居宅サービス等基準第60条第１項に

規定する指定訪問看護事業所をいう。）若しくは指

定夜間対応型訪問介護事業所（第66条第１項に規定

する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下こ

の条において同じ。）の職務又は利用者以外の者か

らの通報を受け付ける業務に従事することができ

る。 

４ オペレーターは専らその職務に従事する者でな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障がな

い場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護

サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所（指定

居宅サービス等基準第５条第１項に規定する指定

訪問介護事業所をいう。以下同じ。）、指定訪問看

護事業所（指定居宅サービス等基準第60条第１項に

規定する指定訪問看護事業所をいう。）若しくは指

定夜間対応型訪問介護事業所（第66条第１項に規定

する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下こ

の条において同じ。）の職務又は利用者以外の者か

らの通報を受け付ける業務に従事することができ

る。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

同一敷地内に次の各号に掲げるいずれかの施設等

がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇

に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわら

ず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てる

ことができる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

同一敷地内に次の各号に掲げるいずれかの施設等

がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇

に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわら

ず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てる

ことができる。 

(１) 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サー

ビス等基準第121条第１項に規定する指定短期入

所生活介護事業所をいう。第47条第４項第１号及

び第151条第12項において同じ。） 

(１) 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サー

ビス等基準第121条第１項に規定する指定短期入

所生活介護事業所をいう。第47条第４項第１号及

び第151条第12項において同じ。） 

(２) 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サー

ビス等基準第142条第１項に規定する指定短期入

所療養介護事業所をいう。第47条第４項第２号に

おいて同じ。） 

(２) 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サー

ビス等基準第142条第１項に規定する指定短期入

所療養介護事業所をいう。第47条第４項第２号に

おいて同じ。） 

(３) 指定特定施設（指定居宅サービス等基準第1

74条第１項に規定する指定特定施設をいう。第4

7条第４項第３号において同じ。） 

(３) 指定特定施設（指定居宅サービス等基準第1

74条第１項に規定する指定特定施設をいう。第4

7条第４項第３号において同じ。） 

(４) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第82

条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介

護事業所をいう。第47条第４項第４号において同

じ。） 

(４) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第82

条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介

護事業所をいう。第47条第４項第４号において同

じ。） 

(５) 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第1

10条第１項に規定する指定認知症対応型共同生

活介護事業所をいう。第47条第４項第５号、第6

4条第１項、第65条      、第82条第６項、第83

条第３項及び第84条において同じ。） 

(５) 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第1

10条第１項に規定する指定認知症対応型共同生

活介護事業所をいう。第47条第４項第５号、第6

4条第１項、第65条第１項、第82条第６項、第83

条第３項及び第84条において同じ。） 

(６) 指定地域密着型特定施設（第129条第１項に

規定する指定地域密着型特定施設をいう。第47

条第４項第６号、第64条第１項、第65条第１項及

び第82条第６項において同じ。） 

(６) 指定地域密着型特定施設（第129条第１項に

規定する指定地域密着型特定施設をいう。第47

条第４項第６号、第64条第１項、第65条第１項及

び第82条第６項において同じ。） 

(７) 指定地域密着型介護老人福祉施設（第150条

第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉

(７) 指定地域密着型介護老人福祉施設（第150条

第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉
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施設をいう。第47条第４項第７号、第64条第１項、

第65条第１項及び第82条第６項において同じ。） 

施設をいう。第47条第４項第７号、第64条第１項、

第65条第１項及び第82条第６項において同じ。） 

(８) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（第

191条第１項に規定する指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。第47条第４項第８号及び

第５章から第８章までにおいて同じ。） 

(８) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（第

191条第１項に規定する指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。第47条第４項第８号及び

第５章から第８章までにおいて同じ。） 

(９) 指定介護老人福祉施設 (９) 指定介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 (10) 介護老人保健施設 

(11) 健康保険法等の一部を改正する法律（平成1

8年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた同法第2

6条の規定による改正前の介護保険法（以下「平

成18年旧介護保険法」という。）第48条第１項第

３号に規定する指定介護療養型医療施設（以下

「指定介護療養型医療施設」という。） 

 

(12) 介護医療院 (11) 介護医療院 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当

該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合

は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

    の定期巡回サービス又は同一施設内にある指

定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介

護事業所の職務に従事することができる。 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当

該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指

定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介

護事業所の職務に従事することができる。 

７ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支

障がない場合は、第４項本文及び前項の規定にかか

わらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事

することができる。 

７ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支

障がない場合は、第４項本文及び前項の規定にかか

わらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事

することができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サー

ビスに従事している場合において、当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対す

る随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第

１項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う

訪問介護員等を置かないことができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サー

ビスに従事している場合において、当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対す

る随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第

１項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う

訪問介護員等を置かないことができる。 

９ 看護職員のうち１人以上は、常勤の保健師又は看

護師（第25条第１項及び第26条において「常勤看護

師等」という。）でなければならない。 

９ 看護職員のうち１人以上は、常勤の保健師又は看

護師（第25条第１項及び第26条において「常勤看護

師等」という。）でなければならない。 

10 看護職員のうち１人以上は、提供時間帯を通じ

て、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

との連絡体制が確保された者でなければならない。 

10 看護職員のうち１人以上は、提供時間帯を通じ

て、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

との連絡体制が確保された者でなければならない。 

11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者であって看護師、介護福祉士等であるもののう

ち１人以上を、利用者に対する第26条第１項に規定

する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成

に従事する者（以下この章において「計画作成責任

者」という。）としなければならない。 

11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者であって看護師、介護福祉士等であるもののう

ち１人以上を、利用者に対する第26条第１項に規定

する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成

に従事する者（以下この章において「計画作成責任

者」という。）としなければならない。 

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が

指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第6

0条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が

指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第6

0条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。
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以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看

護（指定居宅サービス等基準第59条に規定する指定

訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合に、指定

居宅サービス等基準第60条第１項第１号イに規定

する人員に関する基準を満たすとき（同条第５項の

規定により同条第１項第１号イ及び第２号に規定

する基準を満たしているものとみなされていると

き及び第191条第14項の規定により同条第４項に規

定する基準を満たしているものとみなされている

ときを除く。）は、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者は、第１項第４号アに規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看

護（指定居宅サービス等基準第59条に規定する指定

訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合に、指定

居宅サービス等基準第60条第１項第１号イに規定

する人員に関する基準を満たすとき（同条第５項の

規定により同条第１項第１号イ及び第２号に規定

する基準を満たしているものとみなされていると

き及び第191条第14項の規定により同条第４項に規

定する基準を満たしているものとみなされている

ときを除く。）は、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者は、第１項第４号アに規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） （管理者） 

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の他の職務に従事し、又は              

  他の事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的

取扱方針） 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的

取扱方針） 

第24条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の

行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

第24条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の

行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

(１) 定期巡回サービスの提供に当たっては、第2

6条第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居

宅において生活を送るのに必要な援助を行うも

のとする。 

(１) 定期巡回サービスの提供に当たっては、第2

6条第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居

宅において生活を送るのに必要な援助を行うも

のとする。 

(２) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレ

ーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービス

を行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心

身の状況、その置かれている環境等の的確な把握

に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談

及び助言を行うものとする。 

(２) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレ

ーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービス

を行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心

身の状況、その置かれている環境等の的確な把握

に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談

及び助言を行うものとする。 

(３) 随時訪問サービスの提供に当たっては、第2

6条第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡

に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。 

(３) 随時訪問サービスの提供に当たっては、第2

6条第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡

に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。 

(４) 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治

の医師との密接な連携及び第26条第１項に規定

する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基

づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう

妥当適切に行うものとする。 

(４) 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治

の医師との密接な連携及び第26条第１項に規定

する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基

づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう

妥当適切に行うものとする。 

(５) 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に

利用者の病状、心身の状況及びその置かれている

(５) 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に

利用者の病状、心身の状況及びその置かれている
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環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に

対し、適切な指導等を行うものとする。 

環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に

対し、適切な指導等を行うものとする。 

(６) 特殊な看護等については、これを行ってはな

らないものとする。 

(６) 特殊な看護等については、これを行ってはな

らないものとする。 

(７) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法

等について、理解しやすいように説明を行うもの

とする。 

(７) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法

等について、理解しやすいように説明を行うもの

とする。 

 (８) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を

行ってはならない。 

 (９) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

(８) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応

し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービ

スの提供を行うものとする。 

(10) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応

し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービ

スの提供を行うものとする。 

(９) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、そ

の管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失し

た場合の対処方法その他必要な事項を記載した

文書を利用者に交付するものとする。 

(11) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、そ

の管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失し

た場合の対処方法その他必要な事項を記載した

文書を利用者に交付するものとする。 

（掲示） （掲示） 

第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項                               

              を掲示しなければならない。 

第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項（以下この条において単に「重要事

項」という。）を掲示しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させ

ることにより、同項の規定による掲示に代えること

ができる。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、重要事項          を記載した書面を当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させ

ることにより、前項の規定による掲示に代えること

ができる。 

 ３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第42条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

第42条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問
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介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

(１) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 (１) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

(２) 第20条第２項に規定する  提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(２) 第20条第２項の規定による提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(３) 第25条第２項に規定する主治の医師による

指示の文書 

(３) 第25条第２項に規定する主治の医師による

指示の文書 

(４) 第26条第11項に規定する訪問看護報告書 (４) 第26条第10項に規定する訪問看護報告書 

 (５) 第24条第９号の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(５) 第28条に規定する  市への通知に係る記録 (６) 第28条の規定による市への通知に係る記録 

(６) 第38条第２項に規定する  苦情の内容等の

記録 

(７) 第38条第２項の規定による苦情の内容等の

記録 

(７) 第40条第２項に規定する  事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

(８) 第40条第２項の規定による事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

（適用除外） （適用除外） 

第43条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち

法第８条第15項第２号に該当するものをいう。次条

において同じ。）の事業を行う者（以下「連携型指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「連携型指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とい

う。）ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者の職種及び員数については、第６条第

１項第４号、第９項、第10項及び第12項の規定は適

用しない。 

第43条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち

法第８条第15項第２号に該当するものをいう。次条

において同じ。）の事業を行う者（以下「連携型指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「連携型指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とい

う。）ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者の職種及び員数については、第６条第

１項第４号、第９項、第10項及び第12項の規定は適

用しない。 

２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者については、第25条、第26条第４項（同条第９

項において準用する場合を含む。）、第５項（同条

第９項において準用する場合を含む。）及び第10

項から第12項まで並びに第42条第２項第３号及び

第４号の規定は適用しない。 

２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者については、第25条、第26条第４項（同条第９

項において準用する場合を含む。）、第５項（同条

第９項において準用する場合を含む。）及び第10

項から第12項まで並びに前条  第２項第３号及び

第４号の規定は適用しない。 

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数） 

第47条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者（以

下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定夜間対応型訪問

介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以

下「夜間対応型訪問介護従業者」という。）の職種

及び員数は、次のとおりとする。ただし、前条第２

項ただし書の規定に基づきオペレーションセンタ

ーを設置しない場合においては、オペレーションセ

ンター従業者を置かないことができる。 

第47条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者（以

下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定夜間対応型訪問

介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以

下「夜間対応型訪問介護従業者」という。）の職種

及び員数は、次のとおりとする。ただし、前条第２

項ただし書の規定に基づきオペレーションセンタ

ーを設置しない場合においては、オペレーションセ

ンター従業者を置かないことができる。 

(１) オペレーションセンター従業者 オペレー

ター（指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯

を通じて利用者からの通報を受け付ける業務に

当たる従業者をいう。以下この章において同じ。）

として１以上及び利用者の面接その他の業務を

行う者として１以上確保されるために必要な数

(１) オペレーションセンター従業者 オペレー

ター（指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯

を通じて利用者からの通報を受け付ける業務に

当たる従業者をいう。以下この章において同じ。）

として１以上及び利用者の面接その他の業務を

行う者として１以上確保されるために必要な数
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以上 以上 

(２) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定

期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交

通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定

期巡回サービスを提供するために必要な数以上 

(２) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定

期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交

通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定

期巡回サービスを提供するために必要な数以上 

(３) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随

時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指

定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じ

て随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員

等が１以上確保されるために必要な数以上 

(３) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随

時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指

定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じ

て随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員

等が１以上確保されるために必要な数以上 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生

労働大臣が定める者をもって充てなければならな

い。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であっ

て、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通

じて、これらの者との連携を確保しているときは、

１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者とし

て厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以

上）サービス提供責任者の業務に従事した経験を有

する者をもって充てることができる。 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生

労働大臣が定める者をもって充てなければならな

い。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であっ

て、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通

じて、これらの者との連携を確保しているときは、

１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者とし

て厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以

上）サービス提供責任者の業務に従事した経験を有

する者をもって充てることができる。 

３ オペレーターは専らその職務に従事する者でな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障がな

い場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所    の定

期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所

若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け

付ける業務に従事することができる。 

３ オペレーターは専らその職務に従事する者でな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障がな

い場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定

期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所

若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け

付ける業務に従事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に

次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、

当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、

前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員を

オペレーターとして充てることができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に

次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、

当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、

前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員を

オペレーターとして充てることができる。 

(１) 指定短期入所生活介護事業所 (１) 指定短期入所生活介護事業所 

(２) 指定短期入所療養介護事業所 (２) 指定短期入所療養介護事業所 

(３) 指定特定施設 (３) 指定特定施設 

(４) 指定小規模多機能型居宅介護事業所 (４) 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

(５) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 (５) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

(６) 指定地域密着型特定施設 (６) 指定地域密着型特定施設 

(７) 指定地域密着型介護老人福祉施設 (７) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(８) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 (８) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

(９) 指定介護老人福祉施設 (９) 指定介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 (10) 介護老人保健施設 

(11) 指定介護療養型医療施設  

(12) 介護医療院 (11) 介護医療院 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当

該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合

は、当該夜間対応型訪問介護事業所    の定期巡回

サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業

所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の職務に従事することができる。 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当

該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合

は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回

サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業

所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の職務に従事することができる。 
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６ 当該夜間対応型訪問介護事業所    の利用者に

対するオペレーションセンターサービスの提供に

支障がない場合は、第３項本文及び前項本文の規定

にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービス

に従事することができる。 

６ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に

対するオペレーションセンターサービスの提供に

支障がない場合は、第３項本文及び前項本文の規定

にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービス

に従事することができる。 

７ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サー

ビスに従事している場合において、当該指定夜間対

応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サ

ービスの提供に支障がないときは、第１項の規定に

かかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等

を置かないことができる。 

７ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サー

ビスに従事している場合において、当該指定夜間対

応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サ

ービスの提供に支障がないときは、第１項の規定に

かかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等

を置かないことができる。 

（管理者） （管理者） 

第48条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間

対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の

他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等（当

該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて

受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等

と一体的に運営している場合に限る。）の職務に従

事することができるものとし、日中のオペレーショ

ンセンターサービスを実施する場合であって、指定

訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準第５条第

１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。）の指

定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定

訪問介護事業所の職務に従事することができるも

のとする。 

第48条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間

対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の

他の職務又は            他の事業所、施設等（当

該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて

受け、かつ、当該            他の事業所、施設等

と一体的に運営している場合に限る。）の職務に従

事することができるものとし、日中のオペレーショ

ンセンターサービスを実施する場合であって、指定

訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準第５条第

１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。）の指

定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定

訪問介護事業所の職務に従事することができるも

のとする。 

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針） （指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針） 

第51条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間

対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによる

ものとする。 

第51条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間

対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによる

ものとする。 

(１) 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間

対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心して

その居宅において生活を送るのに必要な援助を

行うものとする。 

(１) 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間

対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心して

その居宅において生活を送るのに必要な援助を

行うものとする。 

(２) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレ

ーションセンター従業者は、利用者の面接及び１

月ないし３月に１回程度の利用者の居宅への訪

問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境等の的確な把握に努め、利用者又はそ

の家族に対し、適切な相談及び助言を行うものと

する。 

(２) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレ

ーションセンター従業者は、利用者の面接及び１

月ないし３月に１回程度の利用者の居宅への訪

問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境等の的確な把握に努め、利用者又はそ

の家族に対し、適切な相談及び助言を行うものと

する。 

(３) 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間

対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時

の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものと

する。 

(３) 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間

対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時

の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものと

する。 

(４) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、

(４) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、
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理解しやすいように説明を行うものとする。 理解しやすいように説明を行うものとする。 

 (５) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。 

 (６) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

(５) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たって

は、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うものとする 

(７) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たって

は、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うものとする 

(６) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの

連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、利用者が利用する指定訪問

看護ステーション（指定居宅サービス等基準第6

0条第１項第１号に規定する指定訪問看護ステー

ションをいう。）への連絡を行う等の適切な措置

を講ずるものとする。 

(８) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの

連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、利用者が利用する指定訪問

看護ステーション（指定居宅サービス等基準第6

0条第１項第１号に規定する指定訪問看護ステー

ションをいう。）への連絡を行う等の適切な措置

を講ずるものとする。 

(７) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利

用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重

に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処

方法その他必要な事項を記載した文書を利用者

に交付するものとする。 

(９) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利

用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重

に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処

方法その他必要な事項を記載した文書を利用者

に交付するものとする。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第58条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

第58条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対す

る指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対す

る指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

(１) 夜間対応型訪問介護計画 (１) 夜間対応型訪問介護計画 

(２) 次条において準用する第20条第２項に規定

する  提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

(２) 次条において準用する第20条第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

 (３) 第51条第６号の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 次条において準用する第28条に規定する  

市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第28条の規定による

市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第38条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(５) 次条において準用する第38条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 

(５) 次条において準用する第40条第２項に規定

する  事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(６) 次条において準用する第40条第２項の規定

による事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（管理者） （管理者） 

第59条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定

地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。た

第59条の４ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定

地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。た
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だし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所

の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものと

する。 

だし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所

の他の職務に従事し、又は                他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものと

する。 

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） 

第59条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

第59条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

(１) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣

れた地域での生活を継続することができるよう、

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつ

つ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行

うものとする。 

(１) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣

れた地域での生活を継続することができるよう、

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつ

つ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行

うものとする。 

(２) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人ひと

りの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持

って日常生活を送ることができるよう配慮して

行うものとする。 

(２) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人ひと

りの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持

って日常生活を送ることができるよう配慮して

行うものとする。 

(３) 指定地域密着型通所介護の提供に当たって

は、次条第１項に規定する地域密着型通所介護計

画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、

利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む

ことができるよう必要な援助を行うものとする。 

(３) 指定地域密着型通所介護の提供に当たって

は、次条第１項に規定する地域密着型通所介護計

画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、

利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む

ことができるよう必要な援助を行うものとする。 

(４) 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着

型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サー

ビスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行うものとする。 

(４) 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着

型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サー

ビスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行うものとする。 

 (５) 指定地域密着型通所介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。 

 (６) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

(５) 指定地域密着型通所介護の提供に当たって

は、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うものとする。 

(７) 指定地域密着型通所介護の提供に当たって

は、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うものとする。 

(６) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用

者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等

の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利

用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知

症（法第５条の２第１項に規定する認知症をい

う。以下同じ。）である要介護者に対しては、必

要に応じ、その特性に対応したサービスの提供が

できる体制を整えるものとする。 

(８) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用

者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等

の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利

用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知

症（法第５条の２第１項に規定する認知症をい

う。以下同じ。）である要介護者に対しては、必

要に応じ、その特性に対応したサービスの提供が

できる体制を整えるものとする。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第59条の19 指定地域密着型通所介護事業者は、従業

者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

第59条の19 指定地域密着型通所介護事業者は、従業

者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対す ２ 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対す
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る指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

る指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

(１) 地域密着型通所介護計画 (１) 地域密着型通所介護計画 

(２) 次条において準用する第20条第２項に規定

する  提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

(２) 次条において準用する第20条第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

 (３) 第59条の９第６号の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 次条において準用する第28条に規定する  

市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第28条の規定による

市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第38条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(５) 次条において準用する第38条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 

(５) 前条第２項に規定する  事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 

(６) 前条第２項の規定による事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 

(６) 第59条の17第２項に規定する報告、評価、要

望、助言等の記録 

(７) 第59条の17第２項に規定する報告、評価、要

望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第59条の20の３ 第９条から第13条まで、第15条から

第18条まで、第20条、第22条、第28条、第32条の２、

第34条から第38条まで、第40条の２、第41条、第5

3条及び第59条の２、第59条の４、第59条の５第４

項並びに前節（第59条の20を除く。）の規定は、共

生型地域密着型通所介護の事業について準用する。

この場合において、第９条第１項中「第31条に規定

する運営規定」とあるのは「運営規定（第59条の1

2に規定する運営規定をいう。第34条第１項におい

て同じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着型

通所介護従業者」という。）」と、第32条の２第２

項、第34条第１項並びに第40条の２第１号及び第３

号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、

第59条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地

域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を

利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以

外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるの

は「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域

密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深

夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを

提供する場合」と、第59条の９第４号、第59条の1

0第５項、第59条の13第３項及び第４項並びに第59

条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所

介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と、第59条の19第２項第２号中「次条に

おいて準用する第20条第２項」とあるのは「第20

条第２項」と、同項第３号中「次条において準用す

る第28条」とあるのは「第28条」と、同項第４号中

「次条において準用する第38条第２項」とあるのは

第59条の20の３ 第９条から第13条まで、第15条から

第18条まで、第20条、第22条、第28条、第32条の２、

第34条から第38条まで、第40条の２、第41条、第5

3条及び第59条の２、第59条の４、第59条の５第４

項並びに前節（第59条の20を除く。）の規定は、共

生型地域密着型通所介護の事業について準用する。

この場合において、第９条第１項中「第31条に規定

する運営規定」とあるのは「運営規定（第59条の1

2に規定する運営規定をいう。第34条第１項におい

て同じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着型

通所介護従業者」という。）」と、第32条の２第２

項、第34条第１項並びに第40条の２第１号及び第３

号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、

第59条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地

域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を

利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以

外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるの

は「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域

密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深

夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを

提供する場合」と、第59条の９第４号、第59条の1

0第５項、第59条の13第３項及び第４項並びに第59

条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所

介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と、第59条の19第２項第２号中「次条に

おいて準用する第20条第２項」とあるのは「第20

条第２項」と、同項第４号中「次条において準用す

る第28条」とあるのは「第28条」と、同項第５号中

「次条において準用する第38条第２項」とあるのは
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「第38条第２項」と読み替えるものとする。 「第38条第２項」と読み替えるものとする。 

（管理者） （管理者） 

第59条の24 指定療養通所介護事業者は、指定療養通

所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、指定療

養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 

第59条の24 指定療養通所介護事業者は、指定療養通

所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、指定療

養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は

                他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でな

ければならない。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でな

ければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定

療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を

有する者でなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定

療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を

有する者でなければならない。 

（指定療養通所介護の具体的取扱方針） （指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第59条の30 指定療養通所介護の方針は、次に掲げる

ところによるものとする。 

第59条の30 指定療養通所介護の方針は、次に掲げる

ところによるものとする。 

(１) 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条

第１項に規定する療養通所介護計画に基づき、利

用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこ

とができるよう必要な援助を行うものとする。 

(１) 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条

第１項に規定する療養通所介護計画に基づき、利

用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこ

とができるよう必要な援助を行うものとする。 

(２) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の

提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供

方法等について、理解しやすいように説明を行う

ものとする。 

(２) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の

提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供

方法等について、理解しやすいように説明を行う

ものとする。 

 (３) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。 

 (４) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

(３) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護

技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサ

ービスの提供を行うものとする。 

(５) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護

技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサ

ービスの提供を行うものとする。 

(４) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の

変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ

う、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する

訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービ

スの提供方法及び手順等についての情報の共有

を十分に図るものとする。 

(６) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の

変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ

う、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する

訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービ

スの提供方法及び手順等についての情報の共有

を十分に図るものとする。 

(５) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心

身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活

指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の

希望に添って適切に提供するものとする。 

(７) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心

身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活

指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の

希望に添って適切に提供するものとする。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第59条の37 指定療養通所介護事業者は、従業者、設

備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな

第59条の37 指定療養通所介護事業者は、従業者、設

備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな
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ければならない。 ければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定

療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定

療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

(１) 療養通所介護計画 (１) 療養通所介護計画 

(２) 前条第２項に規定する検討の結果について

の記録 

(２) 前条第２項に規定する検討の結果について

の記録 

(３) 次条において準用する第20条第２項に規定

する  提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

(３) 次条において準用する第20条第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

 (４) 第59条の30第４号の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(４) 次条において準用する第28条に規定する  

市への通知に係る記録 

(５) 次条において準用する第28条の規定による

市への通知に係る記録 

(５) 次条において準用する第38条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(６) 次条において準用する第38条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 

(６) 次条において準用する第59条の18第２項に

規定する  事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

(７) 次条において準用する第59条の18第２項の

規定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

(７) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

(８) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（管理者） （管理者） 

第62条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事

業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

第62条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事

業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は      

          他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護を提供するために必要な知識及び経験

を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなければならない。 

２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護を提供するために必要な知識及び経験

を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなければならない。 

（利用定員等） （利用定員等） 

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の

利用定員（当該共用型指定認知症対応型通所介護事

業所において同時に共用型指定認知症対応型通所

介護の提供を受けることができる利用者の数の上

限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事

業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所おいては共同生活住居（法第８条第20項又は

法第８条の２第15項に規定する共同生活を営むべ

き住居をいう。）ごとに、指定地域密着型特定施設

又は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設（第179条に規定

するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

第65条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の

利用定員（当該共用型指定認知症対応型通所介護事

業所において同時に共用型指定認知症対応型通所

介護の提供を受けることができる利用者の数の上

限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事

業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所おいては共同生活住居（法第８条第20項又は

法第８条の２第15項に規定する共同生活を営むべ

き住居をいう。）ごとに、指定地域密着型特定施設

又は指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設（第179条に規定

するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設
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をいう。以下この項において同じ。）を除く。）に

おいては施設ごとに１日当たり３人以下とし、ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設において

はユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定

認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日

当たり12人以下となる数とする。 

をいう。以下この項において同じ。）を除く。）に

おいては施設ごとに１日当たり３人以下とし、ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設において

はユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定

認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日

当たり12人以下となる数とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定

居宅サービス（法第41条第１項に規定する指定居宅

サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型サ

ービス、指定居宅介護支援（法第46条第１項に規定

する指定居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サ

ービス（法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護

予防サービス（法第54条の２第１項に規定する指定

地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。）

若しくは指定介護予防支援（法第58条第１項に規定

する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保

険施設（法第８条第25項に規定する介護保険施設を

いう。以下同じ。）若しくは                    

                                             

                                             

指定介護療養型医療施設の運営（第82条第７項、第

110条第９項及び第191条第８項において「指定居宅

サービス事業等」という。）について３年以上の経

験を有する者でなければならない。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定

居宅サービス（法第41条第１項に規定する指定居宅

サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型サ

ービス、指定居宅介護支援（法第46条第１項に規定

する指定居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サ

ービス（法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護

予防サービス（法第54条の２第１項に規定する指定

地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。）

若しくは指定介護予防支援（法第58条第１項に規定

する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保

険施設（法第８条第25項に規定する介護保険施設を

いう。以下同じ。）若しくは健康保険法等の一部を

改正する法律（平成18年法律第83号）第26条の規定

による改正前の法第48条第１項第３号に規定する

指定介護療養型医療施設の運営（第82条第７項、第

110条第９項及び第191条第８項において「指定居宅

サービス事業等」という。）について３年以上の経

験を有する者でなければならない。 

（管理者） （管理者） 

第66条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、

共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型

指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。なお、共

用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内

にある他の本体事業所等の職務に従事することと

しても差し支えない。 

第66条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、

共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型

指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従

事し、又は                他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。なお、共

用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の他の職務に従事し、かつ、          

      他の本体事業所等の職務に従事することと

しても差し支えない。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理

者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提

供するために必要な知識及び経験を有する者であ

って、第62条第２項に規定する厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているものでなければならない。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理

者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提

供するために必要な知識及び経験を有する者であ

って、第62条第２項に規定する厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているものでなければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） （指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） 

第70条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲

げるところによるものとする。 

第70条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲

げるところによるものとする。 

(１) 指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み

慣れた地域での生活を継続することができるよ

う、地域住民との交流や地域活動への参加を図り

つつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に

(１) 指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み

慣れた地域での生活を継続することができるよ

う、地域住民との交流や地域活動への参加を図り

つつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に
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行うものとする。 行うものとする。 

(２) 指定認知症対応型通所介護は、利用者１人１

人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持

って日常生活を送ることができるよう配慮して

行うものとする。 

(２) 指定認知症対応型通所介護は、利用者１人１

人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持

って日常生活を送ることができるよう配慮して

行うものとする。 

(３) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっ

ては、認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然

かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練

及びその者が日常生活を営むことができるよう

必要な援助を行うものとする。 

(３) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっ

ては、認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然

かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練

及びその者が日常生活を営むことができるよう

必要な援助を行うものとする。 

(４) 認知症対応型通所介護従業者（第61条第１項

又は第64条第１項の従業者をいう。以下同じ。）

は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行うものとする。 

(４) 認知症対応型通所介護従業者（第61条第１項

又は第64条第１項の従業者をいう。以下同じ。）

は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行うものとする。 

 (５) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

 (６) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

(５) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっ

ては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術

をもってサービスの提供を行うものとする。 

(７) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっ

ては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術

をもってサービスの提供を行うものとする。 

(６) 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の

心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生

活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者

の希望に添って適切に提供するものとする。 

(８) 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の

心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生

活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者

の希望に添って適切に提供するものとする。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第79条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業

者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

第79条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業

者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対

する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対

する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

(１) 認知症対応型通所介護計画 (１) 認知症対応型通所介護計画 

(２) 次条において準用する第20条第２項に規定

する  提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

(２) 次条において準用する第20条第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

 (３) 第70条第６号の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 次条において準用する第28条に規定する  

市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第28条の規定による

市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第38条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(５) 次条において準用する第38条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 
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(５) 次条において準用する第59条の18第２項に

規定する  事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

(６) 次条において準用する第59条の18第２項の

規定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

(６) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

(７) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第82条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う

者（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定小規

模多機能型居宅介護事業所」という。）ごとに置く

べき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる

従業者（以下「小規模多機能型居宅介護従業者」と

いう。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

る小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤

換算方法で、通いサービス（登録者（指定小規模多

機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機

能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下

この章において同じ。）を指定小規模多機能型居宅

介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介

護をいう。以下この章において同じ。）の提供に当

たる者をその利用者（当該指定小規模多機能型居宅

介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者（指定地域密着型介護予防サービス基準等

条例第44条第１項に規定する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章におい

て同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定小規模

多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多

機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービス

基準等条例第43条に規定する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護をいう。以下この章において同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては、当該事業所における

指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次

節において同じ。）の数が３又はその端数を増すご

とに１以上及び訪問サービス（小規模多機能型居宅

介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅にお

いて行う小規模多機能型居宅介護（第７項に規定す

る本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規

定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多

機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体

事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所及び第191条第８

項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指

定小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下

第82条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う

者（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定小規

模多機能型居宅介護事業所」という。）ごとに置く

べき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる

従業者（以下「小規模多機能型居宅介護従業者」と

いう。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

る小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤

換算方法で、通いサービス（登録者（指定小規模多

機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機

能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下

この章において同じ。）を指定小規模多機能型居宅

介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介

護をいう。以下この章において同じ。）の提供に当

たる者をその利用者（当該指定小規模多機能型居宅

介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者（指定地域密着型介護予防サービス基準等

条例第44条第１項に規定する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章におい

て同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定小規模

多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多

機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービス

基準等条例第43条に規定する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護をいう。以下この章において同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては、当該事業所における

指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次

節において同じ。）の数が３又はその端数を増すご

とに１以上及び訪問サービス（小規模多機能型居宅

介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅にお

いて行う小規模多機能型居宅介護（第７項に規定す

る本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規

定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多

機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体

事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所及び第191条第８

項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指

定小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下

- 64 -



 

 

この章において同じ。）の提供に当たる者を１以上

とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多

機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居

宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除

く。）をいう。第５項において同じ。）に当たる者

を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務

に必要な数以上とする。 

この章において同じ。）の提供に当たる者を１以上

とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多

機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居

宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除

く。）をいう。第５項において同じ。）に当たる者

を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務

に必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち

１以上の者は、常勤でなければならない。 

３ 第１項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち

１以上の者は、常勤でなければならない。 

４ 第１項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち

１以上の者は、看護師又は准看護師でなければなら

ない。 

４ 第１項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち

１以上の者は、看護師又は准看護師でなければなら

ない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指定小規模多機能型居宅

介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型

居宅介護（第７項に規定する本体事業所である指定

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本

体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の

状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該

登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小

規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この

章において同じ。）の利用者がいない場合であって、

夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪

問サービスを提供するために必要な連絡体制を整

備しているときは、第１項の規定にかかわらず、夜

間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務

並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護

従業者を置かないことができる。 

５ 宿泊サービス（登録者を指定小規模多機能型居宅

介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型

居宅介護（第７項に規定する本体事業所である指定

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本

体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の

状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該

登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小

規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この

章において同じ。）の利用者がいない場合であって、

夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪

問サービスを提供するために必要な連絡体制を整

備しているときは、第１項の規定にかかわらず、夜

間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務

並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護

従業者を置かないことができる。 

６ 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定

める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居

宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設

等の人員に関する基準を満たす従業者を置いてい

るときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型

居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職

務に従事することができる。 

６ 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定

める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居

宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設

等の人員に関する基準を満たす従業者を置いてい

るときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型

居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職

務に従事することができる。 

当該指定小規模

多機能型居宅介

護事業所に中欄

に掲げる施設等

のいずれかが併

設されている場

合 

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定地域密着型特

定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設、指定介護老人

福祉施設、介護老人保健施設、

指定介護療養型医療施設（医

療法（昭和23年法律第205号）

第７条第２項第４号に規定す

る療養病床を有する診療所で

あるものに限る。）又は介護

医療院 

介護職

員 

当該指定小規模

多機能型居宅介

護事業所の同一

前項中欄に掲げる施設等、指

定居宅サービスの事業を行う

事業所、指定定期巡回・随時

看護師

又は准

看護師 

当該指定小規模

多機能型居宅介

護事業所に中欄

に掲げる施設等

のいずれかが併

設されている場

合 

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定地域密着型特

定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設、指定介護老人

福祉施設、介護老人保健施設 

                          

                          

                          

                          

                  又は介護

医療院 

介護職

員 

当該指定小規模

多機能型居宅介

護事業所の同一

前項中欄に掲げる施設等、指

定居宅サービスの事業を行う

事業所、指定定期巡回・随時

看護師

又は准

看護師 
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敷地内に中欄に

掲げる施設等の

いずれかがある

場合 

対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業

所又は指定認知症対応型通所

介護事業所 
 

敷地内に中欄に

掲げる施設等の

いずれかがある

場合 

対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業

所又は指定認知症対応型通所

介護事業所 
 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所（指定小規模多機能型

居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等

その他の保健医療又は福祉に関する事業について

３年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅

介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者により設置される当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介

護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供

に係る支援を行うもの（以下この章において「本体

事業所」という。）との密接な連携の下に運営され

るものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービ

スの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者

については、本体事業所の職員により当該サテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の処遇が適切に行われると認められるときは、１人

以上とすることができる。 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所（指定小規模多機能型

居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等

その他の保健医療又は福祉に関する事業について

３年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅

介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者により設置される当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介

護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供

に係る支援を行うもの（以下この章において「本体

事業所」という。）との密接な連携の下に運営され

るものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービ

スの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者

については、本体事業所の職員により当該サテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の処遇が適切に行われると認められるときは、１人

以上とすることができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び

深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤

務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護

小規模多機能型居宅介護従業者（第191条第１項に

規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をい

う。）により当該サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じ

て宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者

を置かないことができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び

深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤

務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護

小規模多機能型居宅介護従業者（第191条第１項に

規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をい

う。）により当該サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じ

て宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者

を置かないことができる。 

９ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業

所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適

切に行われると認められるときは、看護師又は准看

護師を置かないことができる。 

９ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業

所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適

切に行われると認められるときは、看護師又は准看

護師を置かないことができる。 

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に

係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介

護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置

かなければならない。ただし、当該介護支援専門員

は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、

又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併

設する第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併

設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職

務に従事することができる。 

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に

係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介

護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置

かなければならない。ただし、当該介護支援専門員

は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、

又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併

設する第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併

設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職

務に従事することができる。 

11 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了している者でなければならない。 

11 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了している者でなければならない。 
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12 第10項の規定にかかわらず、サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業

所の介護支援専門員により当該サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して

居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、

介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護

計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大

臣が定める研修を修了している者（第96条において

「研修修了者」という。）を置くことができる。 

12 第10項の規定にかかわらず、サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業

所の介護支援専門員により当該サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して

居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、

介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護

計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大

臣が定める研修を修了している者（第96条において

「研修修了者」という。）を置くことができる。 

13 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業

と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、指定地域密着型介護予防サービス

基準等条例第44条第１項から第12項までに規定す

る人員に関する基準を満たすことをもって、前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

13 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業

と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、指定地域密着型介護予防サービス

基準等条例第44条第１項から第12項までに規定す

る人員に関する基準を満たすことをもって、前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（管理者） （管理者） 

第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定

小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第

６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されて

いる場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷

地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指

定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定

を併せて受け、一体的な運営を行っている場合に

は、これらの事業に係る職務を含む。）若しくは法

第115条の45第１項に規定する介護予防・日常生活

支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護

予防支援事業を除く。）に従事することができるも

のとする。 

第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定

小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業

所、施設等の職務                              

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                     に従事することができるも

のとする。 

２ 前項本文及び第192条第１項の規定にかかわら

ず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者を

もって充てることができる。 

２ 前項本文及び第192条第１項の規定にかかわら

ず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者を

もって充てることができる。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター（老人福祉法第20条の２の２に

規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同

じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規

模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同

生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（第1

93条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター（老人福祉法第20条の２の２に

規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同

じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規

模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同

生活介護事業所、指定複合型サービス事業所（第1

93条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。
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次条において同じ。）等の従業者又は訪問介護員等

（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令

で定める者をいう。次条、第111条第３項、第112

条         及び第193条において同じ。）として３

年以上認知症である者の介護に従事した経験を有

する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を

修了しているものでなければならない。 

次条において同じ。）等の従業者又は訪問介護員等

（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令

で定める者をいう。次条、第111条第３項、第112

条、第192条及び第193条において同じ。）として３

年以上認知症である者の介護に従事した経験を有

する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を

修了しているものでなければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） （指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第92条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

第92条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

(１) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住

み慣れた地域での生活を継続することができる

よう、地域住民との交流や地域活動への参加を図

りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サ

ービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせる

ことにより、妥当適切に行うものとする。 

(１) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住

み慣れた地域での生活を継続することができる

よう、地域住民との交流や地域活動への参加を図

りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サ

ービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせる

ことにより、妥当適切に行うものとする。 

(２) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人

ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割

を持って家庭的な環境の下で日常生活を送るこ

とができるよう配慮して行うものとする。 

(２) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人

ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割

を持って家庭的な環境の下で日常生活を送るこ

とができるよう配慮して行うものとする。 

(３) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

っては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、

漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能

訓練及びその者が日常生活を営むことができる

よう必要な援助を行うものとする。 

(３) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

っては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、

漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能

訓練及びその者が日常生活を営むことができる

よう必要な援助を行うものとする。 

(４) 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規

模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供等について、理解しやすいよ

うに説明を行うものとする。 

(４) 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規

模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供等について、理解しやすいよ

うに説明を行うものとする。 

(５) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定

小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

(５) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定

小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等                                     

                        を行ってはならない。 

(６) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号

の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならない。 

(６) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号

の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならない。 

 (７) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職

員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備

すること。 
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ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。 

(７) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービ

スの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状

態が続くものであってはならない。 

(８) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービ

スの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状

態が続くものであってはならない。 

(８) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録

者が通いサービスを利用していない日において

は、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡

による見守り等を行う等登録者の居宅における

生活を支えるために適切なサービスを提供しな

ければならない。 

(９) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録

者が通いサービスを利用していない日において

は、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡

による見守り等を行う等登録者の居宅における

生活を支えるために適切なサービスを提供しな

ければならない。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減に資する方策を検討するための

委員会の設置） 

第106条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけ

る業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の

生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用

者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第107条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従

業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

第107条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従

業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に

対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら５年間保存しなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に

対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら５年間保存しなければならない。 

(１) 居宅サービス計画 (１) 居宅サービス計画 

(２) 小規模多機能型居宅介護計画 (２) 小規模多機能型居宅介護計画 

(３) 次条において準用する第20条第２項に規定

する  提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

(３) 次条において準用する第20条第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

(４) 第92条第６号に規定する  身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(４) 第92条第６号の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(５) 次条において準用する第28条に規定する  

市への通知に係る記録 

(５) 次条において準用する第28条の規定による

市への通知に係る記録 

(６) 次条において準用する第38条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(６) 次条において準用する第38条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 

(７) 次条において準用する第40条第２項に規定

する  事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(７) 次条において準用する第40条第２項の規定

による事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(８) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

(８) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（管理者） （管理者） 
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第111条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、共同生

活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住

居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能

型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の職務に従事することができる

ものとする。 

第111条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、共同生

活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住

居の他の職務に従事し、又は                他の

事業所、施設等                                

                                             

                の職務に従事することができる

ものとする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管

理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対

応型共同生活介護事業所における共同生活住居の

管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理

者をもって充てることができる。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管

理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対

応型共同生活介護事業所における共同生活住居の

管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理

者をもって充てることができる。 

３ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応

型共同生活介護を提供するために必要な知識及び

経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービ

スセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定

認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は

訪問介護員等として、３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労

働大臣が定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 

３ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応

型共同生活介護を提供するために必要な知識及び

経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービ

スセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定

認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は

訪問介護員等として、３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労

働大臣が定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第121条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険

施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス

（サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事

業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対

応型共同生活介護を除く。）、指定介護予防サービ

ス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事

業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を

管理する者であってはならない。ただし、これらの

事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当

該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限

りでない。 

第121条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険

施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス

（サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事

業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対

応型共同生活介護を除く。）、指定介護予防サービ

ス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事

業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を

管理する者であってはならない。ただし、        

                                           当

該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限

りでない。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第125条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力医療機関を定めておかなければならない。 

第125条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力医療機関を定めておかなければならない。 

 ２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の

規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、

次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。 

(１) 利用者の病状が急変した場合等において医

師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確

保していること。 

(２) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者

からの診療の求めがあった場合において診療を

行う体制を、常時確保していること。 

 ３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に

１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が
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急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医

療機関の名称等を市長に届け出なければならない。 

 ４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定す

る第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定

医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条

第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同

条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等

の対応を取り決めるように努めなければならない。 

 ５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医

療機関が第二種協定指定医療機関である場合にお

いては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わな

ければならない。 

 ６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者

が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、

当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場

合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活

介護事業所に速やかに入居させることができるよ

うに努めなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらか

じめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけ

ればならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらか

じめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけ

ればならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービ

スの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等

のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整

えなければならない。 

８ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービ

スの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等

のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整

えなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第127条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

第127条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者

に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に

関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者

に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に

関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

(１) 認知症対応型共同生活介護計画 (１) 認知症対応型共同生活介護計画 

(２) 第115条第２項に規定する  提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(２) 第115条第２項の規定による提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(３) 第117条第６項に規定する  身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 第117条第６項の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(４) 次条において準用する第28条に規定する  

市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第28条の規定による

市への通知に係る記録 

(５) 次条において準用する第38条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(５) 次条において準用する第38条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 

(６) 次条において準用する第40条第２項に規定

する  事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(６) 次条において準用する第40条第２項の規定

による事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 
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(７) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

(７) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第128条 第９条、第10条、第12条、第13条、第22条、

第28条、第32条の２、第34条から第36条まで、第3

8条、第40条から第41条まで、第59条の11、第59条

の16、第59条の17第１項から第４項まで、第99条、

第102条及び第104条             の規定は、指定

認知症対応型共同生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第31条に

規定する運営規程」とあるのは「第122条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第32条の２第

２項、第34条第１項並びに第40条の２第１号及び第

３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第59条の11第２項中

「この節」とあるのは「第６章第４節」と、第59

条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介

護について知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と、「12月」とあるのは「３月」と、第

99条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、第102条中「指定小規模多機

能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応

型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。 

第128条 第９条、第10条、第12条、第13条、第22条、

第28条、第32条の２、第34条から第36条まで、第3

8条、第40条から第41条まで、第59条の11、第59条

の16、第59条の17第１項から第４項まで、第99条、

第102条、第104条及び第106条の２の規定は、指定

認知症対応型共同生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第31条に

規定する運営規程」とあるのは「第122条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第32条の２第

２項、第34条第１項並びに第40条の２第１号及び第

３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第59条の11第２項中

「この節」とあるのは「第６章第４節」と、第59

条の16第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59

条の17第１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介

護について知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と、「12月」とあるのは「３月」と、第

99条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、第102条中「指定小規模多機

能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応

型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第130条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者が指定地域密着型特定施設ごとに置くべき指

定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当

たる従業者（以下「地域密着型特定施設従業者」と

いう。）の員数は、次のとおりとする。 

第130条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者が指定地域密着型特定施設ごとに置くべき指

定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当

たる従業者（以下「地域密着型特定施設従業者」と

いう。）の員数は、次のとおりとする。 

(１) 生活相談員 １以上 (１) 生活相談員 １以上 

(２) 看護師若しくは准看護師（以下この章におい

て「看護職員」という。）又は介護職員 

(２) 看護師若しくは准看護師（以下この章におい

て「看護職員」という。）又は介護職員 

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算

方法で、利用者の数が３又はその端数を増すご

とに１以上とすること。 

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算

方法で、利用者の数が３又はその端数を増すご

とに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は、常勤換算方法で、１以上と

すること。 

イ 看護職員の数は、常勤換算方法で、１以上と

すること。 

ウ 常に１以上の指定地域密着型特定施設入居

者生活介護の提供に当たる介護職員が確保さ

れること。 

ウ 常に１以上の指定地域密着型特定施設入居

者生活介護の提供に当たる介護職員が確保さ

れること。 

(３) 機能訓練指導員 １以上 (３) 機能訓練指導員 １以上 

(４) 計画作成担当者 １以上 (４) 計画作成担当者 １以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項第１号の生活相談員のうち１人以上は、常

勤の者でなければならない。 

３ 第１項第１号の生活相談員のうち１人以上は、常

勤の者でなければならない。 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主とし

て指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主とし

て指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供
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に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそ

れぞれ１人以上は、常勤の者でなければならない。

ただし、サテライト型特定施設（当該施設を設置し

ようとする者により設置される当該施設以外の介

護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療

所であって当該施設に対する支援機能を有するも

の（以下この章において「本体施設」という。）と

の密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所

で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下

同じ。）にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 

に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそ

れぞれ１人以上は、常勤の者でなければならない。

ただし、サテライト型特定施設（当該施設を設置し

ようとする者により設置される当該施設以外の介

護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療

所であって当該施設に対する支援機能を有するも

の（以下この章において「本体施設」という。）と

の密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所

で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下

同じ。）にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営

むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を

行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設

における他の職務に従事することができるものと

する。 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営

むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を

行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設

における他の職務に従事することができるものと

する。 

６ 第１項第４号の計画作成担当者は、専らその職務

に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特

定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当

と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に

支障がない場合は、当該地域密着型特定施設におけ

る他の職務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第４号の計画作成担当者は、専らその職務

に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特

定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当

と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に

支障がない場合は、当該地域密着型特定施設におけ

る他の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の規

定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談

員、機能訓練指導員又は計画作成担当者について

は、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該

サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置かないことが

できる。 

７ 第１項第１号、第３号及び第４号並びに前項の規

定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談

員、機能訓練指導員又は計画作成担当者について

は、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該

サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置かないことが

できる。 

(１) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法

士、作業療養士若しくは言語聴覚士又は介護支援

専門員 

(１) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法

士、作業療養士若しくは言語聴覚士又は介護支援

専門員 

(２) 病院 介護支援専門員（指定介護療養型医療

施設の場合に限る。） 

 

(３) 介護医療院 介護支援専門員 (２) 介護医療院 介護支援専門員 

８ 第１項第１号の生活相談員、同項第２号の看護職

員及び介護職員、同項第３号の機能訓練指導員並び

に同項第４号の計画作成担当者は、当該職務の遂行

に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

８ 第１項第１号の生活相談員、同項第２号の看護職

員及び介護職員、同項第３号の機能訓練指導員並び

に同項第４号の計画作成担当者は、当該職務の遂行

に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所が併設されている場合においては、当該

指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を

置くほか、第82条に定める指定小規模多機能型居宅

介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多

機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第191

条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能

型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地

９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所が併設されている場合においては、当該

指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を

置くほか、第82条に定める指定小規模多機能型居宅

介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多

機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第191

条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能

型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地
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域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の職務に従事することができる。 

域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の職務に従事することができる。 

10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者につ

いては、併設される指定小規模多機能型居宅介護事

業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定

施設の利用者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、これを置かないことができる。 

10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者につ

いては、併設される指定小規模多機能型居宅介護事

業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定

施設の利用者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、これを置かないことができる。 

 11 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合にお

ける第１項第２号アの規定の適用については、当該

規定中「１」とあるのは、「0.9」とする。 

(１) 第149条において準用する第106条の２に規

定する委員会において、利用者の安全並びに介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る

ための取組に関する次に掲げる事項について必

要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に

確認していること。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び

勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に

資する機器（次号において「介護機器」という。）

の定期的な点検 

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

(２) 介護機器を複数種類活用していること。 

(３) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減を図るため、地域密着型特

定施設従業者間の適切な役割分担を行っている

こと。 

(４) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サ

ービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われ

ていると認められること。 

（管理者） （管理者） 

第131条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場

合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職

務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施

設等、本体施設の職務（本体施設が病院又は診療所

の場合は、管理者としての職務を除く。）若しくは

併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に

従事することができるものとする。 

第131条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場

合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職

務に従事し、又は                他の事業所、施

設等、本体施設の職務（本体施設が病院又は診療所

の場合は、管理者としての職務を除く。）若しくは

併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に

従事することができるものとする。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第147条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、協力医療機関を定めておかなければならな

い。 

第147条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、協力医療機関を定めておかなければならな

い。 
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 ２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当

たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。 

(１) 利用者の病状が急変した場合等において医

師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確

保していること。 

(２) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者からの診療の求めがあった場合におい

て診療を行う体制を、常時確保していること。 

 ３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、利用

者の病状が急変した場合等の対応を確認するとと

もに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なけれ

ばならない。 

 ４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応を取り決めるように努めなけれ

ばならない。 

 ５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である

場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を

行わなければならない。 

 ６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院

した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定地域密着型

特定施設に速やかに入居させることができるよう

に努めなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよ

う努めなければならない。 

７ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよ

う努めなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第148条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

第148条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事

業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者

生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者

生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

(１) 地域密着型特定施設サービス計画 (１) 地域密着型特定施設サービス計画 

(２) 第136条第２項に規定する  提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(２) 第136条第２項の規定による提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(３) 第138条第５項に規定する  身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 第138条第５項の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(４) 第146条第３項に規定する  結果等の記録 (４) 第146条第３項の規定による結果等の記録 

(５) 次条において準用する第28条に規定する  

市への通知に係る記録 

(５) 次条において準用する第28条の規定による

市への通知に係る記録 
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(６) 次条において準用する第38条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(６) 次条において準用する第38条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 

(７) 次条において準用する第40条第２項に規定

する  事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(７) 次条において準用する第40条第２項の規定

による事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(８) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

(８) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第149条 第12条、第13条、第22条、第28条、第32条

の２、第34条から第38条まで、第40条から第41条ま

で、第59条の11、第59条の15、第59条の16、第59

条の17第１項から第４項まで及び第99条         

    の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の事業について準用する。この場合において、

第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従

業者」と、第59条の11第２項中「この節」とあるの

は「第７章第４節」と第59条の16第２項第１号及び

第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは

「地域密着型特定施設従業者」と、第59条の17第１

項中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介

護について知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と、「12月」とあるのは「３月」と読み

替えるものとする。 

第149条 第12条、第13条、第22条、第28条、第32条

の２、第34条から第38条まで、第40条から第41条ま

で、第59条の11、第59条の15、第59条の16、第59

条の17第１項から第４項まで、第99条及び第106条

の２の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の事業について準用する。この場合において、

第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従

業者」と、第59条の11第２項中「この節」とあるの

は「第７章第４節」と第59条の16第２項第１号及び

第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは

「地域密着型特定施設従業者」と、第59条の17第１

項中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介

護について知見を有する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と、「12月」とあるのは「３月」と読み

替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第151条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべ

き従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、他

の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連

携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の効果的な運営を期待することができる

場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、

第４号の栄養士又は管理栄養士を置かないことが

できる。 

第151条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべ

き従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、他

の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連

携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の効果的な運営を期待することができる

場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、

第４号の栄養士又は管理栄養士を置かないことが

できる。 

(１) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の

指導を行うために必要な数 

(１) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の

指導を行うために必要な数 

(２) 生活相談員 １以上 (２) 生活相談員 １以上 

(３) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下

この章において「看護職員」という。） 

(３) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下

この章において「看護職員」という。） 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方

法で、入所者の数が３又はその端数を増すごと

に１以上とすること。 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方

法で、入所者の数が３又はその端数を増すごと

に１以上とすること。 

イ 看護職員の数は、１以上とすること。 イ 看護職員の数は、１以上とすること。 

(４) 栄養士又は管理栄養士 １以上 (４) 栄養士又は管理栄養士 １以上 

(５) 機能訓練指導員 １以上 (５) 機能訓練指導員 １以上 

(６) 介護支援専門員 １以上 (６) 介護支援専門員 １以上 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専 ３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専
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ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に

従事する者でなければならない。ただし、入所者の

処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に

従事する者でなければならない。ただし、入所者の

処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト型

居住施設（当該施設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指

定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住

施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除

く。以下第８項第１号及び第17項、第152条第１項

第６号並びに第180条第１項第３号において同

じ。）、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所であって当該施設に対する支援機能

を有するもの（以下この章において「本体施設」と

いう。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設と

は別の場所で運営される指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。以下同じ。）の医師については、

本体施設の医師により当該サテライト型居住施設

の入所者の健康管理が適切に行われると認められ

るときは、これを置かないことができる。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト型

居住施設（当該施設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指

定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住

施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除

く。以下第８項第１号及び第17項、次条   第１項

第６号並びに第180条第１項第３号において同

じ。）、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所であって当該施設に対する支援機能

を有するもの（以下この章において「本体施設」と

いう。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設と

は別の場所で運営される指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。以下同じ。）の医師については、

本体施設の医師により当該サテライト型居住施設

の入所者の健康管理が適切に行われると認められ

るときは、これを置かないことができる。 

５ 第１項第２号の生活相談員は、常勤の者でなけれ

ばならない。ただし、サテライト型居住施設にあっ

ては、常勤換算方法で１以上とする。 

５ 第１項第２号の生活相談員は、常勤の者でなけれ

ばならない。ただし、サテライト型居住施設にあっ

ては、常勤換算方法で１以上とする。 

６ 第１項第３号の介護職員のうち、１人以上は、常

勤の者でなければならない。 

６ 第１項第３号の介護職員のうち、１人以上は、常

勤の者でなければならない。 

７ 第１項第３号の看護職員のうち、１人以上は、常

勤の者でなければならない。ただし、サテライト型

居住施設にあっては、常勤換算方法で１以上とす

る。 

７ 第１項第３号の看護職員のうち、１人以上は、常

勤の者でなければならない。ただし、サテライト型

居住施設にあっては、常勤換算方法で１以上とす

る。 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定

にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談

員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又

は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設

の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める職員により当該サテライト型居住施設

の入所者の処遇が適切に行われると認められると

きは、これを置かないことができる。 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定

にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談

員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又

は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設

の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める職員により当該サテライト型居住施設

の入所者の処遇が適切に行われると認められると

きは、これを置かないことができる。 

(１) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型

介護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは

管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員 

(１) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型

介護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは

管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員 

(２) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若し

くは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しく

は言語聴覚士又は介護支援専門員 

(２) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若し

くは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しく

は言語聴覚士又は介護支援専門員 

(３) 病院 栄養士若しくは管理栄養士（病床数1

00以上の病院の場合に限る。）又は介護支援専門

員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。） 

(３) 病院 栄養士又は    管理栄養士（病床数1

00以上の病院の場合に限る。）                

                                           

(４) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又

は介護支援専門員 

(４) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又

は介護支援専門員 

９ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営

むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止す

るための訓練を行う能力を有すると認められる者

でなければならない。 

９ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営

むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止す

るための訓練を行う能力を有すると認められる者

でなければならない。 
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10 第１項第５号の機能訓練指導員は、当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事するこ

とができる。 

10 第１項第５号の機能訓練指導員は、当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事するこ

とができる。 

11 第１項第６号の介護支援専門員は、専らその職務

に従事する常勤の者でなければならない。ただし、

入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密

着型介護老人福祉施設の他の職務に従事すること

ができる。 

11 第１項第６号の介護支援専門員は、専らその職務

に従事する常勤の者でなければならない。ただし、

入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密

着型介護老人福祉施設の他の職務に従事すること

ができる。 

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入

所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以

下「指定介護予防サービス等基準」という。）第1

29条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活

介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所等」

という。）が併設される場合においては、当該指定

短期入所生活介護事業所等の医師については、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当

該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康

管理が適切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入

所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号    

                                        ）第1

29条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活

介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所等」

という。）が併設される場合においては、当該指定

短期入所生活介護事業所等の医師については、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当

該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康

管理が適切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介

護事業所（指定居宅サービス等基準第93条第１項に

規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）、

指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通

所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介

護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介

護予防サービス基準等条例第５条第１項に規定す

る併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事

業を行う事業所が併設される場合においては、当該

併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓

練指導員については、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士

又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の

処遇が適切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介

護事業所（指定居宅サービス等基準第93条第１項に

規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）、

指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通

所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介

護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介

護予防サービス基準等条例第５条第１項に規定す

る併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事

業を行う事業所が併設される場合においては、当該

併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓

練指導員については、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士

又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の

処遇が適切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

14 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される

指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同

数を上限とする。 

14 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される

指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同

数を上限とする。 

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模

多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所が併設される場合においては、

当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援

専門員については、当該併設される指定小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定

地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置かない

ことができる。 

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模

多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所が併設される場合においては、

当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援

専門員については、当該併設される指定小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定

地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置かない

ことができる。 

16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模 16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模
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多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サー

ビス基準等条例第44条第１項に規定する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所（以下「指定小

規模多機能型居宅介護事業所等」という。）が併設

される場合においては、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を

満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等に第82条若しくは第191条又は指

定地域密着型介護予防サービス基準等条例第44条

に定める人員に関する基準を満たす従業者が置か

れているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所等の職務に従事することができる。 

多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サー

ビス基準等条例第44条第１項に規定する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所（以下「指定小

規模多機能型居宅介護事業所等」という。）が併設

される場合においては、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を

満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所等に第82条若しくは第191条又は指

定地域密着型介護予防サービス基準等条例第44条

に定める人員に関する基準を満たす従業者が置か

れているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所等の職務に従事することができる。 

17 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援

専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設で

ある指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当

該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門

員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護

老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型

居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出

しなければならない。この場合にあって、介護支援

専門員の数は、同号の規定にかかわらず、１以上（入

所者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準

とする。）とする。 

17 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援

専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設で

ある指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当

該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門

員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護

老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型

居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出

しなければならない。この場合にあって、介護支援

専門員の数は、同号の規定にかかわらず、１以上（入

所者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準

とする。）とする。 

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応） 

第165条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供を行っているときに入所者の病状の急

変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじ

め、第151条第１項第１号に掲げる医師           

                                             

  との連携方法その他の緊急時等における対応方

法を定めておかなければならない。 

第165条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供を行っているときに入所者の病状の急

変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじ

め、第151条第１項第１号に掲げる医師及び協力医

療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機

関との連携方法その他の緊急時等における対応方

法を定めておかなければならない。 

 ２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師

及び協力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、

緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に

応じて緊急時等における対応方法の変更を行わな

ければならない。 

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者

は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職

務に従事する常勤の者でなければならない。ただ

し、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上

支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、

施設等又は本体施設の職務（本体施設が病院又は診

療所の場合は、管理者としての職務を除く。）に従

事することができる。 

第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者

は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職

務に従事する常勤の者でなければならない。ただ

し、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上

支障がない場合は、                他の事業所、

施設等又は本体施設の職務（本体施設が病院又は診

療所の場合は、管理者としての職務を除く。）に従

事することができる。 

（計画担当介護支援専門員の責務） （計画担当介護支援専門員の責務） 

第167条 計画担当介護支援専門員は、第158条に規定

する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとす

第167条 計画担当介護支援専門員は、第158条に規定

する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとす
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る。 る。 

(１) 入所申込者の入所に際し、その者に係る指定

居宅介護支援事業者に対する照会等により、その

者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービ

ス等の利用状況等を把握すること。 

(１) 入所申込者の入所に際し、その者に係る指定

居宅介護支援事業者に対する照会等により、その

者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービ

ス等の利用状況等を把握すること。 

(２) 入所者の心身の状況、その置かれている環境

等に照らし、その者が居宅において日常生活を営

むことができるかどうかについて定期的に検討

すること。 

(２) 入所者の心身の状況、その置かれている環境

等に照らし、その者が居宅において日常生活を営

むことができるかどうかについて定期的に検討

すること。 

(３) その心身の状況、その置かれている環境等に

照らし、居宅において日常生活を営むことができ

ると認められる入所者に対し、その者及びその家

族の希望、その者が退所後に置かれることとなる

環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必

要な援助を行うこと。 

(３) その心身の状況、その置かれている環境等に

照らし、居宅において日常生活を営むことができ

ると認められる入所者に対し、その者及びその家

族の希望、その者が退所後に置かれることとなる

環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必

要な援助を行うこと。 

(４) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作

成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業

者に対して情報を提供するほか、保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携

すること。 

(４) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作

成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業

者に対して情報を提供するほか、保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携

すること。 

(５) 第157条第５項に規定する  身体的拘束等の

態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録する  こと。 

(５) 第157条第５項の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録を行うこと。 

(６) 第177条において準用する第38条第２項に規

定する  苦情の内容等を記録する  こと。 

(６) 第177条において準用する第38条第２項の規

定による苦情の内容等の記録を行うこと。 

(７) 第175条第３項に規定する  事故の状況及び

事故に際して採った処置について記録する    

こと。 

(７) 第175条第３項の規定による事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録を行う

こと。 

（協力病院等    ） （協力医療機関等） 

第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入院

治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協

力病院                                       

                                             

     を定めておかなければならない。           

                                             

                                             

        

第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所

者の病状の急変等に備えるため  、あらかじめ、次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号

の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限

る。）を定めておかなければならない。ただし、複

数の医療機関を協力医療機関として定めることに

より当該各号の要件を満たすこととしても差し支

えない。 

(１) 入所者の病状が急変した場合等において医

師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確

保していること。 

 (２) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設から

の診療の求めがあった場合において診療を行う

体制を、常時確保していること。 

 (３) 入所者の病状が急変した場合等において、当

該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は

協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を

行い、入院を要すると認められた入所者の入院を

原則として受け入れる体制を確保していること。 

 ２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回

以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変

した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機
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関の名称等を市長に届け出なければならない。 

 ３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定

指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対

応を取り決めるように努めなければならない。 

 ４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機

関が第二種協定指定医療機関である場合において

は、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。 

 ５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協

力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該

入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合に

おいては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施

設に速やかに入所させることができるように努め

なければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじ

め、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけれ

ばならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじ

め、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけれ

ばならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第176条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業

者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

第176条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業

者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対

する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならな

い。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対

する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならな

い。 

(１) 地域密着型施設サービス計画 (１) 地域密着型施設サービス計画 

(２) 第155条第２項に規定する  提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(２) 第155条第２項の規定による提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(３) 第157条第５項に規定する  身体的拘束等の

態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 第157条第５項の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(４) 次条において準用する第28条に規定する  

市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第28条の規定による

市への通知に係る記録 

(５) 次条において準用する第38条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(５) 次条において準用する第38条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 

(６) 前条第３項に規定する  事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 

(６) 前条第３項の規定による事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 

(７) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

(７) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第177条 第９条、第10条、第12条、第13条、第22条、

第28条、第32条の２、第34条、第36条、第38条、第

40条の２、第41条、第59条の11、第59条の15及び第

59条の17第１項から第４項まで              の

規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について

準用する。この場合において、第９条第１項中「第

31条に規定する運営規程」とあるのは「第168条に

規定する重要事項に関する規程」と、同項、第32

第177条 第９条、第10条、第12条、第13条、第22条、

第28条、第32条の２、第34条、第36条、第38条、第

40条の２、第41条、第59条の11、第59条の15、第5

9条の17第１項から第４項まで及び第106条の２の

規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について

準用する。この場合において、第９条第１項中「第

31条に規定する運営規程」とあるのは「第168条に

規定する重要事項に関する規程」と、同項、第32
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条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２第１

号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「従業者」と、第13条第１項

中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同

条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第

59条の11第２項中「この節」とあるのは「第８章第

４節」と、第59条の17第１項中「地域密着型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、

「12月」とあるのは「３月」と読み替えるものとす

る。 

条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２第１

号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「従業者」と、第13条第１項

中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同

条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第

59条の11第２項中「この節」とあるのは「第８章第

４節」と、第59条の17第１項中「地域密着型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見

を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、

「12月」とあるのは「３月」と読み替えるものとす

る。 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第187条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護を提供することができ

るよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。 

第187条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護を提供することができ

るよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たって

は、入居者が安心して日常生活を送ることができる

よう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する

観点から、次の各号に定める職員配置を行わなけれ

ばならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たって

は、入居者が安心して日常生活を送ることができる

よう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する

観点から、次の各号に定める職員配置を行わなけれ

ばならない。 

(１) 昼間については、ユニットごとに常時１人以

上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

(１) 昼間については、ユニットごとに常時１人以

上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

(２) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに

１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深

夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(２) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに

１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深

夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(３) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを

配置すること。 

(３) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを

配置すること。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護を提供しなければならない。ただ

し、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない

業務については、この限りでない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護を提供しなければならない。ただ

し、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない

業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会

を確保しなければならない。その際、当該ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の

資格を有する者その他これに類する者を除く。）に

対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会

を確保しなければならない。その際、当該ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の

資格を有する者その他これに類する者を除く。）に

対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じなければならない。 

 ５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の

管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受
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講するよう努めなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

（準用） （準用） 

第189条 第９条、第10条、第12条、第13条、第22条、

第28条、第32条の２、第34条、第36条、第38条、第

40条の２、第41条、第59条の11、第59条の15、第5

9条の17第１項から第４項まで             、第1

53条から第155条まで、第158条、第161条、第163

条から第167条まで及び第171条から第176条までの

規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設について準用する。この場合において、第９条第

１項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第

186条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、

第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第13条第

１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、

同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認めると

きは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、

第59条の11第２項中「この節」とあるのは「第８章

第５節」と、第59条の17第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、

「12月」とあるのは「３月」と、第167条中「第15

8条」とあるのは「第189条において準用する第158

条」と、同条第５号中「第157条第５項」とあるの

は「第182条第７項」と、同条第６号中「第177条」

とあるのは「第189条」と、同条第７号中「第175

条第３項」とあるのは「第189条において準用する

第175条第３項」と、第176条第２項第２号中「第1

55条第２項」とあるのは「第189条において準用す

る第155条第２項」と、同項第３号中「第157条第５

項」とあるのは「第182条第７項」と、同項第４号

及び第５号中「次条」とあるのは「第189条」と、

同項第６号中「前条第３項」とあるのは「第189条

において準用する前条第３項」と読み替えるものと

する。 

第189条 第９条、第10条、第12条、第13条、第22条、

第28条、第32条の２、第34条、第36条、第38条、第

40条の２、第41条、第59条の11、第59条の15、第5

9条の17第１項から第４項まで、第106条の２、第1

53条から第155条まで、第158条、第161条、第163

条から第167条まで及び第171条から第176条までの

規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設について準用する。この場合において、第９条第

１項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第

186条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、

第32条の２第２項、第34条第１項並びに第40条の２

第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第13条第

１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、

同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認めると

きは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、

第59条の11第２項中「この節」とあるのは「第８章

第５節」と、第59条の17第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、

「12月」とあるのは「３月」と、第167条中「第15

8条」とあるのは「第189条において準用する第158

条」と、同条第５号中「第157条第５項」とあるの

は「第182条第７項」と、同条第６号中「第177条」

とあるのは「第189条」と、同条第７号中「第175

条第３項」とあるのは「第189条において準用する

第175条第３項」と、第176条第２項第２号中「第1

55条第２項」とあるのは「第189条において準用す

る第155条第２項」と、同項第３号中「第157条第５

項」とあるのは「第182条第７項」と、同項第４号

及び第５号中「次条」とあるのは「第189条」と、

同項第６号中「前条第３項」とあるのは「第189条

において準用する前条第３項」と読み替えるものと

する。 

（基本方針） （基本方針） 

第190条 指定地域密着型サービスに該当する複合型

サービス（介護保険法施行規則第17条の10に規定す

る看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章

において「指定看護小規模多機能型居宅介護」とい

第190条 指定地域密着型サービスに該当する複合型

サービス（法第８条第23項第１号に規定するもの  

                            に限る。以下この章

において「指定看護小規模多機能型居宅介護」とい
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う。）の事業は、指定居宅サービス等基準第59条に

規定する訪問看護の基本方針及び第81条に規定す

る小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて

行うものでなければならない。 

う。）の事業は、指定居宅サービス等基準第59条に

規定する訪問看護の基本方針及び第81条に規定す

る小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて

行うものでなければならない。 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を

行う者（以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる従業者（以下「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及び深

夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居

宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサ

ービス（登録者（指定看護小規模多機能型居宅介護

を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。）を

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせ

て行う指定看護小規模多機能型居宅介護事業をい

う。以下同じ。）の提供に当たる者をその利用者の

数が３又はその端数を増すごとに１以上及び訪問

サービス（看護小規模多機能型居宅介護従業者が登

録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看

護小規模多機能型居宅介護（第82条第７項に規定す

る本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び

指定地域密着型介護予防サービス基準等条例第44

条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所（第６項において「サ

テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所」という。）の登録者、第８項に規定する本

体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業

所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

及び当該本体事業所に係る第82条第７項に規定す

るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多

機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章にお

いて同じ。）の提供に当たる者を２以上とし、夜間

及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居

宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除

く。）をいう。第６項において同じ。）に当たる者

第191条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を

行う者（以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる従業者（以下「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及び深

夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居

宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサ

ービス（登録者（指定看護小規模多機能型居宅介護

を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。）を

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせ

て行う指定看護小規模多機能型居宅介護事業をい

う。以下同じ。）の提供に当たる者をその利用者の

数が３又はその端数を増すごとに１以上及び訪問

サービス（看護小規模多機能型居宅介護従業者が登

録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看

護小規模多機能型居宅介護（第82条第７項に規定す

る本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び

指定地域密着型介護予防サービス基準等条例第44

条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所（第６項において「サ

テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所」という。）の登録者、第８項に規定する本

体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業

所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

及び当該本体事業所に係る第82条第７項に規定す

るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多

機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章にお

いて同じ。）の提供に当たる者を２以上とし、夜間

及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居

宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除

く。）をいう。第６項において同じ。）に当たる者
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を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務

に必要な数以上とする。 

を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務

に必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項の看護小規模多機能型居宅介護従業者の

うち１以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなけ

ればならない。 

３ 第１項の看護小規模多機能型居宅介護従業者の

うち１以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなけ

ればならない。 

４ 第１項の看護小規模多機能型居宅介護従業者の

うち、常勤換算方法で2.5以上の者は、保健師、看

護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」

という。）でなければならない。 

４ 第１項の看護小規模多機能型居宅介護従業者の

うち、常勤換算方法で2.5以上の者は、保健師、看

護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」

という。）でなければならない。 

５ 第１項の通いサービス及び訪問サービスの提供

に当たる従業者のうち、１以上の者は、看護職員で

なければならない。 

５ 第１項の通いサービス及び訪問サービスの提供

に当たる従業者のうち、１以上の者は、看護職員で

なければならない。 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模

多機能型居宅介護（第82条第７項に規定する本体事

業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障が

ない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊さ

せて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第

８項に規定する本体事業所である指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業

所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状

況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登

録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護

小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下同

じ。）の利用者がいない場合であって、夜間及び深

夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービス

を提供するために必要な連絡体制を整備している

ときは、第１項の規定にかかわらず、夜間及び深夜

の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直

勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者

を置かないことができる。 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模

多機能型居宅介護（第82条第７項に規定する本体事

業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障が

ない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊さ

せて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第

８項に規定する本体事業所である指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業

所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状

況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登

録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護

小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下同

じ。）の利用者がいない場合であって、夜間及び深

夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービス

を提供するために必要な連絡体制を整備している

ときは、第１項の規定にかかわらず、夜間及び深夜

の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直

勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者

を置かないことができる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の

各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている

場合において、前各項に定める人員に関する基準を

満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置く

ほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準

を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規

模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の

各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている

場合において、前各項に定める人員に関する基準を

満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置く

ほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準

を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規

模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

(１) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 (１) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

(２) 指定地域密着型特定施設 (２) 指定地域密着型特定施設 

(３) 指定地域密着型介護老人福祉施設 (３) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(４) 指定介護療養型医療施設（医療法第７条第２

項第４号に規定する療養病床を有する診療所で
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あるものに限る。） 

(５) 介護医療院 (４) 介護医療院 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所（利用者又はその

家族等から電話等により看護に関する意見を求め

られた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護

サービスを提供できる体制にある指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービ

ス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業

について３年以上の経験を有する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者により設置される当該指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支

援を行うもの（以下この章において「本体事業所」

という。）との密接な連携の下に運営され、利用者

に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあ

るものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービ

スの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従

業者については、本体事業所の職員により当該サテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の処遇が適切に行われると認められると

きは、２人以上とすることができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所（利用者又はその

家族等から電話等により看護に関する意見を求め

られた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護

サービスを提供できる体制にある指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービ

ス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業

について３年以上の経験を有する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者により設置される当該指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支

援を行うもの（以下この章において「本体事業所」

という。）との密接な連携の下に運営され、利用者

に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあ

るものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービ

スの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従

業者については、本体事業所の職員により当該サテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の処遇が適切に行われると認められると

きは、２人以上とすることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間

及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿

直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者

により当該サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じ

て宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従

業者を置かないことができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間

及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿

直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者

により当該サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じ

て宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従

業者を置かないことができる。 

10 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護

職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。 

10 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護

職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。 

11 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録

者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能

型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専

門員を置かなければならない。ただし、当該介護支

援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当

該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所に併設する第７項各号に掲げる施設

等の職務に従事することができる。 

11 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録

者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能

型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専

門員を置かなければならない。ただし、当該介護支

援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当

該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所に併設する第７項各号に掲げる施設

等の職務に従事することができる。 

12 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了している者でなければならない。 

12 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了している者でなければならない。 

13 第11項の規定にかかわらず、サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体

事業所の介護支援専門員により当該サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われ

13 第11項の規定にかかわらず、サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体

事業所の介護支援専門員により当該サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われ
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るときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多

機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の

別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者

（第199条において「研修修了者」という。）を置

くことができる。 

るときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多

機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の

別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者

（第199条において「研修修了者」という。）を置

くことができる。 

14 指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サー

ビスに該当する複合型サービス（以下「指定複合型

サービス」という。）の事業を行う者をいう。以下

同じ。）が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指

定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基

準第60条第１項第１号イに規定する人員に関する

基準を満たすとき（同条第４項の規定により同条第

１項第１号イ及び第２号に規定する基準を満たし

ているものとみなされているとき及び第６条第12

項の規定により同条第１項第４号アに規定する基

準を満たしているものとみなされているときを除

く。）は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者は、第４項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

14 指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サー

ビスに該当する複合型サービス（以下「指定複合型

サービス」という。）の事業を行う者をいう。以下

同じ。）が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指

定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基

準第60条第１項第１号イに規定する人員に関する

基準を満たすとき（同条第４項の規定により同条第

１項第１号イ及び第２号に規定する基準を満たし

ているものとみなされているとき及び第６条第12

項の規定により同条第１項第４号アに規定する基

準を満たしているものとみなされているときを除

く。）は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者は、第４項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

（管理者） （管理者） 

第192条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし、指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に

従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等の

職務に従事することができるものとする。 

第192条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし、指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に

従事し、又は                他の事業所、施設等

                                             

                                          の

職務に従事することができるものとする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充て

ることができる。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充て

ることができる。 

３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療

院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護

員等として３年以上認知症である者の介護に従事

した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているもの、又は保健師若しく

は看護師でなければならない。 

３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療

院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護

員等として３年以上認知症である者の介護に従事

した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているもの、又は保健師若しく

は看護師でなければならない。 

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱

方針） 

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱

方針） 

第197条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

第197条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針

は、次に掲げるところによるものとする。 

(１) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者 (１) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者
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が住み慣れた地域での生活を継続することがで

きるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、通いサービ

ス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み

合わせることにより、療養上の管理の下で      

                                           

                                           

                                    妥当適

切に行うものとする。 

が住み慣れた地域での生活を継続することがで

きるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、通いサービ

ス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み

合わせることにより、当該利用者の居宅におい

て、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期

間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並び

に療養上の世話又は必要な診療の補助を妥当適

切に行うものとする。 

(２) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者

一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの

役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送

ることができるよう配慮して行うものとする。 

(２) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者

一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの

役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送

ることができるよう配慮して行うものとする。 

(３) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

当たっては、看護小規模多機能型居宅介護計画に

基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用

者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこと

ができるよう必要な援助を行うものとする。 

(３) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

当たっては、看護小規模多機能型居宅介護計画に

基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用

者の機能訓練及びその者が日常生活を営むこと

ができるよう必要な援助を行うものとする。 

(４) 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、療養上必要な事項その他サービス

の提供の内容等について、理解しやすいように説

明又は必要に応じた指導を行うものとする。 

(４) 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、療養上必要な事項その他サービス

の提供の内容等について、理解しやすいように説

明又は必要に応じた指導を行うものとする。 

(５) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当た

っては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(５) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当た

っては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(６) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、

前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならない。 

(６) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、

前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 (７) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、看護小

規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図

ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備

すること。 

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、

身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

(７) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサ

ービスの利用者が登録定員に比べて著しく少な

い状態が続くものであってはならない。 

(８) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサ

ービスの利用者が登録定員に比べて著しく少な

い状態が続くものであってはならない。 

(８) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、 (９) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、
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登録者が通いサービスを利用していない日にお

いては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話

連絡による見守り等を行う等登録者の居宅にお

ける生活を支えるために適切なサービスを提供

しなければならない。 

登録者が通いサービスを利用していない日にお

いては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話

連絡による見守り等を行う等登録者の居宅にお

ける生活を支えるために適切なサービスを提供

しなければならない。 

(９) 看護サービス（指定看護小規模多機能型居宅

介護のうち、保健師、看護師、准看護師、理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章に

おいて「看護師等」という。）が利用者に対して

行う療養上の世話又は必要な診療の補助である

ものをいう。以下この章において同じ。）の提供

に当たっては、主治の医師との密接な連携によ

り、及び第199条第１項に規定する看護小規模多

機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機

能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わな

ければならない。 

(10) 看護サービス（指定看護小規模多機能型居宅

介護のうち、保健師、看護師、准看護師、理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章に

おいて「看護師等」という。）が利用者に対して

行う療養上の世話又は必要な診療の補助である

ものをいう。以下この章において同じ。）の提供

に当たっては、主治の医師との密接な連携によ

り、及び第199条第１項に規定する看護小規模多

機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機

能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わな

ければならない。 

(10) 看護サービスの提供に当たっては、医学の進

歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービス

の提供を行わなければならない。 

(11) 看護サービスの提供に当たっては、医学の進

歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービス

の提供を行わなければならない。 

(11) 特殊な看護等については、これを行ってはな

らない。 

(12) 特殊な看護等については、これを行ってはな

らない。 

（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規

模多機能型居宅介護報告書の作成） 

（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規

模多機能型居宅介護報告書の作成） 

第199条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

管理者は、介護支援専門員（第191条第13項の規定

により介護支援専門員を配置していないサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては、研修修了者。以下この条において同じ。）

に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関す

る業務を、看護師等（准看護師を除く。第９項にお

いて同じ。）に看護小規模多機能型居宅介護報告書

の作成に関する業務を担当させるものとする。 

第199条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

管理者は、介護支援専門員（第191条第13項の規定

により介護支援専門員を配置していないサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては、研修修了者。以下この条において同じ。）

に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関す

る業務を、看護師等（准看護師を除く。第９項にお

いて同じ。）に看護小規模多機能型居宅介護報告書

の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護

計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を

図りつつ行わなければならない。 

２ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護

計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を

図りつつ行わなければならない。 

３ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護

計画の作成に当たっては、地域における活動への参

加の機会が提供されること等により、利用者の多様

な活動が確保されるものとなるように努めなけれ

ばならない。 

３ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護

計画の作成に当たっては、地域における活動への参

加の機会が提供されること等により、利用者の多様

な活動が確保されるものとなるように努めなけれ

ばならない。 

４ 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえて、他の看護小規

模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービスの

内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計

画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用

者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通い

サービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合

わせた看護及び介護を行わなくてはならない。 

４ 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえて、他の看護小規

模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目

標、当該目標を達成するための具体的なサービスの

内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計

画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用

者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通い

サービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合

わせた看護及び介護を行わなくてはならない。 

５ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護

計画の作成に当たっては、その内容について利用者

５ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護

計画の作成に当たっては、その内容について利用者
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又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

６ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護

計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居

宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護

計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居

宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 

７ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護

計画の作成後においても、常に看護小規模多機能型

居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化

等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型

居宅介護計画の変更を行う。 

７ 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護

計画の作成後においても、常に看護小規模多機能型

居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化

等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型

居宅介護計画の変更を行う。 

８ 第２項から第７項までの規定は、前項に規定する

看護小規模多機能型居宅介護計画の変更について

準用する。 

８ 第２項から前項  までの規定は、同項に規定する

看護小規模多機能型居宅介護計画の変更について

準用する。 

９ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載

した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成し

なければならない。 

９ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載

した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成し

なければならない。 

10 前条第４項の規定は、看護小規模多機能型居宅介

護報告書の作成について準用する。 

10 前条第４項の規定は、看護小規模多機能型居宅介

護報告書の作成について準用する。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第201条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

第201条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用

者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完

結の日から５年間保存しなければならない。 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用

者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完

結の日から５年間保存しなければならない。 

(１) 居宅サービス計画 (１) 居宅サービス計画 

(２) 看護小規模多機能型居宅介護計画 (２) 看護小規模多機能型居宅介護計画 

(３) 第197条第６号に規定する  身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 第197条第６号の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(４) 第198条第２項に規定する主治の医師による

指示の文書 

(４) 第198条第２項に規定する主治の医師による

指示の文書 

(５) 第199条第10項に規定する看護小規模多機能

型居宅介護報告書 

(５) 第199条第10項に規定する看護小規模多機能

型居宅介護報告書 

(６) 次条において準用する第20条第２項に規定

する  提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

(６) 次条において準用する第20条第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

(７) 次条において準用する第28条に規定する  

市への通知に係る記録 

(７) 次条において準用する第28条の規定による

市への通知に係る記録 

(８) 次条において準用する第38条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(８) 次条において準用する第38条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 

(９) 次条において準用する第40条第２項に規定

する  事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(９) 次条において準用する第40条第２項の規定

による事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(10) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

(10) 次条において準用する第59条の17第２項に

規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第202条 第９条から第13条まで、第20条、第22条、

第28条、第32条の２、第34条から第38条まで、第4

第202条 第９条から第13条まで、第20条、第22条、

第28条、第32条の２、第34条から第38条まで、第4
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0条から第41条まで、第59条の11、第59条の13、第5

9条の16、第59条の17、第87条から第90条まで、第9

3条から第95条まで、第97条、第98条、第100条から

第104条まで及び第106条             の規定は、

指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について

準用する。この場合において、第９条第１項中「第

31条に規定する運営規程」とあるのは「第202条に

おいて準用する第100条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項、第32条の２第２項、第34条第１

項並びに第40条の２第１号及び第３号中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59条の1

1第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節」

と、第59条の13第３項及び第４項並びに第59条の1

6第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第59条の17第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」

とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と、第87条中「第82条第12項」

とあるのは「第191条第13項」と、「12月」とある

のは「３月」と、第89条及び第97条中「小規模多機

能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」と、第106条中「第82条第６

項各号」とあるのは「第191条第７項各号」と読み

替えるものとする。 

0条から第41条まで、第59条の11、第59条の13、第5

9条の16、第59条の17、第87条から第90条まで、第9

3条から第95条まで、第97条、第98条、第100条から

第104条まで、第106条及び第106条の２の規定は、

指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について

準用する。この場合において、第９条第１項中「第

31条に規定する運営規程」とあるのは「第202条に

おいて準用する第100条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項、第32条の２第２項、第34条第１

項並びに第40条の２第１号及び第３号中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第59条の1

1第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節」

と、第59条の13第３項及び第４項並びに第59条の1

6第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第59条の17第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」

とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と、第87条中「第82条第12項」

とあるのは「第191条第13項」と、「12月」とある

のは「３月」と、第89条及び第97条中「小規模多機

能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」と、第106条中「第82条第６

項各号」とあるのは「第191条第７項各号」と読み

替えるものとする。 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第203条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地

域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存

その他これらに類するもののうち、この条例の規定

において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるもの（第

12条第１項（第59条、第59条の20、第59条の20の３、

第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、

第177条、第189条及び第202条において準用する場

合を含む。）、第115条第１項、第136条第１項及び

第155条第１項（第189条において準用する場合を含

む。）並びに次項に規定するものを除く。）につい

ては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 

第203条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地

域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存

その他これらに類するもののうち、この条例の規定

において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるもの（第

12条第１項（第59条、第59条の20、第59条の20の３、

第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、

第177条、第189条及び前条   において準用する場

合を含む。）、第115条第１項、第136条第１項及び

第155条第１項（第189条において準用する場合を含

む。）並びに次項に規定するものを除く。）につい

ては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密

着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同

意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交

付等」という。）のうち、この条例の規定において

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密

着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同

意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交

付等」という。）のうち、この条例の規定において
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書面で行うことが規定されている又は想定される

ものについては、当該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気

的方法その他人の知覚によって認識することがで

きない方法をいう。）によることができる。 

書面で行うことが規定されている又は想定される

ものについては、当該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気

的方法その他人の知覚によって認識することがで

きない方法をいう。）によることができる。 
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第２条関係 

丹波市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年丹波市条例第14号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例 

○丹波市指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例 

平成25年３月８日 平成25年３月８日 

条例第14号 条例第14号 

最終改正 令和３年３月９日条例第９号 最終改正 令和３年３月９日条例第９号 

（管理者） （管理者） 

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所の他の職務に従事し、又は                他の

事業所、施設等の職務に従事することができるもの

とする。 

２ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護を提供するために必

要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労

働大臣が定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 

２ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護を提供するために必

要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労

働大臣が定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 

（利用定員等） （利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所において同時に共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいう。）は、指定認

知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所においては共同

生活住居（法第８条第20項又は法第８条の２第15

項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ご

とに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型

介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準等条例

第178条に規定するユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）

を除く。）においては施設ごとに１日当たり３人以

下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設においてはユニットごとに当該ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用

者の数の合計が１日当たり12人以下となる数とす

る。 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所において同時に共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいう。）は、指定認

知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所においては共同

生活住居（法第８条第20項又は法第８条の２第15

項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ご

とに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型

介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準等条例

第178条に規定するユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）

を除く。）においては施設ごとに１日当たり３人以

下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設においてはユニットごとに当該ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用

者の数の合計が１日当たり12人以下となる数とす

る。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業 ２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業
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者は、指定居宅サービス（法第41条第１項に規定す

る指定居宅サービスをいう。）、指定地域密着型サ

ービス（法第42条の２第１項に規定する指定地域密

着型サービスをいう。）、指定居宅介護支援（法第

46条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第53条第１項に規定する

指定介護予防サービスをいう。）、指定地域密着型

介護予防サービス若しくは指定介護予防支援（法第

58条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）

の事業又は介護保険施設（法第８条第25項に規定す

る介護保険施設をいう。）若しくは指定介護療養型

医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定

によりなおその効力を有するものとされた同法第2

6条の規定による改正前の法第48条第１項第３号に

規定する指定介護療養型医療施設をいう。第44条第

６項において同じ。）の運営（第44条第７項及び第

71条第９項において「指定居宅サービス事業等」と

いう。）について３年以上の経験を有する者でなけ

ればならない。 

者は、指定居宅サービス（法第41条第１項に規定す

る指定居宅サービスをいう。）、指定地域密着型サ

ービス（法第42条の２第１項に規定する指定地域密

着型サービスをいう。）、指定居宅介護支援（法第

46条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第53条第１項に規定する

指定介護予防サービスをいう。）、指定地域密着型

介護予防サービス若しくは指定介護予防支援（法第

58条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）

の事業又は介護保険施設（法第８条第25項に規定す

る介護保険施設をいう。）若しくは健康保険法等の

一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第26

条の規定による改正前の法第48条第１項第３号に

規定する指定介護療養型医療施設               

                                             

                                             

                    の運営（第44条第７項及び第

71条第９項において「指定居宅サービス事業等」と

いう。）について３年以上の経験を有する者でなけ

ればならない。 

（管理者） （管理者） 

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。なお、共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地

内にある他の本体事業所等の職務に従事すること

としても差し支えない。 

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない。ただし、共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は    

            他の事業所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。なお、共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、        

        他の本体事業所等の職務に従事すること

としても差し支えない。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供するために必要な知識及び経

験を有する者であって、第６条第２項に規定する厚

生労働大臣が定める研修を修了しているものでな

ければならない。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供するために必要な知識及び経

験を有する者であって、第６条第２項に規定する厚

生労働大臣が定める研修を修了しているものでな

ければならない。 

（掲示） （掲示） 

第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見

やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対

応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項                                         

を掲示しなければならない。 

第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見

やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対

応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項（以下この条において単に「重要事項」という。）

を掲示しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前

項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、か

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、重

要事項          を記載した書面を当該指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、か
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つ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること

により、同項の規定による掲示に代えることができ

る。 

つ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること

により、前項の規定による掲示に代えることができ

る。 

 ３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原

則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利

用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利

用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。 

(１) 介護予防認知症対応型通所介護計画 (１) 介護予防認知症対応型通所介護計画 

(２) 第21条第２項に規定する  提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(２) 第21条第２項の規定による提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

 (３) 第42条第11号の規定による身体的拘束その

他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の

記録 

(３) 第24条に規定する  市への通知に係る記録 (４) 第24条の規定による市への通知に係る記録 

(４) 第36条第２項に規定する  苦情の内容等の

記録 

(５) 第36条第２項の規定による苦情の内容等の

記録 

(５) 第37条第２項に規定する  事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

(６) 第37条第２項の規定による事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

(６) 前条第２項に規定する報告、評価、要望、助

言等の記録 

(７) 前条第２項に規定する報告、評価、要望、助

言等の記録 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取

扱方針） 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取

扱方針） 

第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針

は、第４条に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるも

のとする。 

第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針

は、第４条に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるも

のとする。 

(１) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情

報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切

な方法により、利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境等利用者の日常生活全般の状況の的

確な把握を行うものとする。 

(１) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情

報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切

な方法により、利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境等利用者の日常生活全般の状況の的

確な把握を行うものとする。 

(２) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全

般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知

症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通

所介護計画を作成するものとする。 

(２) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全

般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知

症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通

所介護計画を作成するものとする。 

(３) 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に

介護予防サービス計画が作成されている場合は、

(３) 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に

介護予防サービス計画が作成されている場合は、
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当該計画の内容に沿って作成しなければならな

い。 

当該計画の内容に沿って作成しなければならな

い。 

(４) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画

の作成に当たっては、その内容について利用者又

はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

(４) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画

の作成に当たっては、その内容について利用者又

はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

(５) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画

を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通

所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

(５) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画

を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通

所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

(６) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活

を継続することができるよう、地域住民との交流

や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の

状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

(６) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活

を継続することができるよう、地域住民との交流

や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の

状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

(７) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、利用者一人ひとりの人格を尊重

し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を

送ることができるよう配慮して行うものとする。 

(７) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、利用者一人ひとりの人格を尊重

し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を

送ることができるよう配慮して行うものとする。 

(８) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護計

画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な

支援を行うものとする。 

(８) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護計

画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な

支援を行うものとする。 

(９) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等

について、理解しやすいように説明を行うものと

する。 

(９) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等

について、理解しやすいように説明を行うものと

する。 

 (10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

 (11) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な

介護技術をもってサービスの提供を行うものと

する。 

(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な

介護技術をもってサービスの提供を行うものと

する。 

(11) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介

護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサー

ビスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対

応型通所介護計画に記載したサービスの提供を

行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、

当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施

状況の把握（以下この条において「モニタリング」

という。）を行うものとする。 

(13) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介

護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサー

ビスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対

応型通所介護計画に記載したサービスの提供を

行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、

当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施

状況の把握（以下この条において「モニタリング」

という。）を行うものとする。 

(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該

(14) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該
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記録を当該サービスの提供に係る介護予防サー

ビス計画を作成した指定介護予防支援事業者に

報告しなければならない。 

記録を当該サービスの提供に係る介護予防サー

ビス計画を作成した指定介護予防支援事業者に

報告しなければならない。 

(13) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要

に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の

変更を行うものとする。 

(15) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要

に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の

変更を行うものとする。 

(14) 第１号から第12号までの規定は、前号に規定

する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更

について準用する。 

(16) 第１号から第14号までの規定は、前号に規定

する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更

について準用する。 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第44条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。）

の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当た

る介護予防小規模多機能型居宅介護従業者につい

ては、常勤換算方法で、通いサービス（登録者（指

定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するた

めに指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

に登録を受けた者をいう。以下この章において同

じ。）を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介

護をいう。以下この章において同じ。）の提供に当

たる者をその利用者（当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介

護事業者（指定地域密着型サービス基準等条例第8

2条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。以下この章において同じ。）の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護（指

定地域密着型サービス基準等条例第81条に規定す

る指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章

において同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、当該事業

所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護

又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下こ

の節及び次節において同じ。）の数が３又はその端

数を増すごとに１以上及び訪問サービス（介護予防

小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を

訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機

能型居宅介護（第７項に規定する本体事業所である

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては当該本体事業所に係る同項に規定するサテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小

規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

第44条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事

業を行う者（以下「指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。）

の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当た

る介護予防小規模多機能型居宅介護従業者につい

ては、常勤換算方法で、通いサービス（登録者（指

定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するた

めに指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

に登録を受けた者をいう。以下この章において同

じ。）を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介

護をいう。以下この章において同じ。）の提供に当

たる者をその利用者（当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介

護事業者（指定地域密着型サービス基準等条例第8

2条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。以下この章において同じ。）の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護（指

定地域密着型サービス基準等条例第81条に規定す

る指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章

において同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、当該事業

所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護

又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下こ

の節及び次節において同じ。）の数が３又はその端

数を増すごとに１以上及び訪問サービス（介護予防

小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を

訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機

能型居宅介護（第７項に規定する本体事業所である

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては当該本体事業所に係る同項に規定するサテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小

規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
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にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本

体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規

定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定

介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。

以下この章において同じ。）の提供に当たる者を１

以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜

間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われ

る勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第５項におい

て同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当た

る者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本

体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規

定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定

介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。

以下この章において同じ。）の提供に当たる者を１

以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜

間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われ

る勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第５項におい

て同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当た

る者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者のうち１以上の者は、常勤でなければならない。 

３ 第１項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者のうち１以上の者は、常勤でなければならない。 

４ 第１項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者のうち１以上の者は、看護師又は准看護師でなけ

ればならない。 

４ 第１項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者のうち１以上の者は、看護師又は准看護師でなけ

ればならない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護予

防小規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体

事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に

規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、

その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本

体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多

機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章にお

いて同じ。）の利用者がいない場合であって、夜間

及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サ

ービスを提供するために必要な連絡体制を整備し

ているときは、第１項の規定にかかわらず、夜間及

び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並び

に宿直勤務に当たる介護予防小規模多機能型居宅

介護従業者を置かないことができる。 

５ 宿泊サービス（登録者を指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護予

防小規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体

事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に

規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、

その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本

体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多

機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章にお

いて同じ。）の利用者がいない場合であって、夜間

及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サ

ービスを提供するために必要な連絡体制を整備し

ているときは、第１項の規定にかかわらず、夜間及

び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並び

に宿直勤務に当たる介護予防小規模多機能型居宅

介護従業者を置かないことができる。 

６ 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定

める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に

掲げる施設等の職務に従事することができる。 

６ 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定

める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に

掲げる施設等の職務に従事することができる。 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定地域密着型特

定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設、指定介護老人

福祉施設、介護老人保健施設、

指定介護療養型医療施設（医

療法（昭和23年法律第205号）

介護職員 当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定地域密着型特

定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設、指定介護老人

福祉施設、介護老人保健施設 

                          

                          

介護職員 
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れかが併設

されている

場合 

第７条第２項第４号に規定す

る療養病床を有する診療所で

あるものに限る。）又は介護

医療院 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に掲げる施設等、指

定居宅サービスの事業を行う

事業所、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業

所又は指定認知症対応型通所

介護事業所 

看護師又

は准看護

師 

 

れかが併設

されている

場合 

                          

                          

                  又は介護

医療院 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に掲げる施設等、指

定居宅サービスの事業を行う

事業所、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業

所又は指定認知症対応型通所

介護事業所 

看護師又

は准看護

師 

 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居

宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関

する事業について３年以上の経験を有する指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型

サービス基準等条例第191条第１項に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）によ

り設置される当該指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所（同項に規定する指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。）であって当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定

介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支

援を行うもの（以下この章において「本体事業所」

という。）との密接な連携の下に運営されるものを

いう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供

に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

については、本体事業所の職員により当該サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の処遇が適切に行われると認められると

きは、１人以上とすることができる。 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居

宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関

する事業について３年以上の経験を有する指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型

サービス基準等条例第191条第１項に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）によ

り設置される当該指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所（同項に規定する指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。）であって当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定

介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支

援を行うもの（以下この章において「本体事業所」

という。）との密接な連携の下に運営されるものを

いう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供

に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

については、本体事業所の職員により当該サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の処遇が適切に行われると認められると

きは、１人以上とすることができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、

夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所におい

て宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者

（指定地域密着型サービス基準等条例第191条第１

項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者

をいう。）により当該サテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適

切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の

時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、

夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所におい

て宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者

（指定地域密着型サービス基準等条例第191条第１

項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者

をいう。）により当該サテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適

切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の

時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

９ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、

９ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、
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本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の

処遇が適切に行われると認められるときは、看護師

又は准看護師を置かないことができる。 

本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の

処遇が適切に行われると認められるときは、看護師

又は准看護師を置かないことができる。 

10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

登録者に係る指定介護予防サービス等（法第８条の

２第16項に規定する指定介護予防サービス等をい

う。以下同じ。）の利用に係る計画及び介護予防小

規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する

介護支援専門員を置かなければならない。ただし、

当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない

場合は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の他の職務に従事し、又は当該介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に併設する第６項の表の当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている

場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事する

ことができる。 

10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

登録者に係る指定介護予防サービス等（法第８条の

２第16項に規定する指定介護予防サービス等をい

う。以下同じ。）の利用に係る計画及び介護予防小

規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する

介護支援専門員を置かなければならない。ただし、

当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない

場合は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の他の職務に従事し、又は当該介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に併設する第６項の表の当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている

場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事する

ことができる。 

11 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了している者でなければならない。 

11 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了している者でなければならない。 

12 第10項の規定にかかわらず、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、

本体事業所の介護支援専門員により当該サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用

に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護支

援専門員に代えて、介護予防小規模多機能型居宅介

護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働

大臣が定める研修を修了している者（第67条におい

て「研修修了者」という。）を置くことができる。 

12 第10項の規定にかかわらず、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、

本体事業所の介護支援専門員により当該サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用

に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護支

援専門員に代えて、介護予防小規模多機能型居宅介

護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働

大臣が定める研修を修了している者（第67条におい

て「研修修了者」という。）を置くことができる。 

13 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が

指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、指定地域密着型サービス基準等条

例第82条第１項から第12項までに規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

13 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が

指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、指定地域密着型サービス基準等条

例第82条第１項から第12項までに規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） （管理者） 

第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第６項

の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設さ

れている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同

一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所（指定地域密着型サービス基準等条例第６条

第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の

職務                                         
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第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所をいう。以下同じ。）の職務（当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指

定地域密着型サービス基準等条例第６条第１項に

規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者をいう。以下同じ。）が、指定夜間対応型訪問

介護事業者（指定地域密着型サービス基準等条例第

47条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事

業者をいう。以下同じ。）、指定訪問介護事業者（指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居

宅サービス等基準」という。）第５条第１項に規定

する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）又は

指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第6

0条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け、一体的な運営を

行っている場合には、これらの事業に係る職務を含

む。）若しくは法第115条の45第１項に規定する介

護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規

定する第１号介護予防支援事業を除く。）に従事す

ることができるものとする。 

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                     に従事す

ることができるものとする。 

２ 前項本文及び指定地域密着型サービス基準等条

例第192条第１項の規定にかかわらず、指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障が

ない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理

者をもって充てることができるものとする。 

２ 前項本文及び指定地域密着型サービス基準等条

例第192条第１項の規定にかかわらず、指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障が

ない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理

者をもって充てることができるものとする。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター（老人福祉法第20条の２の２に

規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同

じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス

事業所（指定地域密着型サービス基準等条例第193

条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次

条において同じ。）、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護

福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定め

る者いう。次条、第72条第３項及び第73条において

同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従

事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣

が定める研修を修了しているものでなければなら

ない。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター（老人福祉法第20条の２の２に

規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同

じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス

事業所（指定地域密着型サービス基準等条例第193

条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次

条において同じ。）、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護

福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定め

る者いう。次条、第72条第３項及び第73条において

同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従

事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣

が定める研修を修了しているものでなければなら

ない。 

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはな

らない。 

第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等                            

                                 を行ってはな

らない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、 ２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、
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前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならない。 

前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならない。 

 ３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備

すること。 

(３) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束

等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減に資する方策を検討するための

委員会の設置） 

第63条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所における業務の効率化、介護サービスの質

の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進

を図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所における利用者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的に開

催しなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第64条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

第64条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならな

い。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しなければならな

い。 

(１) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画 (１) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画 

(２) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画 (２) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画 

(３) 次条において準用する第21条第２項に規定

する  提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

(３) 次条において準用する第21条第２項の規定

による提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

(４) 第53条第２項に規定する  身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(４) 第53条第２項の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

(５) 次条において準用する第24条に規定する  

市への通知に係る記録 

(５) 次条において準用する第24条の規定による

市への通知に係る記録 

(６) 次条において準用する第36条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(６) 次条において準用する第36条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 

(７) 次条において準用する第37条第２項に規定 (７) 次条において準用する第37条第２項の規定
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する  事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

による事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(８) 次条において準用する第39条第２項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録 

(８) 次条において準用する第39条第２項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録 

（管理者） （管理者） 

第72条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同

生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模

多機能型居宅介護事業所の職務に従事することが

できるものとする。 

第72条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同

生活住居の他の職務に従事し、又は              

  他の事業所、施設等                          

                      の職務に従事することが

できるものとする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管

理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所における共同生

活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住

居の管理者をもって充てることができる。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管

理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所における共同生

活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住

居の管理者をもって充てることができる。 

３ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認

知症対応型共同生活介護を提供するために必要な

知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療

院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業

者又は訪問介護員等として、３年以上認知症である

者の介護に従事した経験を有する者であって、別に

厚生労働大臣が定める研修を修了しているもので

なければならない。 

３ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認

知症対応型共同生活介護を提供するために必要な

知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療

院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業

者又は訪問介護員等として、３年以上認知症である

者の介護に従事した経験を有する者であって、別に

厚生労働大臣が定める研修を修了しているもので

なければならない。 

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第79条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施

設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、

指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予

防サービス（サテライト型指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供

する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除

く。）の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会

福祉施設を管理する者であってはならない。ただ

し、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあるこ

と等により当該共同生活住居の管理上支障がない

場合は、この限りでない。 

第79条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施

設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、

指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予

防サービス（サテライト型指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供

する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除

く。）の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会

福祉施設を管理する者であってはならない。ただ

し、                                          

          当該共同生活住居の管理上支障がない

場合は、この限りでない。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第83条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、協力医療機関を定めておかなければならな

い。 

第83条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、協力医療機関を定めておかなければならな

い。 

 ２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当

たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。 

(１) 利用者の病状が急変した場合等において医

師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確

保していること。 
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(２) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者からの診療の求めがあった場合におい

て診療を行う体制を、常時確保していること。 

 ３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、利用

者の病状が急変した場合等の対応を確認するとと

もに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なけれ

ばならない。 

 ４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項

に規定する第二種協定指定医療機関（次項において

「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、

新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又

は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項にお

いて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。 

 ５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である

場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を

行わなければならない。 

 ６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院

した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入所さ

せることができるように努めなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよ

う努めなければならない。 

７ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよ

う努めなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急

時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援

の体制を整えなければならない。 

８ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急

時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援

の体制を整えなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第85条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

第85条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければな

らない。 

(１) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 (１) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 

(２) 第76条第２項に規定する  提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(２) 第76条第２項の規定による提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

(３) 第78条第２項に規定する  身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

(３) 第78条第２項の規定による身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び
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に緊急やむを得ない理由の記録 に緊急やむを得ない理由の記録 

(４) 次条において準用する第24条に規定する  

市への通知に係る記録 

(４) 次条において準用する第24条の規定による

市への通知に係る記録 

(５) 次条において準用する第36条第２項に規定

する  苦情の内容等の記録 

(５) 次条において準用する第36条第２項の規定

による苦情の内容等の記録 

(６) 次条において準用する第37条第２項に規定

する  事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(６) 次条において準用する第37条第２項の規定

による事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(７) 次条において準用する第39条第２項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録 

(７) 次条において準用する第39条第２項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、第23条、

第24条、第26条、第28条の２、第31条から第34条ま

で、第36条から第39条まで（第37条第４項及び第3

9条第５項を除く。）、第56条、第59条及び第61条 

            の規定は、指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第11条第１項中「第27条に規定する運営規

程」とあるのは「第80条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項、第28条の２第２項、第31条第２

項第１号及び第３号、第32条第１項並びに第37条の

２第１号及び第３号中「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第26

条第２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」

と、第39条第１項中「介護予防認知症対応型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「介護予防

認知症対応型共同生活介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「12月」

とあるのは「３月」と、第56条、第59条中「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と、第59条中「指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるもの

とする。 

第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、第23条、

第24条、第26条、第28条の２、第31条から第34条ま

で、第36条から第39条まで（第37条第４項及び第3

9条第５項を除く。）、第56条、第59条、第61条及

び第63条の２の規定は、指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第11条第１項中「第27条に規定する運営規

程」とあるのは「第80条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項、第28条の２第２項、第31条第２

項第１号及び第３号、第32条第１項並びに第37条の

２第１号及び第３号中「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第26

条第２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」

と、第39条第１項中「介護予防認知症対応型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「介護予防

認知症対応型共同生活介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「12月」

とあるのは「３月」と、第56条        中「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と、第59条中「指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるもの

とする。 

 

- 105 -



第３条関係 

丹波市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例（平成27年丹波市条例第９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例 

○丹波市指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例 

平成27年３月16日 平成27年３月16日 

条例第９号 条例第９号 

改正 令和３年３月９日条例第10号 改正 令和３年３月９日条例第10号 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 指定介護予防支援事業者                 

                 は、当該指定に係る事業所（以

下「指定介護予防支援事業所」という。）ごとに一

以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必

要な数の保健師その他指定介護予防支援に関する

知識を有する職員（以下「担当職員」という。）を

置かなければならない。 

第５条 地域包括支援センターの設置者である指定

介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所    

                                     ごとに１

以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必

要な数の保健師その他指定介護予防支援に関する

知識を有する職員（以下「担当職員」という。）を

置かなければならない。 

 ２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支

援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに１以上の

員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数

の介護支援専門員を置かなければならない。 

（管理者） （管理者） 

第６条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援事業所                                     

ごとに常勤の管理者を置かなければならない。 

第６条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る

事業所（以下「指定介護予防支援事業所」という。）

ごとに常勤の管理者を置かなければならない。 

２ 前項に規定する                             

                                   管理者は、

専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない

ときは、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に

従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地

域包括支援センターの職務に従事することができ

るものとする。 

２ 地域包括支援センターの設置者である指定介護

予防支援事業者が前項の規定により置く管理者は、

専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない

ときは、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に

従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地

域包括支援センターの職務に従事することができ

るものとする。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支

援事業者が第１項の規定により置く管理者は、介護

保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140

条の66第１号イ(３)に規定する主任介護支援専門

員（以下この項において「主任介護支援専門員」と

いう。）でなければならない。ただし、主任介護支

援専門員の確保が著しく困難である等やむを得な

い理由がある場合については、介護支援専門員（主

任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管

理者とすることができる。 

 ４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でな

ければならない。ただし、次に掲げる場合は、この

限りでない。 

(１) 管理者がその管理する指定介護予防支援事

業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 

(２) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合

（その管理する指定介護予防支援事業所の管理
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に支障がない場合に限る。） 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又

はその家族に対し、第20条に規定する運営規程の概

要その他利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を記した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意

を得なければならない。 

第７条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又

はその家族に対し、第20条に規定する運営規程の概

要その他利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を記した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意

を得なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の

提供の開始に際し、あらかじめ                  

        、介護予防サービス計画が第２条に規定す

る基本方針及び利用者の希望に基づき作成される

ものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス

事業者（法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介するよ

う求めることができること等について説明を行い、

理解を得なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、介護予防サービス計画が第２条に規定す

る基本方針及び利用者の希望に基づき作成される

ものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス

事業者（法第53条第１項に規定する指定介護予防サ

ービス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介するよ

う求めることができること等について説明を行い、

理解を得なければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院

する必要が生じた場合には、担当職員            

                                             

                                             

               の氏名及び連絡先を当該病院又は

診療所に伝えるよう求めなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院

する必要が生じた場合には、担当職員（指定居宅介

護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場

合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章

において同じ。）の氏名及び連絡先を当該病院又は

診療所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその

家族から申出があったときは、第１項の規定による

文書の交付に代えて、第７項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当

該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を

使用する方法その他情報通信の技術を使用する方

法であって次に掲げるもの（以下この条において

「電磁的方法」という。）により提供することがで

きる。この場合において、当該指定介護予防支援事

業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその

家族から申出があったときは、第１項の規定による

文書の交付に代えて、第７項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当

該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を

使用する方法その他情報通信の技術を使用する方

法であって次に掲げるもの（以下この条において

「電磁的方法」という。）により提供することがで

きる。この場合において、当該指定介護予防支援事

業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子

計算機と利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法 

ア 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子

計算機と利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録された第

１項に規定する重要事項を電気通信回線を通

じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当

該利用申込者又はその家族の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに当該重要事項

を記録する方法（電磁的方法による提供を受け

る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録された第

１項に規定する重要事項を電気通信回線を通

じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当

該利用申込者又はその家族の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに当該重要事項

を記録する方法（電磁的方法による提供を受け

る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合
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にあっては、指定介護予防支援事業者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルにその

旨を記録する方法） 

にあっては、指定介護予防支援事業者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルにその

旨を記録する方法） 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ

れらに準ずる方法により一定の事項を確実に記

録しておくことができる物をもって調製するフ

ァイルに第１項に規定する重要事項を記録した

ものを交付する方法 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ

れらに準ずる方法により一定の事項を確実に記

録しておくことができる物をもって調製するフ

ァイルに第１項に規定する重要事項を記録した

ものを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族が

ファイルへの記録を出力することによる文書を作

成することができるものでなければならない。 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族が

ファイルへの記録を出力することによる文書を作

成することができるものでなければならない。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定

介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利

用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定

介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利

用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。 

７ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定により

第１項に規定する重要事項を提供しようとすると

きは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければな

らない。 

７ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定により

第１項に規定する重要事項を提供しようとすると

きは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければな

らない。 

(１) 第４項各号に規定する方法のうち指定介護

予防支援事業者が使用するもの 

(１) 第４項各号に規定する方法のうち指定介護

予防支援事業者が使用するもの 

(２) ファイルへの記録の方式 (２) ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防支援

事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又

は電磁的方法により電磁的方法による提供を受け

ない旨の申出があったときは、当該利用申込者又は

その家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当

該利用申込者又はその家族が再び前項の規定によ

る承諾をしたときは、この限りでない。 

８ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防支援

事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又

は電磁的方法により電磁的方法による提供を受け

ない旨の申出があったときは、当該利用申込者又は

その家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当

該利用申込者又はその家族が再び前項の規定によ

る承諾をしたときは、この限りでない。 

（利用料等の受領） （利用料等の受領） 

第13条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援（法第58条第４項の規定に基づき介護予防サービ

ス計画費（法第58条第２項に規定する介護予防サー

ビス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予

防支援事業者に支払われる場合に係るものを除

く。）を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料（介護予防サービス計画費の支給の対象とな

る費用に係る対価をいう。以下同じ。）と介護予防

サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じ

ないようにしなければならない。 

第13条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援（法第58条第４項の規定に基づき介護予防サービ

ス計画費（法第58条第２項に規定する介護予防サー

ビス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予

防支援事業者に支払われる場合に係るものを除

く。）を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料（介護予防サービス計画費の支給の対象とな

る費用に係る対価をいう。以下同じ。）と介護予防

サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じ

ないようにしなければならない。 

 ２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支

援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定に

より通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪

問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要

した交通費の支払を利用者から受けることができ

る。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支
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援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、利用者の同意を得なければならな

い。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第14条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介

護予防支援について前条      の利用料の支払を

受けたときは、当該利用料の額等を記載した指定介

護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しな

ければならない。 

第14条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介

護予防支援について前条第１項の利用料の支払を

受けたときは、当該利用料の額等を記載した指定介

護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しな

ければならない。 

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第15条 指定介護予防支援事業者                 

                  は、法第115条の23第３項の規

定により指定介護予防支援の一部を委託するとき

は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

第15条 地域包括支援センターの設置者である指定

介護予防支援事業者は、法第115条の23第３項の規

定により指定介護予防支援の一部を委託するとき

は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保

を図るため丹波市介護保険条例（平成16年丹波市

条例第130号）第３条に規定する丹波市介護保険

事業運営協議会の議を経なければならないこと。 

(１) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保

を図るため丹波市介護保険条例（平成16年丹波市

条例第130号）第３条に規定する丹波市介護保険

事業運営協議会の議を経なければならないこと。 

(２) 委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介

護予防支援の業務が実施できるよう委託する業

務の範囲や業務量について配慮すること。 

(２) 委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介

護予防支援の業務が実施できるよう委託する業

務の範囲や業務量について配慮すること。 

(３) 委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介

護予防支援の業務に関する知識及び能力を有す

る介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援

事業者でなければならないこと。 

(３) 委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介

護予防支援の業務に関する知識及び能力を有す

る介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援

事業者でなければならないこと。 

(４) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指

定介護予防支援の業務を実施する介護支援専門

員が、第２条、この章及び次章の規定          

                   を遵守するよう措置させな

ければならないこと。 

(４) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指

定介護予防支援の業務を実施する介護支援専門

員が、第２条、この章及び次章の規定（第33条第

29号の規定を除く。）を遵守するよう措置させな

ければならないこと。 

（掲示） （掲示） 

第24条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、担当

職員の勤務の体制その他利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項             

                               を掲示しなけれ

ばならない。 

第24条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、担当

職員の勤務の体制その他利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項（以下この条に

おいて単に「重要事項」という。）を掲示しなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項

を記載した書面を当該指定介護予防支援事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、同項の規定による掲示に代え

ることができる。 

２ 指定介護予防支援事業者は、重要事項          

を記載した書面を当該指定介護予防支援事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、前項の規定による掲示に代え

ることができる。 

 ３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事

項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第31条 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、

備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

第31条 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、

備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 
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２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定

介護予防支援の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定

介護予防支援の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

(１) 第33条第14号に規定する指定介護予防サー

ビス事業者等との連絡調整に関する記録 

(１) 第33条第14号に規定する指定介護予防サー

ビス事業者等との連絡調整に関する記録 

(２) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載

した介護予防支援台帳 

(２) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載

した介護予防支援台帳 

ア 介護予防サービス計画 ア 介護予防サービス計画 

イ 第33条第７号に規定するアセスメントの結

果の記録 

イ 第33条第７号に規定するアセスメントの結

果の記録 

ウ 第33条第９号に規定するサービス担当者会

議等の記録 

ウ 第33条第９号に規定するサービス担当者会

議等の記録 

エ 第33条第15号に規定する  評価の結果の記

録 

エ 第33条第15号の規定による評価の結果の記

録 

オ 第33条第16号に規定するモニタリングの結

果の記録 

オ 第33条第16号に規定するモニタリングの結

果の記録 

 (３) 第33条第２号の３の規定による身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為（同条第２号

の２及び第２号の３において「身体的拘束等」と

いう。）の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 第18条に規定する  市への通知に係る記録 (４) 第18条の規定による市への通知に係る記録 

(４) 第28条第２項に規定する  苦情の内容等の

記録 

(５) 第28条第２項の規定による苦情の内容等の

記録 

(５) 第29条第２項に規定する  事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

(６) 第29条第２項の規定による事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第33条 指定介護予防支援の方針は、第２条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき、次に掲げるところによるものとする。 

第33条 指定介護予防支援の方針は、第２条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき、次に掲げるところによるものとする。 

(１) 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職

員に介護予防サービス計画の作成に関する業務

を担当させるものとする。 

(１) 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職

員に介護予防サービス計画の作成に関する業務

を担当させるものとする。 

(２) 指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に

対し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行う。 

(２) 指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に

対し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行う。 

 (２)の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

 (２)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

(３) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に

当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を

効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況

等に応じ、継続的かつ計画的に指定介護予防サー

(３) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に

当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を

効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況

等に応じ、継続的かつ計画的に指定介護予防サー
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ビス等の利用が行われるようにしなければなら

ない。 

ビス等の利用が行われるようにしなければなら

ない。 

(４) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に

当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観

点から、予防給付（法第18条第２号に規定する予

防給付をいう。以下同じ。）の対象となるサービ

ス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当

該地域の住民による自発的な活動によるサービ

ス等の利用も含めて介護予防サービス計画上に

位置付けるよう努めなければならない。 

(４) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に

当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観

点から、予防給付（法第18条第２号に規定する予

防給付をいう。以下同じ。）の対象となるサービ

ス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当

該地域の住民による自発的な活動によるサービ

ス等の利用も含めて介護予防サービス計画上に

位置付けるよう努めなければならない。 

(５) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成の

開始に当たっては、利用者によるサービスの選択

に資するよう、当該地域における指定介護予防サ

ービス事業者等に関するサービス及び住民によ

る自発的な活動によるサービスの内容、利用料等

の情報を適正に利用者又はその家族に対して提

供するものとする。 

(５) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成の

開始に当たっては、利用者によるサービスの選択

に資するよう、当該地域における指定介護予防サ

ービス事業者等に関するサービス及び住民によ

る自発的な活動によるサービスの内容、利用料等

の情報を適正に利用者又はその家族に対して提

供するものとする。 

(６) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に

当たっては、適切な方法により、利用者について、

その有している生活機能や健康状態、その置かれ

ている環境等を把握した上で、次に掲げる各領域

ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者

及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の

低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を

明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限

に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むこと

ができるように支援すべき総合的な課題を把握

しなければならない。 

(６) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に

当たっては、適切な方法により、利用者について、

その有している生活機能や健康状態、その置かれ

ている環境等を把握した上で、次に掲げる各領域

ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者

及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の

低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を

明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限

に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むこと

ができるように支援すべき総合的な課題を把握

しなければならない。 

ア 運動及び移動 ア 運動及び移動 

イ 家庭生活を含む日常生活 イ 家庭生活を含む日常生活 

ウ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケー

ション 

ウ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケー

ション 

エ 健康管理 エ 健康管理 

(７) 担当職員は、前号に規定する解決すべき課題

の把握（以下「アセスメント」という。）に当た

っては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその

家族に面接して行わなければならない。この場合

において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及び

その家族に対して十分に説明し、理解を得なけれ

ばならない。 

(７) 担当職員は、前号に規定する解決すべき課題

の把握（以下「アセスメント」という。）に当た

っては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその

家族に面接して行わなければならない。この場合

において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及び

その家族に対して十分に説明し、理解を得なけれ

ばならない。 

(８) 担当職員は、利用者の希望及び利用者につい

てのアセスメントの結果、利用者が目標とする生

活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及び

その家族の意向、それらを踏まえた具体的な目

標、その目標を達成するための支援の留意点、本

人、指定介護予防サービス事業者、自発的な活動

によるサービスを提供する者等が目標を達成す

るために行うべき支援内容並びにその期間等を

記載した介護予防サービス計画の原案を作成し

なければならない。 

(８) 担当職員は、利用者の希望及び利用者につい

てのアセスメントの結果、利用者が目標とする生

活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及び

その家族の意向、それらを踏まえた具体的な目

標、その目標を達成するための支援の留意点、本

人、指定介護予防サービス事業者、自発的な活動

によるサービスを提供する者等が目標を達成す

るために行うべき支援内容並びにその期間等を

記載した介護予防サービス計画の原案を作成し

なければならない。 

(９) 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員 (９) 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員
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が介護予防サービス計画の作成のために、利用者

及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サ

ービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サ

ービス等の担当者（以下この条において「担当者」

という。）を招集して行う会議（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族（以下この号において「利

用者等」という。）が参加する場合にあっては、

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等

の同意を得なければならない。）をいう。以下同

じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情

報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サ

ービス計画の原案の内容について、担当者から、

専門的な見地からの意見を求めるものとする。た

だし、やむを得ない理由がある場合については、

担当者に対する照会等により意見を求めること

ができるものとする。 

が介護予防サービス計画の作成のために、利用者

及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サ

ービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サ

ービス等の担当者（以下この条において「担当者」

という。）を招集して行う会議（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族（以下この号において「利

用者等」という。）が参加する場合にあっては、

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等

の同意を得なければならない。）をいう。以下同

じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情

報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サ

ービス計画の原案の内容について、担当者から、

専門的な見地からの意見を求めるものとする。た

だし、やむを得ない理由がある場合については、

担当者に対する照会等により意見を求めること

ができるものとする。 

(10) 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に

位置付けた指定介護予防サービス等について、保

険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当

該介護予防サービス計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し、文書により

利用者の同意を得なければならない。 

(10) 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に

位置付けた指定介護予防サービス等について、保

険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当

該介護予防サービス計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し、文書により

利用者の同意を得なければならない。 

(11) 担当職員は、介護予防サービス計画を作成し

た際には、当該介護予防サービス計画を利用者及

び担当者に交付しなければならない。 

(11) 担当職員は、介護予防サービス計画を作成し

た際には、当該介護予防サービス計画を利用者及

び担当者に交付しなければならない。 

(12) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付

けた指定介護予防サービス事業者等に対して、介

護予防訪問看護計画書（指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第

35号。以下「指定介護予防サービス等基準」とい

う。）第76条第２号に規定する介護予防訪問看護

計画書をいう。次号において同じ。）等指定介護

予防サービス等基準において位置付けられてい

る計画の提出を求めるものとする。 

(12) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付

けた指定介護予防サービス事業者等に対して、介

護予防訪問看護計画書（指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第

35号。以下「指定介護予防サービス等基準」とい

う。）第76条第２号に規定する介護予防訪問看護

計画書をいう。次号において同じ。）等指定介護

予防サービス等基準において位置付けられてい

る計画の提出を求めるものとする。 

(13) 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等

に対して、介護予防サービス計画に基づき、介護

予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス等

基準において位置付けられている計画の作成を

指導するとともに、サービスの提供状況や利用者

の状態等に関する報告を少なくとも１月に１回、

聴取しなければならない。 

(13) 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等

に対して、介護予防サービス計画に基づき、介護

予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス等

基準において位置付けられている計画の作成を

指導するとともに、サービスの提供状況や利用者

の状態等に関する報告を少なくとも１月に１回、

聴取しなければならない。 

(14) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成

後、介護予防サービス計画の実施状況の把握（利

用者についての継続的なアセスメントを含む。）

を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変

更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整

その他便宜の提供を行うものとする。 

(14) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成

後、介護予防サービス計画の実施状況の把握（利

用者についての継続的なアセスメントを含む。）

を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変

更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整

その他便宜の提供を行うものとする。 

(14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業

者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき

(14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業

者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき
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その他必要と認めるときは、利用者の服薬情報、

口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況

に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の

同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬

剤師に提供するものとする。 

その他必要と認めるときは、利用者の服薬情報、

口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況

に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の

同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬

剤師に提供するものとする。 

(15) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付

けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達

成状況について評価しなければならない。 

(15) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付

けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達

成状況について評価しなければならない。 

(16) 担当職員は、第13号に規定する実施状況の把

握（以下「モニタリング」という。）に当たって

は、利用者及びその家族、指定介護予防サービス

事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段

の事情のない限り、次に定めるところにより行わ

なければならない。 

(16) 担当職員は、第13号に規定する実施状況の把

握（以下「モニタリング」という。）に当たって

は、利用者及びその家族、指定介護予防サービス

事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段

の事情のない限り、次に定めるところにより行わ

なければならない。 

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の

翌月から起算して３月に１回及びサービスの

評価期間が終了する月並びに利用者の状況に

著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪

問し、利用者に面接すること。 

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の

翌月から起算して３月に１回               

                                         

                                         

    、利用者に面接すること。 

 イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問

することによって行うこと。ただし、次のいず

れにも該当する場合であって、サービスの提供

を開始する月の翌月から起算して３月ごとの

期間（以下この号において単に「期間」という。）

について、少なくとも連続する２期間に１回、

利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用

者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電

話装置等を活用して、利用者に面接することが

できる。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行

うことについて、文書により利用者の同意を

得ていること。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲

げる事項について主治の医師、担当者その他

の関係者の合意を得ていること。 

a 利用者の心身の状況が安定しているこ

と。 

b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意

思疎通を行うことができること。 

c 担当職員が、テレビ電話装置等を活用し

たモニタリングでは把握できない情報に

ついて、担当者から提供を受けること。 

 ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用

者の状況に著しい変化があったときは、利用者

の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

イ 利用者の居宅を訪問しない月             

                                         

                       においては、可能な

限り、指定介護予防通所リハビリテーション事

業所（指定介護予防サービス等基準第117条第

１項に規定する指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所をいう。）を訪問する等の方法

エ 利用者の居宅を訪問しない月（イただし書の

規定によりテレビ電話装置等を活用して利用

者に面接する月を除く。）においては、可能な

限り、指定介護予防通所リハビリテーション事

業所（指定介護予防サービス等基準第117条第

１項に規定する指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所をいう。）を訪問する等の方法
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により利用者に面接するよう努めるとともに、

当該面接ができない場合にあっては、電話等に

より利用者との連絡を実施すること。 

により利用者に面接するよう努めるとともに、

当該面接ができない場合にあっては、電話等に

より利用者との連絡を実施すること。 

ウ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果

を記録すること。 

オ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果

を記録すること。 

(17) 担当職員は、次に掲げる場合においては、サ

ービス担当者会議の開催により、介護予防サービ

ス計画の変更の必要性について、担当者から、専

門的な見地からの意見を求めるものとする。ただ

し、やむを得ない理由がある場合については、担

当者に対する照会等により意見を求めることが

できるものとする。 

(17) 担当職員は、次に掲げる場合においては、サ

ービス担当者会議の開催により、介護予防サービ

ス計画の変更の必要性について、担当者から、専

門的な見地からの意見を求めるものとする。ただ

し、やむを得ない理由がある場合については、担

当者に対する照会等により意見を求めることが

できるものとする。 

ア 要支援認定を受けている利用者が法第33条

第２項に規定する要支援更新認定を受けた場

合 

ア 要支援認定を受けている利用者が法第33条

第２項に規定する要支援更新認定を受けた場

合 

イ 要支援認定を受けている利用者が法第33条

の２第１項に規定する要支援状態区分の変更

の認定を受けた場合 

イ 要支援認定を受けている利用者が法第33条

の２第１項に規定する要支援状態区分の変更

の認定を受けた場合 

(18) 第３号から第13号までの規定は、第14号に規

定する介護予防サービス計画の変更について準

用する。 

(18) 第３号から第13号までの規定は、第14号に規

定する介護予防サービス計画の変更について準

用する。 

(19) 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福

祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場

合においても、利用者がその居宅において日常生

活を営むことが困難となったと認める場合又は

利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を

希望するときは、利用者の要介護認定に係る申請

について必要な支援を行い、介護保険施設への紹

介その他便宜の提供を行うものとする。 

(19) 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福

祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場

合においても、利用者がその居宅において日常生

活を営むことが困難となったと認める場合又は

利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を

希望するときは、利用者の要介護認定に係る申請

について必要な支援を行い、介護保険施設への紹

介その他便宜の提供を行うものとする。 

(20) 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退

所しようとする要支援者から依頼があったとき

は、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、

あらかじめ、介護予防サービス計画の作成等の援

助を行うものとする。 

(20) 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退

所しようとする要支援者から依頼があったとき

は、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、

あらかじめ、介護予防サービス計画の作成等の援

助を行うものとする。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介

護予防通所リハビリテーション等の医療サービ

スの利用を希望している場合その他必要なとき

は、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師

（以下「主治の医師等」という。）の意見を求め

なければならない。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介

護予防通所リハビリテーション等の医療サービ

スの利用を希望している場合その他必要なとき

は、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師

（以下「主治の医師等」という。）の意見を求め

なければならない。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護

予防サービス計画を作成した際には、当該介護予

防サービス計画を主治の医師等に交付しなけれ

ばならない。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護

予防サービス計画を作成した際には、当該介護予

防サービス計画を主治の医師等に交付しなけれ

ばならない。 

(22) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予

防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等

の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当

該医療サービスに係る主治の医師等の指示があ

る場合に限りこれを行うものとし、医療サービス

以外の指定介護予防サービス等を位置付ける場

合にあっては、当該指定介護予防サービス等に係

(22) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予

防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等

の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当

該医療サービスに係る主治の医師等の指示があ

る場合に限りこれを行うものとし、医療サービス

以外の指定介護予防サービス等を位置付ける場

合にあっては、当該指定介護予防サービス等に係
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る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が

示されているときは、当該留意点を尊重してこれ

を行うものとする。 

る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が

示されているときは、当該留意点を尊重してこれ

を行うものとする。 

(23) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予

防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養

介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅

における自立した日常生活の維持に十分に留意

するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して

特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期

入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を

利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむ

ね半数を超えないようにしなければならない。 

(23) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予

防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養

介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅

における自立した日常生活の維持に十分に留意

するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して

特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期

入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を

利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむ

ね半数を超えないようにしなければならない。 

(24) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予

防福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、そ

の利用の妥当性を検討し、当該計画に介護予防福

祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必

要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、

その継続の必要性について検証をした上で、継続

が必要なときはその理由を介護予防サービス計

画に記載しなければならない。 

(24) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予

防福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、そ

の利用の妥当性を検討し、当該計画に介護予防福

祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必

要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、

その継続の必要性について検証をした上で、継続

が必要なときはその理由を介護予防サービス計

画に記載しなければならない。 

(25) 担当職員は、介護予防サービス計画に特定介

護予防福祉用具販売を位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定

介護予防福祉用具販売が必要な理由を記載しな

ければならない。 

(25) 担当職員は、介護予防サービス計画に特定介

護予防福祉用具販売を位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定

介護予防福祉用具販売が必要な理由を記載しな

ければならない。 

(26) 担当職員は、利用者が提示する被保険者証

に、法第73条第２項に規定する認定審査会意見又

は法第37条第１項の規定による指定に係る介護

予防サービスの種類若しくは地域密着型介護予

防サービスの種類についての記載があるときは、

利用者にその趣旨（同項の規定による指定に係る

介護予防サービス又は地域密着型介護予防サー

ビスの種類については、その変更の申請ができる

ことを含む。）を説明し、理解を得た上で、その

内容に沿って介護予防サービス計画を作成しな

ければならない。 

(26) 担当職員は、利用者が提示する被保険者証

に、法第73条第２項に規定する認定審査会意見又

は法第37条第１項の規定による指定に係る介護

予防サービスの種類若しくは地域密着型介護予

防サービスの種類についての記載があるときは、

利用者にその趣旨（同項の規定による指定に係る

介護予防サービス又は地域密着型介護予防サー

ビスの種類については、その変更の申請ができる

ことを含む。）を説明し、理解を得た上で、その

内容に沿って介護予防サービス計画を作成しな

ければならない。 

(27) 担当職員は、要支援認定を受けている利用者

が要介護認定を受けたときは、指定居宅介護支援

事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供す

る等の連携を図るものとする。 

(27) 担当職員は、要支援認定を受けている利用者

が要介護認定を受けたときは、指定居宅介護支援

事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供す

る等の連携を図るものとする。 

(28) 指定介護予防支援事業者は、法第115条の48

第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する会

議から、同条第２項の検討を行うための資料又は

情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求め

があった場合には、これに協力するよう努めなけ

ればならない。 

(28) 指定介護予防支援事業者は、法第115条の48

第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する会

議から、同条第２項の検討を行うための資料又は

情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求め

があった場合には、これに協力するよう努めなけ

ればならない。 

 (29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予

防支援事業者は、法第115条の30の２第１項の規

定により市長から情報の提供を求められた場合

には、その求めに応じなければならない。 

（準用） （準用） 
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第35条 第２条及び第２章から前章（第28条第６項及

び第７項を除く。）までの規定は、基準該当介護予

防支援（法第59条第１項第１号に規定する基準該当

介護予防支援をいう。以下同じ。）の事業について

準用する。この場合において、第７条第１項中「第

20条」とあるのは「第35条において準用する第20

条」と、第13条      中「指定介護予防支援（法第

58条第４項の規定に基づき介護予防サービス計画

費（法第58条第２項に規定する介護予防サービス計

画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援

事業者に支払われる場合に係るものを除く。）」と

あるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防

サービス計画費の額」とあるのは「法第59条第３項

に規定する特例介護予防サービス計画費の額」と読

み替えるものとする。 

第35条 第２条及び第２章から前章（第28条第６項及

び第７項を除く。）までの規定は、基準該当介護予

防支援（法第59条第１項第１号に規定する基準該当

介護予防支援をいう。以下同じ。）の事業について

準用する。この場合において、第７条第１項中「第

20条」とあるのは「第35条において準用する第20

条」と、第13条第１項中「指定介護予防支援（法第

58条第４項の規定に基づき介護予防サービス計画

費（法第58条第２項に規定する介護予防サービス計

画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援

事業者に支払われる場合に係るものを除く。）」と

あるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防

サービス計画費の額」とあるのは「法第59条第３項

に規定する特例介護予防サービス計画費の額」と読

み替えるものとする。 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第36条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防

支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うことが規

定されている又は想定されるもの（第10条（第35

条において準用する場合を含む。）及び第33条第2

6号（第35条において準用する場合を含む。）並び

に次項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

第36条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防

支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うことが規

定されている又は想定されるもの（第10条（前条  

  において準用する場合を含む。）及び第33条第2

6号（前条  において準用する場合を含む。）並び

に次項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援

の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その

他これらに類するもの（以下「交付等」という。）

のうち、この条例の規定において書面で行うことが

規定されている又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚

によって認識することができない方法をいう。）に

よることができる。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援

の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その

他これらに類するもの（以下「交付等」という。）

のうち、この条例の規定において書面で行うことが

規定されている又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚

によって認識することができない方法をいう。）に

よることができる。 
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第４条関係 

丹波市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例 

（平成30年丹波市条例第９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営等に関する基準を定める条例 

○丹波市指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営等に関する基準を定める条例 

平成30年３月８日 平成30年３月８日 

条例第９号 条例第９号 

改正 令和３年３月９日条例第11号 改正 令和３年３月９日条例第11号 

（基本方針） （基本方針） 

第２条 指定居宅介護支援（法第46条第１項に規定す

る指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）の事業は、

要介護状態となった場合においても、その利用者が

可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるように配

慮して行われるものでなければならない。 

第２条 指定居宅介護支援（法第46条第１項に規定す

る指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）の事業は、

要介護状態となった場合においても、その利用者が

可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるように配

慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状

況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選

択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サー

ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行われるものでなければな

らない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状

況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選

択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サー

ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行われるものでなければな

らない。 

３ 指定居宅介護支援事業者（法第46条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）

は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者

の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ

て、利用者に提供される指定居宅サービス等（法第

８条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。

以下同じ。）が特定の種類又は特定指定居宅サービ

ス事業者（法第41条第１項に規定する指定居宅サー

ビス事業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏する

ことのないよう、公正中立に行われなければならな

い。 

３ 指定居宅介護支援事業者（法第46条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）

は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者

の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ

て、利用者に提供される指定居宅サービス等（法第

８条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。

以下同じ。）が特定の種類又は特定指定居宅サービ

ス事業者（法第41条第１項に規定する指定居宅サー

ビス事業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏する

ことのないよう、公正中立に行われなければならな

い。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっ

ては、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、法第

115条の46第１項に規定する地域包括支援センター

                                        、老人

福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２に

規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護

支援事業者、指定介護予防支援事業者（法第58条第

１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以

下同じ。）、介護保険施設、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第51条の17第１項第１号に規定す

る指定特定相談支援事業者等との連携に努めなけ

ればならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっ

ては、市                                、法第

115条の46第１項に規定する地域包括支援センター

（以下「地域包括支援センター」という。）、老人

福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２に

規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護

支援事業者、指定介護予防支援事業者（法第58条第

１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以

下同じ。）、介護保険施設、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第51条の17第１項第１号に規定す

る指定特定相談支援事業者等との連携に努めなけ

ればならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う

とともに、その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う

とともに、その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を

提供するに当たっては、法第118条の２第１項に規

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を

提供するに当たっては、法第118条の２第１項に規
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定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活

用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならな

い。 

定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活

用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならな

い。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る

事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」という。）

ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に

当たる介護支援専門員であって常勤であるものを

置かなければならない。 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る

事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」という。）

ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に

当たる介護支援専門員であって常勤であるものを

置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35  

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                     又はその

端数を増すごとに１とする。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数（当該

指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業

者の指定を併せて受け、又は法第115条の23第３項

の規定により地域包括支援センターの設置者であ

る指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該

指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支

援（法第58条第１項に規定する指定介護予防支援を

いう。以下この項及び第16条第29号において同じ。）

を行う場合にあっては、当該事業所における指定居

宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指

定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた

数を加えた数。次項において同じ。）が44又はその

端数を増すごとに１とする。 

 ３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業

所が、公益社団法人国民健康保険中央会（昭和34

年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という

名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を

行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービ

ス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された

居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処

理システムを利用し、かつ、事務職員を配置してい

る場合における第１項に規定する員数の基準は、利

用者の数が49又はその端数を増すごとに１とする。 

（管理者） （管理者） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなら

ない。 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなら

ない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則

（平成11年厚生省令第36号）第140条の66第１号イ

(３)に規定する主任介護支援専門員（以下この項に

おいて「主任介護支援専門員」という。）でなけれ

ばならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が

著しく困難である等やむを得ない理由がある場合

については、介護支援専門員（主任介護支援専門員

を除く。）を前項に規定する管理者とすることがで

きる。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則

（平成11年厚生省令第36号）第140条の66第１号イ

(３)に規定する主任介護支援専門員（以下この項に

おいて「主任介護支援専門員」という。）でなけれ

ばならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が

著しく困難である等やむを得ない理由がある場合

については、介護支援専門員（主任介護支援専門員

を除く。）を前項に規定する管理者とすることがで

きる。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事

する者でなければならない。ただし、次に掲げる場

合は、この限りでない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事

する者でなければならない。ただし、次に掲げる場

合は、この限りでない。 

(１) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 

(１) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 

(２) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職 (２) 管理者が                他の事業所の職
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務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支

援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支

援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又

はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概

要その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同

意を得なければならない。 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又

はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概

要その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同

意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の

提供の開始に際し、あらかじめ                  

        、居宅サービス計画が第２条に規定する基

本方針及び利用者の希望に基づき作成されるもの

であり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等

を紹介するよう求めることができること、前６月間

に当該指定居宅介護支援事業所において作成され

た居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所

介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下

この項において「訪問介護等」という。）がそれぞ

れ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める

割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス計画に位置付けられ

た訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅

サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業

者によって提供されたものが占める割合等につき

説明を行い、理解を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、居宅サービス計画が第２条に規定する基

本方針及び利用者の希望に基づき作成されるもの

であり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等

を紹介するよう求めることができること         

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                    等につき

説明を行い、理解を得なければならない。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所

において作成された居宅サービス計画の総数のう

ちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密

着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」

という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス

計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居

宅介護支援事業所において作成された居宅サービ

ス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数の

うちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地

域密着型サービス事業者によって提供されたもの

が占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努

めなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院

する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護

支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療

所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の

提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院

する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護

支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療

所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその

家族からの申出があった場合には、第１項の規定に

よる文書の交付に代えて、第７項で定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその

家族からの申出があった場合には、第１項の規定に

よる文書の交付に代えて、第８項で定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織
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を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供することが

できる。この場合において、当該指定居宅介護支援

事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供することが

できる。この場合において、当該指定居宅介護支援

事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子

計算機と利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子

計算機と利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録された第

１項に規定する重要事項を電気通信回線を通

じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当

該利用申込者又はその家族の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに当該重要事項

を記録する方法（電磁的方法による提供を受け

る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルにその

旨を記録する方法） 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録された第

１項に規定する重要事項を電気通信回線を通

じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当

該利用申込者又はその家族の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに当該重要事項

を記録する方法（電磁的方法による提供を受け

る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルにその

旨を記録する方法） 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ

れらに準ずる方法により一定の事項を確実に記

録しておくことができる物をもって調製するフ

ァイルに第１項に規定する重要事項を記録した

ものを交付する方法 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ

れらに準ずる方法により一定の事項を確実に記

録しておくことができる物をもって調製するフ

ァイルに第１項に規定する重要事項を記録した

ものを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族が

ファイルへの記録を出力することによる文書を作

成することができるものでなければならない。 

６ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族が

ファイルへの記録を出力することによる文書を作

成することができるものでなければならない。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定

居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利

用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。 

７ 第５項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定

居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利

用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により

第１項に規定する重要事項を提供しようとすると

きは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び

内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。 

８ 指定居宅介護支援事業者は、第５項の規定により

第１項に規定する重要事項を提供しようとすると

きは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び

内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。 

(１) 第４項各号に規定する方法のうち指定居宅

介護支援事業者が使用するもの 

(１) 第５項各号に規定する方法のうち指定居宅

介護支援事業者が使用するもの 

(２) ファイルへの記録の方式 (２) ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援

事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又

は電磁的方法により電磁的方法による提供を受け

ない旨の申出があったときは、当該利用申込者又は

その家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当

９ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援

事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又

は電磁的方法により電磁的方法による提供を受け

ない旨の申出があったときは、当該利用申込者又は

その家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当
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該利用申込者又はその家族が再び前項の規定によ

る承諾をした場合は、この限りでない。 

該利用申込者又はその家族が再び前項の規定によ

る承諾をした場合は、この限りでない。 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第16条 指定居宅介護支援の方針は、第２条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき、次に掲げるところによるものとする。 

第16条 指定居宅介護支援の方針は、第２条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき、次に掲げるところによるものとする。 

(１) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支

援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業

務を担当させるものとする。 

(１) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支

援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業

務を担当させるものとする。 

(２) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に

対し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行う。 

(２) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に

対し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行う。 

 (２)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

 (２)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

(３) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援

を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状

況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービ

ス等の利用が行われるようにしなければならな

い。 

(３) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援

を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状

況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービ

ス等の利用が行われるようにしなければならな

い。 

(４) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する

観点から、介護給付等対象サービス（法第24条第

２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。

以下同じ。）以外の保健医療サービス又は福祉サ

ービス、当該地域の住民による自発的な活動によ

るサービス等の利用も含めて居宅サービス計画

上に位置付けるよう努めなければならない。 

(４) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する

観点から、介護給付等対象サービス（法第24条第

２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。

以下同じ。）以外の保健医療サービス又は福祉サ

ービス、当該地域の住民による自発的な活動によ

るサービス等の利用も含めて居宅サービス計画

上に位置付けるよう努めなければならない。 

(５) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

の開始に当たっては、利用者によるサービスの選

択に資するよう、当該地域における指定居宅サー

ビス事業者等に関するサービスの内容、利用料等

の情報を適正に利用者又はその家族に対して提

供するものとする。 

(５) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

の開始に当たっては、利用者によるサービスの選

択に資するよう、当該地域における指定居宅サー

ビス事業者等に関するサービスの内容、利用料等

の情報を適正に利用者又はその家族に対して提

供するものとする。 

(６) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

に当たっては、適切な方法により、利用者につい

て、その有する能力、既に提供を受けている指定

居宅サービス等のその置かれている環境等の評

価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らか

にし、利用者が自立した日常生活を営むことがで

きるように支援する上で解決すべき課題を把握

しなければならない。 

(６) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

に当たっては、適切な方法により、利用者につい

て、その有する能力、既に提供を受けている指定

居宅サービス等のその置かれている環境等の評

価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らか

にし、利用者が自立した日常生活を営むことがで

きるように支援する上で解決すべき課題を把握

しなければならない。 

(７) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべ (７) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべ
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き課題の把握（以下「アセスメント」という。）

に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及

びその家族に面接して行わなければならない。こ

の場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨

を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理

解を得なければならない。 

き課題の把握（以下「アセスメント」という。）

に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及

びその家族に面接して行わなければならない。こ

の場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨

を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理

解を得なければならない。 

(８) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者

についてのアセスメントの結果に基づき、利用者

の家族の希望及び当該地域における指定居宅サ

ービス等が提供される体制を勘案して、当該アセ

スメントにより把握された解決すべき課題に対

応するための最も適切なサービスの組合せにつ

いて検討し、利用者及びその家族の生活に対する

意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべ

き課題、提供されるサービスの目標及びその達成

時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサ

ービスを提供する上での留意事項等を記載した

居宅サービス計画の原案を作成しなければなら

ない。 

(８) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者

についてのアセスメントの結果に基づき、利用者

の家族の希望及び当該地域における指定居宅サ

ービス等が提供される体制を勘案して、当該アセ

スメントにより把握された解決すべき課題に対

応するための最も適切なサービスの組合せにつ

いて検討し、利用者及びその家族の生活に対する

意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべ

き課題、提供されるサービスの目標及びその達成

時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサ

ービスを提供する上での留意事項等を記載した

居宅サービス計画の原案を作成しなければなら

ない。 

(９) 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介

護支援専門員が居宅サービス計画の作成のため

に、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、

居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等の担当者（以下この条において「担当

者」という。）を招集して行う会議（テレビ電話

装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して行うことができるも

のとする。ただし、利用者又はその家族（以下こ

の号において「利用者等」という。）が参加する

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につい

て当該利用者等の同意を得なければならない。）

をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状

況等に関する情報を担当者と共有するとともに、

当該居宅サービス計画の原案の内容について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者

に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又

は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」

という。）の意見を勘案して必要と認める場合そ

の他のやむを得ない理由がある場合については、

担当者に対する照会等により意見を求めること

ができるものとする。 

(９) 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介

護支援専門員が居宅サービス計画の作成のため

に、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、

居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等の担当者（以下この条において「担当

者」という。）を招集して行う会議（テレビ電話

装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して行うことができるも

のとする。ただし、利用者又はその家族（以下こ

の号において「利用者等」という。）が参加する

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につい

て当該利用者等の同意を得なければならない。）

をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状

況等に関する情報を担当者と共有するとともに、

当該居宅サービス計画の原案の内容について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者

に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又

は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」

という。）の意見を勘案して必要と認める場合そ

の他のやむを得ない理由がある場合については、

担当者に対する照会等により意見を求めること

ができるものとする。 

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案

に位置付けた指定居宅サービス等について、保険

給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該

居宅サービス計画の原案の内容について利用者

又はその家族に対して説明し、文書により利用者

の同意を得なければならない。 

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案

に位置付けた指定居宅サービス等について、保険

給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該

居宅サービス計画の原案の内容について利用者

又はその家族に対して説明し、文書により利用者

の同意を得なければならない。 

(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成

した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び

担当者に交付しなければならない。 

(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成

した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び

担当者に交付しなければならない。 

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置 (12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置
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付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問

介護計画（指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営等に関する基準（平成11年厚生省令第

37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）

第24条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）

等指定居宅サービス等基準において位置付けら

れている計画の提出を求めるものとする。 

付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問

介護計画（指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営等に関する基準（平成11年厚生省令第

37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）

第24条第１項に規定する訪問介護計画をいう。）

等指定居宅サービス等基準において位置付けら

れている計画の提出を求めるものとする。 

(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者

についての継続的なアセスメントを含む。）を行

い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定

居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便

宜の提供を行うものとする。 

(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成

後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者

についての継続的なアセスメントを含む。）を行

い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定

居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便

宜の提供を行うものとする。 

(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者

等から利用者に係る情報の提供を受けた場合そ

の他必要と認める場合は、利用者の服薬状況、口

腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に

係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同

意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤

師に提供するものとする。 

(14) 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者

等から利用者に係る情報の提供を受けた場合そ

の他必要と認める場合は、利用者の服薬状況、口

腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に

係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同

意を得て主治の医師等              又は薬剤

師に提供するものとする。 

(15) 介護支援専門員は、第13号に規定する実施状

況の把握（以下「モニタリング」という。）に当

たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービ

ス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特

段の事情のない限り、次に定めるところにより行

わなければならない。 

(15) 介護支援専門員は、第13号に規定する実施状

況の把握（以下「モニタリング」という。）に当

たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービ

ス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特

段の事情のない限り、次に定めるところにより行

わなければならない。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問

し、利用者に面接すること。 

ア 少なくとも１月に１回                   

  、利用者に面接すること。 

 イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問

することによって行うこと。ただし、次のいず

れにも該当する場合であって、少なくとも２月

に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接

するときは、利用者の居宅を訪問しない月にお

いては、テレビ電話装置等を活用して、利用者

に面接することができるものとする。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行

うことについて、文書により利用者の同意を

得ていること。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲

げる事項について主治の医師、担当者その他

の関係者の合意を得ていること。 

a 利用者の心身の状況が安定しているこ

と。 

b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意

思疎通を行うことができること。 

c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を

活用したモニタリングでは把握できない

情報について、担当者から提供を受けるこ

と。 

イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果

を記録すること。 

ウ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果

を記録すること。 

(16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合において (16) 介護支援専門員は、次に掲げる場合において
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は、サービス担当者会議の開催により、居宅サー

ビス計画の変更の必要性について、担当者から、

専門的な見地からの意見を求めるものとする。た

だし、やむを得ない理由がある場合については、

担当者に対する照会等により意見を求めること

ができるものとする。 

は、サービス担当者会議の開催により、居宅サー

ビス計画の変更の必要性について、担当者から、

専門的な見地からの意見を求めるものとする。た

だし、やむを得ない理由がある場合については、

担当者に対する照会等により意見を求めること

ができるものとする。 

ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条

第２項に規定する要介護更新認定を受けた場

合 

ア 要介護認定を受けている利用者が法第28条

第２項に規定する要介護更新認定を受けた場

合 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条

第１項に規定する要介護状態区分の変更の認

定を受けた場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第29条

第１項に規定する要介護状態区分の変更の認

定を受けた場合 

(17) 第３号から第12号までの規定は、第13号に規

定する居宅サービス計画の変更について準用す

る。 

(17) 第３号から第12号までの規定は、第13号に規

定する居宅サービス計画の変更について準用す

る。 

(18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス

及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供さ

れた場合においても、利用者がその居宅において

日常生活を営むことが困難となったと認める場

合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは

入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介

その他の便宜の提供を行うものとする。 

(18) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス

及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供さ

れた場合においても、利用者がその居宅において

日常生活を営むことが困難となったと認める場

合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは

入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介

その他の便宜の提供を行うものとする。 

(19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院

又は退所しようとする要介護者から依頼があっ

た場合には、居宅における生活へ円滑に移行でき

るよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等

の援助を行うものとする。 

(19) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院

又は退所しようとする要介護者から依頼があっ

た場合には、居宅における生活へ円滑に移行でき

るよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等

の援助を行うものとする。 

(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生

労働大臣が定める回数以上の訪問介護（厚生労働

大臣が定めるものに限る。以下この号において同

じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の

妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介

護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サ

ービス計画を市町村に届け出なければならない。 

(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生

労働大臣が定める回数以上の訪問介護（厚生労働

大臣が定めるものに限る。以下この号において同

じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の

妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介

護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サ

ービス計画を市    に届け出なければならない。 

(20)の２ 介護支援専門員は、その勤務する指定居

宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画に位置付けられた指定居宅サービス等

に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービ

ス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密

着型介護サービス費（以下この号において「サー

ビス費」という。）の総額が法第43条第２項に規

定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準

額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サ

ービス費がサービス費の総額に占める割合が厚

生労働大臣が定める基準に該当する場合であっ

て、かつ、市からの求めがあった場合には、当該

指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の

利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に

訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当

該居宅サービス計画を市に届け出なければなら

ない。 

(20)の２ 介護支援専門員は、その勤務する指定居

宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画に位置付けられた指定居宅サービス等

に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービ

ス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密

着型介護サービス費（以下この号において「サー

ビス費」という。）の総額が法第43条第２項に規

定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準

額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サ

ービス費がサービス費の総額に占める割合が厚

生労働大臣が定める基準に該当する場合であっ

て、かつ、市からの求めがあった場合には、当該

指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の

利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に

訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当

該居宅サービス計画を市に届け出なければなら

ない。 
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(21) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所

リハビリテーション等の医療サービスの利用を

希望している場合その他必要な場合には、利用者

の同意を得て主治の医師等の意見を求めなけれ

ばならない。 

(21) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所

リハビリテーション等の医療サービスの利用を

希望している場合その他必要な場合には、利用者

の同意を得て主治の医師等の意見を求めなけれ

ばならない。 

(22) 前号の場合において、介護支援専門員は、居

宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サー

ビス計画を主治の医師等に交付しなければなら

ない。 

(22) 前号の場合において、介護支援専門員は、居

宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サー

ビス計画を主治の医師等に交付しなければなら

ない。 

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問

看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

を位置付ける場合にあっては、当該医療サービス

に係る主治の医師等の指示がある場合に限りこ

れを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅

サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指

定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的

観点からの留意事項が示されているときは、当該

留意点を尊重してこれを行うものとする。 

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問

看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

を位置付ける場合にあっては、当該医療サービス

に係る主治の医師等の指示がある場合に限りこ

れを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅

サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指

定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的

観点からの留意事項が示されているときは、当該

留意点を尊重してこれを行うものとする。 

(24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期

入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付け

る場合にあっては、利用者の居宅における自立し

た日常生活の維持に十分に留意するものとし、利

用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認め

られる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入

所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効

期間のおおむね半数を超えないようにしなけれ

ばならない。 

(24) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期

入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付け

る場合にあっては、利用者の居宅における自立し

た日常生活の維持に十分に留意するものとし、利

用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認め

られる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入

所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効

期間のおおむね半数を超えないようにしなけれ

ばならない。 

(25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉

用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用

の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必

要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時

サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具

貸与を受ける必要性について検証をした上で、継

続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合に

はその理由を居宅サービス計画に記載しなけれ

ばならない。 

(25) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉

用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用

の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必

要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時

サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具

貸与を受ける必要性について検証をした上で、継

続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合に

はその理由を居宅サービス計画に記載しなけれ

ばならない。 

(26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定

福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その

利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具

販売が必要な理由を記載しなければならない。 

(26) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定

福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その

利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具

販売が必要な理由を記載しなければならない。 

(27) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険

者証に、法第73条第２項に規定する認定審査会意

見又は法第37条第１項の規定による指定に係る

居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種

類についての記載がある場合には、利用者にその

趣旨（同項の規定による指定に係る居宅サービス

若しくは地域密着型サービスの種類については、

その変更の申請ができることを含む。）を説明し、

理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス

計画を作成しなければならない。 

(27) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険

者証に、法第73条第２項に規定する認定審査会意

見又は法第37条第１項の規定による指定に係る

居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種

類についての記載がある場合には、利用者にその

趣旨（同項の規定による指定に係る居宅サービス

若しくは地域密着型サービスの種類については、

その変更の申請ができることを含む。）を説明し、

理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス

計画を作成しなければならない。 

(28) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている

利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護

(28) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている

利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護
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予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報

を提供する等の連携を図るものとする。 

予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報

を提供する等の連携を図るものとする。 

(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23

第３項の規定に基づき、                      

            指定介護予防支援事業者から指定

介護予防支援の業務の委託を受けるに当たって

は、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支

援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正

に実施できるよう配慮しなければならない。 

(29) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23

第３項の規定に基づき、地域包括支援センターの

設置者である指定介護予防支援事業者から指定

介護予防支援の業務の委託を受けるに当たって

は、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支

援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正

に実施できるよう配慮しなければならない。 

(30) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48

第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する会

議から、同条第２項の検討を行うための資料又は

情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求め

があった場合には、これに協力するよう努めなけ

ればならない。 

(30) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48

第４項の規定に基づき、同条第１項に規定する会

議から、同条第２項の検討を行うための資料又は

情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求め

があった場合には、これに協力するよう努めなけ

ればならない。 

（法定代理受領サービスに係る報告） （法定代理受領サービスに係る報告） 

第17条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村（法

第41条第10項の規定により同条第９項の規定によ

る審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体

連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）

第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会

をいう。以下同じ。）に委託している場合にあって

は、当該国民健康保険団体連合会）に対し、居宅サ

ービス計画において位置付けられている指定居宅

サービス等のうち法定代理受領サービス（法第41

条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用

者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払わ

れる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居

宅サービスをいう。）として位置付けたものに関す

る情報を記載した文書を提出しなければならない。 

第17条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市   （法

第41条第10項の規定により同条第９項の規定によ

る審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体

連合会（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）

第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会

をいう。以下同じ。）に委託している場合にあって

は、当該国民健康保険団体連合会）に対し、居宅サ

ービス計画において位置付けられている指定居宅

サービス等のうち法定代理受領サービス（法第41

条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用

者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払わ

れる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居

宅サービスをいう。）として位置付けたものに関す

る情報を記載した文書を提出しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に

位置付けられている基準該当居宅サービスに係る

特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要

な情報を記載した文書を、市町村（当該事務を国民

健康保険団体連合会に委託している場合にあって

は、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出し

なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に

位置付けられている基準該当居宅サービスに係る

特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要

な情報を記載した文書を、市    （当該事務を国民

健康保険団体連合会に委託している場合にあって

は、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出し

なければならない。 

（利用者に関する市町村への通知） （利用者に関する市    への通知） 

第19条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援を受けている利用者が次のいずれかに該当する

場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に

通知しなければならない。 

第19条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援を受けている利用者が次のいずれかに該当する

場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市   に

通知しなければならない。 

(１) 正当な理由なしに介護給付等対象サービス

の利用に関する指示に従わないこと等により、要

介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

(１) 正当な理由なしに介護給付等対象サービス

の利用に関する指示に従わないこと等により、要

介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

(２) 偽りその他不正の行為によって保険給付の

支給を受け、又は受けようとしたとき。 

(２) 偽りその他不正の行為によって保険給付の

支給を受け、又は受けようとしたとき。 

（掲示） （掲示） 

第25条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護

支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサ

第25条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護

支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサ
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ービスの選択に資すると認められる重要事項     

                                       を掲示

しなければならない。 

ービスの選択に資すると認められる重要事項（以下

この条において単に「重要事項」という。）を掲示

しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項

を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、同項の規定による掲示に代え

ることができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、重要事項          

を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、前項の規定による掲示に代え

ることができる。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事

項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

（苦情処理） （苦情処理） 

第29条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指

定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位

置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指

定居宅介護支援等」という。）に対する利用者及び

その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなけ

ればならない。 

第29条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指

定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位

置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指

定居宅介護支援等」という。）に対する利用者及び

その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなけ

ればならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付

けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければな

らない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付

けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければな

らない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居

宅介護支援に関し、法第23条の規定により市町村が

行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め

又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に

応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う

調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言

を受けた場合においては、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居

宅介護支援に関し、法第23条の規定により市   が

行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め

又は当該市    の職員からの質問若しくは照会に

応じ、及び利用者からの苦情に関して市    が行う

調査に協力するとともに、市    から指導又は助言

を受けた場合においては、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めが

あった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告

しなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市    からの求めが

あった場合には、前項の改善の内容を市    に報告

しなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス

計画に位置付けた法第41条第１項に規定する指定

居宅サービス又は法第42条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康

保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し

必要な援助を行わなければならない。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス

計画に位置付けた法第41条第１項に規定する指定

居宅サービス又は法第42条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康

保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し

必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等

に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険

団体連合会が行う法第176条第１項第３号の調査に

協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援

に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導

又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等

に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険

団体連合会が行う法第176条第１項第３号の調査に

協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援

に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導

又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連

合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を国民健康保険団体連合会に報告しなければな

らない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連

合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を国民健康保険団体連合会に報告しなければな

らない。 

（事故発生時の対応） （事故発生時の対応） 

第30条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する

指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場

第30条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する

指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場
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合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない 

合には速やかに市    、利用者の家族等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及

び事故に際して採った処置について記録しなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及

び事故に際して採った処置について記録しなけれ

ばならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定

居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生

した場合には、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定

居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生

した場合には、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第32条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、

備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

第32条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、

備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定

居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定

居宅介護支援の提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

(１) 第16条第13号に規定する指定居宅サービス

事業者等との連絡調整に関する記録 

(１) 第16条第13号に規定する指定居宅サービス

事業者等との連絡調整に関する記録 

(２) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載

した居宅介護支援台帳 

(２) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載

した居宅介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 ア 居宅サービス計画 

イ 第16条第７号に規定するアセスメントの結

果の記録 

イ 第16条第７号に規定するアセスメントの結

果の記録 

ウ 第16条第９号に規定するサービス担当者会

議等の記録 

ウ 第16条第９号に規定するサービス担当者会

議等の記録 

エ 第16条第15号に規定するモニタリングの結

果の記録 

エ 第16条第15号に規定するモニタリングの結

果の記録 

 (３) 第16条第２号の３の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(３) 第19条に規定する市町村への通知に係る記

録 

(４) 第19条の規定による市  への通知に係る記

録 

(４) 第29条第２項に規定する  苦情の内容等の

記録 

(５) 第29条第２項の規定による苦情の内容等の

記録 

(５) 第30条第１項に規定する  事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

(６) 第30条第１項の規定による事故の状況及び

事故に際して採った処置についての記録 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第34条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護

支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うことが規

定されている又は想定されるもの（第10条（第33

条において準用する場合を含む。）及び第16条第2

7号（第33条において準用する場合を含む。）並び

に次項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

第34条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護

支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うことが規

定されている又は想定されるもの（第10条（前条  

  において準用する場合を含む。）及び第16条第2

7号（前条  において準用する場合を含む。）並び

に次項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、
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磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援

の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その

他これらに類するもの（以下「交付等」という。）

のうち、この条例の規定において書面で行うことが

規定されている又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚

によって認識することができない方法をいう。）に

よることができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援

の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その

他これらに類するもの（以下「交付等」という。）

のうち、この条例の規定において書面で行うことが

規定されている又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚

によって認識することができない方法をいう。）に

よることができる。 
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議案第26号 

 

丹波市新型コロナウイルス等感染症対策基金条例を廃止する条例

の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

丹波市新型コロナウイルス等感染症対策基金（以下「基金」という。）は、

新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）その他の感染症に

係る予防対策、感染拡大防止対策、生活支援対策等に必要な経費の財源に充て

るため、令和２年度に設置して以来、市民や事業所からの寄附金や事業の見直

しによる剰余金等を原資として積立てを行い、その目的に沿って有効に活用

してきた。 

新型コロナが発生して以降、感染拡大やその影響による地域経済の対策等

に関し市が様々な施策を展開する際においては、国が臨時交付金を創設する

など十分な財政支援が図られてきたことから、今後、新型コロナと同類の感染

症が発生した場合においても同様の措置が講じられるべきものである。 

よって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号）上の位置付けが５類感染症に移行されたことを機として、基

金の設置目的に照らし、今後の資金運用を総合的に勘案した結果、一定の役割

を果たしたと判断することから、基金を廃止するため、提案するものである。 

 

２ 施行日 

令和６年４月１日 
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議案第27号 

 

丹波市アフタースクール実施条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

１ 提案の趣旨 

丹波市立小学校における夏季休業日の期間が延長されることに伴い、アフ

タースクールの利用料金を見直すため、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

アフタースクールの利用料金のうち、長期休業中のみ利用する児童の８月

における利用料金を、月額8,000円から月額10,000円に変更する。 

 

３ 施行日 

令和６年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市アフタースクール実施条例（平成26年丹波市条例第59号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市アフタースクール実施条例 ○丹波市アフタースクール実施条例 

平成26年12月24日 平成26年12月24日 

条例第59号 条例第59号 

最終改正 令和５年９月29日条例第24号 最終改正 令和５年９月29日条例第24号 

別表第２（第７条、第11条、第13条関係） 別表第２（第７条、第11条、第13条関係） 

区分 児童１人当たりの

利用料金の額 

延長利用における

児童１人当たりの

利用料金の額 

通常利用 月額5,000円とす

る。ただし、８月は、

月額10,000円とす

る。 

午前７時30分から

午前８時までの間

は日額400円、午後

６時から午後７時

までの間は日額800

円とする。ただし、

１箇月のうち利用

日数がそれぞれ10

日を超える場合に

あっては、午前７時

30分から午前８時

までの間は月額4,0

00円、午後６時から

午後７時までの間

は月額8,000円とす

る。 

長期休業中

利用 

８月は、月額8,000

円 、その他の長期

休業日は、日額400

円とする。 

同上 

一時預かり 日額1,000円とす

る。 

同上 

 

区分 児童１人当たりの

利用料金の額 

延長利用における

児童１人当たりの

利用料金の額 

通常利用 月額5,000円とす

る。ただし、８月は、

月額10,000円とす

る。 

午前７時30分から

午前８時までの間

は日額400円、午後

６時から午後７時

までの間は日額800

円とする。ただし、

１箇月のうち利用

日数がそれぞれ10

日を超える場合に

あっては、午前７時

30分から午前８時

までの間は月額4,0

00円、午後６時から

午後７時までの間

は月額8,000円とす

る。 

長期休業中

利用 

８月は、月額10,00

0円、その他の長期

休業日は、日額400

円とする。 

同上 

一時預かり 日額1,000円とす

る。 

同上 
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議案第28号 

 

丹波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第6

1号）の改正に伴い、保育事業所における保育士等の配置基準を見直すため、

提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

児童の年齢区分に応じた保育士等の配置基準の見直し 

(１) 満３歳以上満４歳に満たない児童 

おおむね「20人につき１人」から「15人につき１人」に変更する。 

(２) 満４歳以上の児童 

おおむね「30人につき１人」から「25人につき１人」に変更する。 

 

３ 施行日 

令和６年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年丹波市条例第45号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例 

○丹波市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例 

平成26年10月17日 平成26年10月17日 

条例第45号 条例第45号 

最終改正 令和５年６月27日条例第19号 最終改正 令和５年６月27日条例第19号 

（職員） （職員） 

第30条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医

及び調理員を置かなければならない。ただし、調理

業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第

17条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入

する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置

かないことができる。 

第30条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医

及び調理員を置かなければならない。ただし、調理

業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第

17条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入

する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置

かないことができる。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める数の合計数に１を加えた数以上と

する。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める数の合計数に１を加えた数以上と

する。 

(１) 乳児 おおむね３人につき１人 (１) 乳児 おおむね３人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむ

ね６人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむ

ね６人につき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむ

ね20人につき１人（法第６条の３第10項第２号の

規定に基づき受け入れる場合に限る。次号におい

て同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむ

ね15人につき１人（法第６条の３第10項第２号の

規定に基づき受け入れる場合に限る。次号におい

て同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１

人 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１

人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師又は看

護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師又は看

護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

（職員） （職員） 

第32条 小規模保育事業B型を行う事業所（以下「小

規模保育事業所B型」という。）には、保育士その

他保育に従事する職員として市長が行う研修（市長

が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修

を含む。）を修了した者（以下「保育従事者」とい

う。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業

所B型又は第17条第１項の規定により搬入施設から

食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、

調理員を置かないことができる。 

第32条 小規模保育事業B型を行う事業所（以下「小

規模保育事業所B型」という。）には、保育士その

他保育に従事する職員として市長が行う研修（市長

が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修

を含む。）を修了した者（以下「保育従事者」とい

う。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業

所B型又は第17条第１項の規定により搬入施設から

食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、

調理員を置かないことができる。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区

分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加え

た数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区

分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加え

た数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

(１) 乳児 おおむね３人につき１人 (１) 乳児 おおむね３人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむ

ね６人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむ

ね６人につき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむ

ね20人につき１人（法第６条の３第10項第２号の

規定に基づき受け入れる場合に限る。次号におい

て同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむ

ね15人につき１人（法第６条の３第10項第２号の

規定に基づき受け入れる場合に限る。次号におい

て同じ。） 
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(４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１

人 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１

人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師又は看

護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師又は看

護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

（職員） （職員） 

第45条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、

嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただ

し、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保

育事業所又は第17条第１項の規定により搬入施設

から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所

にあっては、調理員を置かないことができる。 

第45条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、

嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただ

し、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保

育事業所又は第17条第１項の規定により搬入施設

から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所

にあっては、調理員を置かないことができる。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保

育所型事業所内保育事業所一につき２人を下回る

ことはできない。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保

育所型事業所内保育事業所一につき２人を下回る

ことはできない。 

(１) 乳児 おおむね３人につき１人 (１) 乳児 おおむね３人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむ

ね６人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむ

ね６人につき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむ

ね20人につき１人（法第６条の３第12項第２号の

規定に基づき受け入れる場合に限る。次号におい

て同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむ

ね15人につき１人（法第６条の３第12項第２号の

規定に基づき受け入れる場合に限る。次号におい

て同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１

人 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１

人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健

師又は看護師を１人に限り、保育士とみなすことが

できる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健

師又は看護師を１人に限り、保育士とみなすことが

できる。 

（職員） （職員） 

第48条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のも

のに限る。以下「小規模型事業所内保育事業」とい

う。）を行う事業所（以下「小規模型事業所内保育

事業所」という。）には、保育従事者、嘱託医及び

調理員を置かなければならない。ただし、調理業務

の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又

は第17条第１項の規定により搬入施設から食事を

搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、

調理員を置かないことができる。 

第48条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のも

のに限る。以下「小規模型事業所内保育事業」とい

う。）を行う事業所（以下「小規模型事業所内保育

事業所」という。）には、保育従事者、嘱託医及び

調理員を置かなければならない。ただし、調理業務

の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又

は第17条第１項の規定により搬入施設から食事を

搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、

調理員を置かないことができる。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に１を加えた数以

上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に１を加えた数以

上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

(１) 乳児 おおむね３人につき１人 (１) 乳児 おおむね３人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむ

ね６人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむ

ね６人につき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむ

ね20人につき１人（法第６条の３第12項第２号の

規定に基づき受け入れる場合に限る。次号におい

て同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむ

ね15人につき１人（法第６条の３第12項第２号の

規定に基づき受け入れる場合に限る。次号におい

て同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１ (４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１
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人 人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健

師又は看護師を、１人に限り、保育士とみなすこと

ができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健

師又は看護師を、１人に限り、保育士とみなすこと

ができる。 
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議案第29号 

 

丹波市市営住宅新川町団地の廃止について 

 

１ 提案の趣旨 

丹波市市営住宅新川町団地は、昭和50年度及び昭和51年度に建築された３

棟からなる市営住宅で、いずれの住棟も耐用年限を超過し耐震性も確保され

ていないため、丹波市公営住宅等長寿命化計画において用途廃止する方針と

している。令和５年11月に同団地の入居者が全て退去し、今後、市営住宅とし

ての利用予定がないことから、丹波市議会の議決を経なければならない重要

な公の施設の利用等に関する条例（平成16年丹波市条例第59号）第３条の規定

により、提案するものである。 

 

２ 施設名 丹波市市営住宅新川町団地 

 

３ 所在地 丹波市青垣町佐治344番地 

 

４ 用 途 市営住宅 

 

【丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関す

る条例 抜粋】 

（議会の特別議決を経なければならない特に重要な公の施設の廃止及び

利用） 

第３条 法第244条の２第２項の規定により議会において出席議員の３分の

２以上の者の同意を得なければならない公の施設の廃止及び利用とは、別

記に掲げる公の施設につきこれを廃止し、又は５年以上の期間で、かつ、

設置の目的を阻害する独占的な利用をさせる場合とする。 

別記（第２条、第３条関係） 

(１)～(16) 略 

(17) 市営住宅 

(18) 略 
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名称：丹波市市営住宅新川町団地
位置：丹波市青垣町佐治344番地

市営住宅位置図

出典：国土地理院ウェブサイト 加工：丹波市

新川町団地
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議案第30号 

 

丹波市上下水道事業運営審議会の設置に関する条例の制定につい

て 

 

１ 提案の趣旨 

現在、水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）において

は、事業ごとに審議会を設置し必要な審議を行っているが、上下水道事業の料

金等に係る審議を一体的に行い、もって効果的かつ効率的な事業の運営に資

するため、丹波市上下水道事業運営審議会を設置することについて、提案する

ものである。 

 

２ 条例の概要 

(１) 所掌事務（第２条関係） 

ア 上下水道事業に係る計画の策定等に関すること。 

イ 水道料金及び下水道使用料に関すること。 

ウ 水道事業に係る加入金並びに下水道事業に係る受益者負担金及び分担

金に関すること。 

エ その他管理者が必要と認める事項 

(２) 組織（第３条関係） 

12人以内で次に掲げる者で組織する。 

ア 識見を有する者 

イ 関係団体の代表者 

ウ 公募による市民 

エ その他管理者が必要と認める者 

(３) 任期（第４条関係） 

委員の任期は、２年とする。（再任可） 

 

３ 施行日 

令和６年４月１日 

 

４ 附則により廃止する条例 

丹波市下水道事業運営審議会の設置に関する条例（平成18年丹波市条例第

１号） 

 

５ 附則により改正する条例 

(１) 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

（平成16年丹波市条例第41号） 

(２) 丹波市水道事業給水条例（平成16年丹波市条例第221号） 

 

６ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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附則第３項関係 

 

丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成16年丹波市条例第41号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市特別職に属する非常勤の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例 
○丹波市特別職に属する非常勤の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第41号 条例第41号 

最終改正 令和５年12月１日条例第25号 最終改正 令和５年12月１日条例第25号 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

特別職に属する非常勤の職員の報酬額 特別職に属する非常勤の職員の報酬額 

職の区分 報酬額 

支払区

分 

金額（円） 

≪省略≫ 

消防審議会委員 日額 7,000

水道事業運営審議会委員 日額 7,000

下水道事業運営審議会委員 日額 7,000

            

            

  

 

教育委員 月額 57,000

教育振興基

本計画審議

会委員 

弁護士、大学教

授、准教授 

１回 20,000

上記以外 日額 7,000

校園医等 小中学校医 年額 担当する小中学

校ごとに児童生

徒教職員１人当

たり300円に200,

000円（ただし、

小学校18学級以

上の学校、中学校

15学級以上の学

校は360,000円）

を加えた額 

小中学校歯科

校医 

年額 担当する小中学

校ごとに児童生

徒教職員１人当

たり300円に200,

000円（ただし、

小学校18学級以

上の学校、中学校

15学級以上の学

校は360,000円）

を加えた額 

小中学校薬剤

師 

年額 担当する小中学

校ごとに85,000

円 

≪省略≫ 
 

職の区分 報酬額 

支払区

分 

金額（円） 

≪省略≫ 

消防審議会委員 日額 7,000

  

  

上下水道事

業運営審議

会委員 

大学教授、准教

授 

１回 20,000

上記以外 日額 7,000

教育委員 月額 57,000

教育振興基

本計画審議

会委員 

弁護士、大学教

授、准教授 

１回 20,000

上記以外 日額 7,000

校園医等 小中学校医 年額 担当する小中学

校ごとに児童生

徒教職員１人当

たり300円に200,

000円（ただし、

小学校18学級以

上の学校、中学校

15学級以上の学

校は360,000円）

を加えた額 

小中学校歯科

校医 

年額 担当する小中学

校ごとに児童生

徒教職員１人当

たり300円に200,

000円（ただし、

小学校18学級以

上の学校、中学校

15学級以上の学

校は360,000円）

を加えた額 

小中学校薬剤

師 

年額 担当する小中学

校ごとに85,000

円 

≪省略≫ 
 

備考 勤務が半日の場合における日額報酬は、２分

の１の額とする。 

備考 勤務が半日の場合における日額報酬は、２分

の１の額とする。 
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附則第４項関係 

丹波市水道事業給水条例（平成16年丹波市条例第221号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市水道事業給水条例 ○丹波市水道事業給水条例 

平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第221号 条例第221号 

最終改正 令和２年３月10日条例第24号 最終改正 令和２年３月10日条例第24号 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 給水装置の工事及び費用（第４条―第12

条） 

第２章 給水装置の工事及び費用（第４条―第12

条） 

第３章 給水（第13条―第22条） 第３章 給水（第13条―第22条） 

第４章 料金及び手数料等（第23条―第33条） 第４章 料金及び手数料等（第23条―第33条） 

第５章 管理（第34条―第39条） 第５章 管理（第34条―第39条） 

第６章 水道事業運営審議会（第40条―第46条）  

第７章 貯水槽水道（第47条・第48条） 第６章 貯水槽水道（第40条・第41条） 

第８章 補則（第49条） 第７章 補則（第42条） 

附則 附則 

第６章 水道事業運営審議会 

（設置） 

第40条 水道事業の円滑適正な運営を図るため、市長

の諮問機関として水道事業運営審議会（以下「審議

会」という。）を置く。 

（組織） 

第41条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱す

る。 

(１) 識見を有する者 

(２) 使用者を代表する者 

(３) 公募による市民 

３ 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によ

って定める。 

４ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき

は、その職務を代理する。 

６ 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会

議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させるこ

とができる。 

（委員の任期） 

第42条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が

欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（会議） 

第43条 会長は、審議会の会議（以下「会議」という。）

を招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを

開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第44条 審議会に、専門部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 
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３ 部会に、部会長を置く。 

４ 部会長は、部会に属する委員の互選によって定め

る。 

５ 部会長の職務については、第41条第４項の規定を

準用する。 

（庶務） 

第45条 審議会の庶務は、上下水道部において所掌す

る。 

（報酬及び費用弁償） 

第46条 委員の報酬及び費用弁償については、別に条

例で定める。 

第７章 貯水槽水道 第６章 貯水槽水道 

（市の責務） （市の責務） 

第47条 管理者は、貯水槽水道（法第14条第２項第５

号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。）の管理

に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設

置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができ

るものとする。 

第40条 管理者は、貯水槽水道（法第14条第２項第５

号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。）の管理

に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設

置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができ

るものとする。 

２ 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水

道の管理等に関する情報提供を行うものとする。 

２ 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水

道の管理等に関する情報提供を行うものとする。 

（設置者の責務） （設置者の責務） 

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第３条第

７項に定める簡易専用水道をいう。次項において同

じ。）の設置者は、法第34条の２の定めるところに

より、その水道を管理し、及びその管理の状況に関

する検査を受けなければならない。 

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第３条第

７項に定める簡易専用水道をいう。次項において同

じ。）の設置者は、法第34条の２の定めるところに

より、その水道を管理し、及びその管理の状況に関

する検査を受けなければならない。 

２ 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽の設置

者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を

管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよ

う努めなければならない。 

２ 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽の設置

者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を

管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよ

う努めなければならない。 

第８章 補則 第７章 補則 

（その他） （その他） 

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者

が定める。 

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者

が定める。 
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議案第31号 

 

丹波市水道事業給水条例及び丹波市水道事業布設工事監督者の配

置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

水道法（昭和32年法律第177号）の一部が改正されたことに伴い、関係条例

の規定を整理する必要があるため、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

主務大臣の変更に伴う改正 

 

３ 改正する条例 

(１) 丹波市水道事業給水条例（平成16年丹波市条例第221号） 

(２) 丹波市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例（平成25年丹波市条例第25号） 

 

４ 施行日 

令和６年４月１日 

 

５ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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第１条関係 

丹波市水道事業給水条例（平成16年丹波市条例第221号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市水道事業給水条例 ○丹波市水道事業給水条例 

平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第221号 条例第221号 

最終改正 令和２年３月10日条例第24号 最終改正 令和２年３月10日条例第24号 

（給水装置の新設等の申込み） （給水装置の新設等の申込み） 

第４条 給水装置を新設、改造、修繕（水道法（昭和

32年法律第177号。以下「法」という。）第16条の

２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微

な変更を除く。以下同じ。）又は撤去（以下「給水

装置工事」という。）しようとする者は、管理者の

定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込

み、その承認を受けなければならない。 

第４条 給水装置を新設、改造、修繕（水道法（昭和

32年法律第177号。以下「法」という。）第16条の

２第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽微

な変更を除く。以下同じ。）又は撤去（以下「給水

装置工事」という。）しようとする者は、管理者の

定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込

み、その承認を受けなければならない。 

２ 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めると

きは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の

提出を求めることができる。 

２ 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めると

きは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の

提出を求めることができる。 

（給水装置の基準違反に対する措置） （給水装置の基準違反に対する措置） 

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の

構造及び材質が、水道法施行令（昭和32年政令第3

36号）第６条に規定する給水装置の構造及び材質の

基準に適合していないときは、その者の給水契約の

申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に

適合させるまでの間、その者に対する給水を停止す

ることができる。 

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の

構造及び材質が、水道法施行令（昭和32年政令第3

36号）第６条に規定する給水装置の構造及び材質の

基準に適合していないときは、その者の給水契約の

申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に

適合させるまでの間、その者に対する給水を停止す

ることができる。 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指

定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に

係るものでないときは、その者の給水契約の申込み

を拒み、又はその者に対する給水を停止することが

できる。ただし、法第16条の２第３項の厚生労働省

令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は

当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合し

ていることを確認したときは、この限りではない。 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指

定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に

係るものでないときは、その者の給水契約の申込み

を拒み、又はその者に対する給水を停止することが

できる。ただし、法第16条の２第３項の国土交通省

令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は

当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合し

ていることを確認したときは、この限りではない。 
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第２条関係 

丹波市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例 

（平成25年丹波市条例第25号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市水道事業布設工事監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例 

○丹波市水道事業布設工事監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例 

平成25年３月８日 平成25年３月８日 

条例第25号 条例第25号 

改正 平成31年３月７日条例第17号 改正 平成31年３月７日条例第17号 

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格） 

第４条 法第19条第３項に規定する条例で定める水

道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとす

る。 

第４条 法第19条第３項に規定する条例で定める水

道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとす

る。 

(１) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学

校において土木工学以外の工学、理学、農学、医

学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相

当する学科目を修めて卒業した後（学校教育法に

よる専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者に

ついては４年以上、同条第３号に規定する学校を

卒業した者（同法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した者）については６年以上、同

条第４号に規定する学校を卒業した者について

は８年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

(１) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学

校において土木工学以外の工学、理学、農学、医

学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相

当する学科目を修めて卒業した後（学校教育法に

よる専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者に

ついては４年以上、同条第３号に規定する学校を

卒業した者（同法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した者）については６年以上、同

条第４号に規定する学校を卒業した者について

は８年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

(２) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

(２) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

(３) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学

校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に

関する学科目並びにこれらに相当する学科目以

外の学科目を修めて卒業した後（学校教育法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者に

ついては５年以上、同条第３号に規定する学校を

卒業した者（同法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した者）については７年以上、同

条第４号に規定する学校を卒業した者について

は９年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

(３) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学

校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に

関する学科目並びにこれらに相当する学科目以

外の学科目を修めて卒業した後（学校教育法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者に

ついては５年以上、同条第３号に規定する学校を

卒業した者（同法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した者）については７年以上、同

条第４号に規定する学校を卒業した者について

は９年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

(４) 外国の学校において、第１号に規定する学科

目又は前号に規定する学科目に相当する学科目

を、それぞれ当該各号に規定する学校において修

得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当

該各号の卒業者（学校教育法による専門職大学の

前期課程の修了者を含む。）ごとに規定する最低

経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

(４) 外国の学校において、第１号に規定する学科

目又は前号に規定する学科目に相当する学科目

を、それぞれ当該各号に規定する学校において修

得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当

該各号の卒業者（学校教育法による専門職大学の

前期課程の修了者を含む。）ごとに規定する最低

経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

(５) 厚生労働大臣            の登録を受けた

者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了

した者 

(５) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた

者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了

した者 
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議案第32号 

 

丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案の趣旨 

下水道施設の統廃合事業の実施に伴い、農業集落排水施設である川東浄化

センター及び美和西浄化センターの各処理区域を、特定環境保全公共下水道

の竹田処理区及び吉見処理区にそれぞれ統合することから、所要の改正を行

うため、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

別表第１及び別表第２の川東浄化センター及び美和西浄化センターを削除

する。 

 

３ 施行日 

令和６年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例（平成16年丹波市条例第212号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市コミュニティ・プラント及び農業

集落排水処理施設条例 

○丹波市コミュニティ・プラント及び農業

集落排水処理施設条例 

平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第212号 条例第212号 

最終改正 令和５年３月13日条例第11号 最終改正 令和５年３月13日条例第11号 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

排水施設 処理施設 処理区域 

名称 位置 

コ ミ ュ ニ

ティ・プラ

ント施設 

氷の川第１

浄化センタ

ー 

丹波市氷上町

鴨内741番地 

日比宇、鴨内 

コ ミ ュ ニ

ティ・プラ

ント施設 

氷の川第２

浄化センタ

ー 

丹波市氷上町

井中237番地

２ 

北御油、南御

油、井中 

農 業 集 落

排水施設 

氷上西浄化

センター 

丹波市氷上町

下新庄684番

地２ 

下新庄、上新

庄、清住、中、

三方、中野、三

原、大谷、長野、

柿柴、柿柴東 

農 業 集 落

排水施設 

氷の川第３

浄化センタ

ー 

丹波市氷上町

朝阪208番地

１ 

朝阪、小野、福

田 

農 業 集 落

排水施設 

棚原浄化セ

ンター 

丹波市春日町

棚原1228番地 

棚原 

農 業 集 落

排水施設 

野上野浄化

センター 

丹波市春日町

野上野1418番

地 

野上野 

農 業 集 落

排水施設 

春日部北浄

化センター 

丹波市春日町

多利721番地 

多利、小多利、

池尾 

農 業 集 落

排水施設 

国領中央浄

化センター 

丹波市春日町

柚津1040番地

１ 

東中、国領、柚

津 

農 業 集 落

排水施設 

大路浄化セ

ンター 

丹波市春日町

中山568番地

１ 

中山、松森、広

瀬、栢野、野瀬、

上三井庄、下三

井庄、鹿場 

農 業 集 落

排水施設 

春日部西浄

化センター 

丹波市春日町

多田1158番地 

多田、七日市 

農 業 集 落

排水施設 

草部浄化セ

ンター 

丹波市山南町

草部４番地 

草部、北和田の

一部 

農 業 集 落

排水施設 

南中浄化セ

ンター 

丹波市山南町

南中109番地

８ 

南中 

農 業 集 落

排水施設 

和田南浄化

センター 

丹波市山南町

梶36番地１ 

梶、前川、小新

屋、金倉、和田

の一部、北和田

の一部 

農 業 集 落

排水施設 

太田久下浄

化センター 

丹波市山南町

金屋716番地 

太田、大河、池

谷、長野、玉巻、

排水施設 処理施設 処理区域 

名称 位置 

コ ミ ュ ニ

ティ・プラ

ント施設 

氷の川第１

浄化センタ

ー 

丹波市氷上町

鴨内741番地 

日比宇、鴨内 

コ ミ ュ ニ

ティ・プラ

ント施設 

氷の川第２

浄化センタ

ー 

丹波市氷上町

井中237番地

２ 

北御油、南御

油、井中 

農 業 集 落

排水施設 

氷上西浄化

センター 

丹波市氷上町

下新庄684番

地２ 

下新庄、上新

庄、清住、中、

三方、中野、三

原、大谷、長野、

柿柴、柿柴東 

農 業 集 落

排水施設 

氷の川第３

浄化センタ

ー 

丹波市氷上町

朝阪208番地

１ 

朝阪、小野、福

田 

農 業 集 落

排水施設 

棚原浄化セ

ンター 

丹波市春日町

棚原1228番地 

棚原 

農 業 集 落

排水施設 

野上野浄化

センター 

丹波市春日町

野上野1418番

地 

野上野 

農 業 集 落

排水施設 

春日部北浄

化センター 

丹波市春日町

多利721番地 

多利、小多利、

池尾 

農 業 集 落

排水施設 

国領中央浄

化センター 

丹波市春日町

柚津1040番地

１ 

東中、国領、柚

津 

農 業 集 落

排水施設 

大路浄化セ

ンター 

丹波市春日町

中山568番地

１ 

中山、松森、広

瀬、栢野、野瀬、

上三井庄、下三

井庄、鹿場 

農 業 集 落

排水施設 

春日部西浄

化センター 

丹波市春日町

多田1158番地 

多田、七日市 

農 業 集 落

排水施設 

草部浄化セ

ンター 

丹波市山南町

草部４番地 

草部、北和田の

一部 

農 業 集 落

排水施設 

南中浄化セ

ンター 

丹波市山南町

南中109番地

８ 

南中 

農 業 集 落

排水施設 

和田南浄化

センター 

丹波市山南町

梶36番地１ 

梶、前川、小新

屋、金倉、和田

の一部、北和田

の一部 

農 業 集 落

排水施設 

太田久下浄

化センター 

丹波市山南町

金屋716番地 

太田、大河、池

谷、長野、玉巻、
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岡本、金屋、大

谷、松ヶ端 

農 業 集 落

排水施設 

和田西浄化

センター 

丹波市山南町

小野尻618番

地２ 

富田、小野尻、

小畑、西谷、山

本、五ヶ野、坂

尻 

農 業 集 落

排水施設 

川東浄化セ

ンター 

丹波市市島町

下竹田1966番

地２ 

石原、森、表 

農 業 集 落

排水施設 

美和西浄化

センター 

丹波市市島町

与戸2553番地 

戸坂、白毫寺、

与戸 

農 業 集 落

排水施設 

鴨庄浄化セ

ンター 

丹波市市島町

南322番地 

南、喜多、上牧

農 業 集 落

排水施設 

前山浄化セ

ンター 

丹波市市島町

下鴨阪１番地 

徳尾、大杉、谷

上、鴨阪、尾端、

下鴨阪 
 

岡本、金屋、大

谷、松ヶ端 

農 業 集 落

排水施設 

和田西浄化

センター 

丹波市山南町

小野尻618番

地２ 

富田、小野尻、

小畑、西谷、山

本、五ヶ野、坂

尻 

        

      

   

 

        

       

 

農 業 集 落

排水施設 

鴨庄浄化セ

ンター 

丹波市市島町

南322番地 

南、喜多、上牧

農 業 集 落

排水施設 

前山浄化セ

ンター 

丹波市市島町

下鴨阪１番地 

徳尾、大杉、谷

上、鴨阪、尾端、

下鴨阪 
 

別表第２（第13条関係） 別表第２（第13条関係） 

（消費税相当額を除く。） （消費税相当額を除く。） 

処理施設の名称 基本料金（１カ月

につき） 

超過料金（１立方

メートルにつき）

基本水

量 

金額

（円） 

使用水

量 

金額

（円） 

氷の川第１浄化セ

ンター 

氷の川第２浄化セ

ンター 

氷上西浄化センタ

ー 

氷の川第３浄化セ

ンター 

棚原浄化センター

野上野浄化センタ

ー 

春日部北浄化セン

ター 

国領中央浄化セン

ター 

大路浄化センター

春日部西浄化セン

ター 

草部浄化センター

南中浄化センター

和田南浄化センタ

ー 

太田久下浄化セン

ター 

和田西浄化センタ

ー 

川東浄化センター

美和西浄化センタ

ー 

鴨庄浄化センター

５ 立 方

メ ー ト

ル以下 

2,100５ 立 方

メ ー ト

ル を 超

え 1 0立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

115

1 0 立方

メ ー ト

ル を 超

え 2 0立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

120

2 0 立方

メ ー ト

ル を 超

え 3 0立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

150

3 0 立方

メ ー ト

ル を 超

え 5 0立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

185

5 0 立方

メ ー ト

205

処理施設の名称 基本料金（１カ月

につき） 

超過料金（１立方

メートルにつき）

基本水

量 

金額

（円） 

使用水

量 

金額

（円） 

氷の川第１浄化セ

ンター 

氷の川第２浄化セ

ンター 

氷上西浄化センタ

ー 

氷の川第３浄化セ

ンター 

棚原浄化センター

野上野浄化センタ

ー 

春日部北浄化セン

ター 

国領中央浄化セン

ター 

大路浄化センター

春日部西浄化セン

ター 

草部浄化センター

南中浄化センター

和田南浄化センタ

ー 

太田久下浄化セン

ター 

和田西浄化センタ

ー 

                

                

   

鴨庄浄化センター

５ 立 方

メ ー ト

ル以下 

2,100５ 立 方

メ ー ト

ル を 超

え 1 0立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

115

1 0 立方

メ ー ト

ル を 超

え 2 0立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

120

2 0 立方

メ ー ト

ル を 超

え 3 0立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

150

3 0 立方

メ ー ト

ル を 超

え 5 0立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

185

5 0 立方

メ ー ト

205

- 148 -



 

前山浄化センター ル を 超

え 8 0立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

8 0 立方

メ ー ト

ル を 超

える分 

215

 

前山浄化センター ル を 超

え 8 0立

方 メ ー

ト ル 以

下の分 

8 0 立方

メ ー ト

ル を 超

える分 

215
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